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想うに、わが国の港湾問題は、いよいよ経済・社会面からの研究を行なわ

なければ、その本格的な解決が計れない段階に当面してきている。ここに日

木港湾経済学会会員諸兄の真撃な研究成果を1965年度の年報にして世に贈る

ととができるのはよろこばしいかぎりである。

これらの諸論文は、第1部として共通論題 (港湾経営の諸問題〉 、第2部

として自由論題をとりあげたが、いずれも第3回研究報告会での発表であり、

また現下のわが国港湾の切実なる問題でもある。それらが各問題にとって貴

重な貢献をするものであると信ずる。

木年報「港湾経済研究」も 3号をむかえ、また、木年は「地域開発と港湾」

なるテーマのもとに大会が聞かれ、会員の増加とあいまって、その研究の歩

調もますます高まりつつあることは心強き次第でもある。木学会と、この研

究誌が、わが国港湾の発展と共にいつまで、も盛んなることをこの機に改めて

祈りたし、。

最後に正会員諸兄、ならびに賛助会員の各位には木学会の諸活動の遂行に

際し多大の御協力と御援助を賜っていることを念じ、 厚く感謝の君、を表する

と共に尚今後の御尽力をも願う次第である。

昭和 40年秩

円木港湾経済学会会長 矢 野 同1
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港湾のもたらす経済的利益の分析

柴田銀次郎

(関西大学〉

この調査報告は昭和38年度において運輸省港湾局から本学会が委託を受けて、

横浜・名古屋・神戸の三港において港湾の存在することによって幾何の経済

的利益が生じているかを算定し、これを分析することとなったその中間報告

である。

本調査を担当した会員は、fj'IJ浜港については高見玄一郎、北見俊郎、寺谷

武明の三名、名古屋港については前回一三、松浦茂治の二名、又神戸港につ

いては柴田銀次郎、岸孝雄、111木泰督の三名で、ある。

港湾のもたらす経済的利益は、これを大別すると直接的なものと間接的な

ものとに分たれる。直接的利益は、港湾を利用する船舶、貨物、人をめぐっ

て、園、地方公共団体、港湾管理者等の公的機関の徴収する租税、公課や施

設使用料、ならびに港湾で営業する各種民開業者が利得する施設、サービス、

作業、労働に対する報酬など、港湾活動により第一次的に獲得する貨幣的利

益をいう。間接的利益は、この直接的利益の再分配によって港湾関係者のみ

ならず一般国民が獲得する利益、および直接的利益には結びつかないけれど

も港湾の存在することによって経済、活動が可能となっている商工業者や一般

市民の獲得している利益を含んでいる。

現在報告するのは以上のうち直接的利益に関する部分だけであり、しかも

その利益はグロスで計上したものである。又、調査期間は昭和37年4月乃至

昭和38年3月の 1カ年である。

調査の方法は、その対象が各港によってさまざまであり、或る港にある収

入源が他にはないというものもあり、三港の細項目について完全に画一的な

分類はできないけれども、大項目については略々共通的に分類した。その項

目は次の通りである。但し、ここに揚げたのは神戸港のそれで‘あり 、名古屋
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港の分はこれと大体同じであるから省略し、横浜港については、打合せが不

十分で-あったために一部分同一方法に乗ることができず、他の二港とは異る

算定方式によった項目があった。しかし、その後同一方式によって再調査を

行っているけれども、まだこの結果が得られずここに利用することができな

かったので、現在は暫定数字として最初の調査の結果のままここに掲げるこ

ととした。

第1表の項目につき37年度における収入を一々計算したのであるが、 算定

方法の原則は、個々の施設又はサービスにつき年聞の実際の稼働量に対し、

単位当り平均又は基本料金を乗ずるという方法でこれを推算した。しかし、

中には始めから一年間の収入額が明確なものもあれば(例えば関税、屯税等

の国家収入や管理者収入、各検査協会の収入など〉、稼働量そのものも推計せ

ざるを得ない項目 (例えば倉庫保管料収入は貨物平均回転率と平均在庫期間

とを基とした。〉もある。その一々をここに再掲することは煩わしいので、

配布した報告書によってこれを知って貰いたい。ここには一二の例を示すに

止める。
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第2表項目収入算定実例 〈神戸港〉

l 引船料 (338，514千円〕

船 名 所 属 作業隻数

隻
布 丸 三井倉庫 380 

海 鳳 日東運輸 531 

瑞 [，¥!. プL 11 1，206 

高 取 丸 新丸菱海運 1， 123 

月 光 丸 11 1，043 

事11 ~勿El ;丸 昭陽海運 1，151 

隆 手L 三浦海運 1， 142 

祥 lf;.~ 丸 日東運輸 1，223 

ま長 星 ;丸 新丸菱海運 1，200 

俊 :丸 三浦海 運 364 

竜王 丸(A) 事Ii 戸 765 

竜王 丸(B) 11 113 

事11
3時・:!J ブも 11 379 

早 itも1ι 1L 早駒運輸 1，396 

円1- 雲 丸 11 1，325 

生 駒 丸 11 448 

NO.2生駒丸 11 246 

川 m: 引船 川 崎重工 5 

合 14，040 

※金額には、割増料金も含む。

(神戸市港湾局資料〉

作業時間 |書留24|金 額
基木料金

時間 千円 千円
439.5 13 

687.5 13 

1，610.5 15 

1，482.0 15 

1，348.5 15 

1，529.5 15 

1，489.0 17 

1，667.5 17 

1，654.0 17 

469.5 17 

947.0 16 

141. 5 16 

429.5 14 

1，637.5 10 

1，535.5 9 

476.0 11 

281. 5 11 

6.0 13 

市 30，514
民 308，000

17，832.0 ※ 338，514 

神戸港に関し第1表に掲げた総べての項目につき第2表各項目の算定方法

に準じて各収入額を推算し、これを総括した結果が第3表である。 第3表に

掲けYこ数字は、各項目において重複することのないように整理してあるため、

例えば管理者収入であっても、引船料、浮標・岸壁使用料、船舶給水料、上

4 -



2. 船内荷役料 (2，688，871千円〉
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3. 海上起重機使用料 (484，191千円〉

寄事I1海事工業所、J11 ~崎重工、 新三菱神戸造船所、 押木海事工業、上組以上 5 社資料

古巨 力 |形 式|酬時間| 11立 イ面 額

11寺閥 千円 千円
15トン吊 1iA 回 式 415 最初Jの11時間まで 12 4，980 

15 1/ 旋回府仰式 1，503 1/ 14 21，042 

20 1/ 府 イ印 式 1，487 1/ 14 20，818 

30 1/ 両 !周囲定 式 1，220 1/ 13 15，860 

35 1/ 1/ 1， 160 1/ 14 16，240 

40 1/ 11 2，006 1/ 15 30，090 

45 1/ 1/ 1， 185 1/ 15 17，775 

50 1/ 1/ 1，255 1/ 24 30，120 

50 1/ 11 1，050 1/ 20 21，000 

60 1/ 旋回府仰式 1，910 1/ 27 51，570 

70 1/ 両脚固定式 1， 130 1/ 24 27，120 

200 II 府 イfn 式 785 II 67 52，595 

250 II 雨脚回定式 1， 143 ノY 67 76，581 

480 II II 820 I1 120 98，400 

A 
口

※ 金額は基本料金のみ。

屋使用料などはそれぞれの分類項目に入れ、従って管理者収入の中には含ま

れていなし、。これらを湾整した数字については更に後に記して解説すること

とする。

名古屋港についての調査も神戸港と殆ど同じ方法を以ってこれを行い、そ

の結果を総括したものが第4表である。更に、横浜港については前述のよう

に調査方法が異り、かつ一部分調査未了のものもあるので、ここに掲げる数

量は暫定であることを附記する。

- 6 ー



第 3表 神戸港における直接利益 総括表 (単位 .千円〉

船舶巡航凶係 船内荷役関係 ! 1~ 守3 関 係 凪・市 ・検査協会 ・その他

No. 事i 目 金額!No|抗 日|金額尚|抗 IJ I企 描i11 No.' lJi 日|企 暫1No.' 現 日 金 額

入〈出)i!!i 16 鉛内荷 役料 12，820 (，:j 役 !通運 国及び倹進協会

1水先料 287，738 は L け回 i曹料 40税関収入 8，.167， 455 

2 引船料 338，51" 181 jjz :lo!:料 197，4371126 沿 jj~ 荷 役料 2，608，10 H 縦巡日収入 20，2'12 

3綱取料 58，708 jjz 数料 ，151，30 42 生糸検査所収入 19，281 

4、計 同，1，96Q
20鑑視只料 2回，333.128 検孟t 料 (181こ合む)， 43壁も当J宮ま受 57，699 

29 鑑定料 (19に合む):
けい留

21 初出料 68，，130il 30 向 iu 料 72，525 <l4 輸出品倹査所収入 5，901 

‘" 

4 浮標 ・ ;~~堕使m料
22 船内大 工!f， 1 96，.700:1 31 神作 戸Ji，1業頭サイ料ロ:1 45 倹疫所収入 3，792 

5通船料 H2.，15i 
23 船内掃除料 273，720:1 32 袋 aN作業料 46 入国管理事!d所収入 4，7鈍

6 鉛;，(1給水料 88，091 
33 筏作業料 65， 47 工業品検査協会収入 124，707 

7 食料品代 1，740，OOC 
2.1 泌上起III機使用料 484， 

S 洗溜 ftその他 980，凹自 小 E十 5，699，169 小 計臥703，882

9 船内消諜料 1，879，4凹 保管 叶1

10 鉛J'< 購入料 2，874，714 3.1 :fr Nl保管料 48 管理者収入 398，780 

小計
35 通tr倉庫荷役料

〈在F様、岸壁、引船、給水を除<)
36 i'()議 11

絵 そり他

11 船舶・j;l堕屯話料 小 計 3，993， 
厚生指段使用料 22，569 

ロ船舶動静通話料 7， 通関

13鉛匁料 51， 通関手数料 1，274， 合 計ド9，125，231

14 船舶修理代 7，43，1，512 

子二J15燃料代 7，臼7，98
健

d、 .t15，257，987 z 1<Jo手数約
，ィH、 写刷. 23，817，5叩 合 針 114，721



第 4表 名古屋港におる直接利益 総 括表 (単位 ;千円〉

船舶巡航関 船内荷役関係 貨物 関 係 官公庁関係

金帯1， 金税 金額 金額

入叩港 16 船内荷役料 1- l l的 役 1'1 
1 <ん燕作業料 叫 960 国

50税関 3，668，12'1

51 1 i程運局 2，3珂

3 綱取料 19倹査料 8，913!27線数料 200，.157 
油関

52 繊維製品検査 所 17，81J 

。。

小 倉す
初 監 1lI. J~ 1呼 忽，71312811禽股終 155野 711

，15 通関手髭狗“乱6何
53 静岡輸出検査所 354 

11

29 検 査 料 20に古む
46 乙仲手致料 712.080

54倹疫所 1，82-
i 
1
引荷直斜 初判 直斜 ー 小 計fl.日 55 入国管理事務所 一

4 浮際 ・ jÎ~i:'~使用料 56，72-'11 22 船内大工 料 35，346
1
131 般物航定料率 10， 86'[[ ~畳 迎

56 工業品倹査所 15，467 

5 通船料 52， 料
| i
盟営 イロ 57 1 ~~波管理局 235 23 船内掃除 15，8041 32 サ ll，I，95.111 ，17 通運 ZJ~ 業運賃 77，38 

6 船舶 給水料 38 ， 13~1 l' 1 ニ s ーマ ラ
J
ッ

IJ
ク

11 33 コンベア使料 6，728
11 48 側線量i用料 3，18，1 小苦l'13，706，171 

7 食料 1111 代 820，00011 2.1 彬上起盤機(i!!Jfl料 5，52{! 3.1 災討;('I 栄料 ー
8 1 iil; 吊1 そ の他 7，920

11 l' 
---

1 1135 筏 作業料 381，，30 小 計 HO，57・ 管迎 μ

作
58管理者 263，2日
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f)A <17 
明

〈浮際 ・ }t~~ ・ ヲ i船

浮艇式起重機を除く〉

寄生 I'~ '1'1' 

合 計 3，969，43

1J船 舶 ・ )Î~~'t{iぷ料
38 タ

γ タ ク
I リーニング事キ ' 

12 1 "1総動静通話供

四叫
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I I I "-1ft W M 智:t予 2叫醐
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13 船 刻 料 16，99"il 1 1 " .'0 マーク刷その他 ー
1 4 船舶 修理 I~ 1 539，25911 1 1 1141 冷厳ftJoIl保管料 56，6.'5 
15 燃 料代 683，.'3'11 1 I 11 42 1 IJ辿 ir1011初1):料 953，570

小 官l'I 1，2'15， 3Hi! I j 11 43 冷蔵irJ'l1初役料 11，406 

合 計孔5九令 官十 2，013，2721 1 I1 合 計
1
8，6払 01 総 計 18，214，74



第 5表 横浜港における直接利益総括表〈要再調〉

I 船舶運航I~I係〔噴同不明〕ー…..11，921，338千円

E 貨物関係

1. はiしヤT 1，924千円

2. 船内荷役 1，910，804 11 

3. 沿岸荷役 170，500 11 

4. 通連事業 199 11 

5 自動車事業 1， 570， 992 11 

6. 倉庫及び上屋 1，262，565 11 

7 乙仲収入 4， 758， 000 11 

8. 袋詰作業 202，285 11 

9 燥蒸作業 56，284 11 

10. 引船、枚数 不明

合 計・・・-…- ・…...9，933，553千円

Eυ 
門
，
a
q
L
 
qo 

守
l
A係

所

側

査

設

入

関

局

検

施

収

運

糸

生

の

税

海

生

厚

国
可

i

n

L

n

J

E
即
日

51，262，394千円

14，036 11 

46，763 11 

4. 入国管理事務所 5，027 11 

5. 検疫所 3，667 11 

6. 輸出検査所 6，772 11 

合計 .........…....51，338，659千円

V 管理者収入

1. 桟橋 96，331千円

2. 浮傑 14，761 11 

3 物錫場 2，985 11 

4. !IlJ :fi'l 13， 027 11 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 

11. 

12 

13 

14. 

15. 

問r"J 27'1 11 

貯木場 1，099 11 

貯l実場 420 11 

土地 31，480 11 

事務所 2，355 11 

専用上屋 17，239 11 

一般上屋 85.272 11 

引 船 10， 378 11 

荷役噂用 1，083 ノ/

荷役一般 11，290 11 

船舶給水 86，115 11 
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16. ヨッ トハーパー使用料 341 I! 

合計....・H ・....・ H ・.....374，410千円

以上が一次報告の結果であるが、二次以下の調査は、先ず横浜港について

の同調査を神戸、名古屋港のそれと同一歩調のものとするための再調査と、

間接利益の調査分析である。いずれも近い将来これに着手し、今日報告した

調査に附加する筈で、ある。

第3、第七 第5表を観察することによ り種々の結論を求めることができ

るが、ζこにはそのーとして、園、管理者、民聞が各港湾にあって得ている

収入は如何なる割合になっているかを見ることとする。前述したよ うに、第

3、第4、第5表は項目の重複を避けるため、例えば神戸港における引船料

収入338，514干円の うちには管理者収入30，514千円が含まれており 、浮標 ・

岸壁使用料194，766千円のうち 180，122千円、船舶給水料88，091千円の金額

は管理者収入である。このような項目を調整して園、管理者、民開業者の分

類に引直して再計してその割合を見ると次の如き結果となる。

第 6表神戸・名古屋・横浜3港比較昭和37年度

1. 総 額

神戸港

名古屋港

横浜港

2. 国の収入

神 戸港

名古屋港

横浜港

3. 管理者収入

事11 戸浴

名古屋港

布yl 浜港

民間収入

11) 船舶IY;I係収入

神 戸港

名古屋港

:J1t'i浜 r)jf

722 

182 

772 (仮〉

287 (関 285)

38 ( /1 36) 

513 ( /1 388) 

7 

5 

4 

238 

36 

119 
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0.5 
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(2) 船内荷役収入

神 戸港 45 6.2 

名古屋港 20 11. 1 

横 浜港 19 2.5 

(3) 貨物関係収入

神 戸港 1<17 20.4 

名古屋港 86 47.4 

横浜港 117 (仮〉 15.1 

第6表によると、神戸港では国の収入が、39.8%、管理者収入1.0%、民

間収入59.7%となり、 名古屋港では国の収入21.0% (関税が極めて少しつ、

管理者収入2.9%、民間収入78.1%(最も多い〉、横浜港(資料に不備がある

が〉では国の収入66.5% (最も多い。これは民間収入の過少見積による〉、管

理者収入0.5%、民間収入33.0%となる。

資料不備のため決定的な断を下すことはできないけれども、全体を通じて

いえることは、港湾経済活動で、最も多くの収入を得ている者は民開業者であ

り、次には国である。 管理者は極めて少い収入しか得ていないということで

ある。民間収入の多いことは当然であるとしても、国が港湾においてかくも

大きな収入を得ているということは驚異で、あって、各港の管理者がその財政

面で常に赤字で悩んでいる事実に照して、これは固としても一考を要するこ

モではないかと思う。
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港湾経営の「理念Jと問題性

1. l;iしがき

目次

l. はしがき

2. 港湾経営の問題意、識

北 見俊郎
(関東学|集大年:)

3 港湾経営の「理念」について

4. 港湾経営の基本的問題点

わが国の港湾問題における焦点の一つは、港湾の経済 ・社会的性格を聞い、

そのあり方を検討をしてゆわねばならない段階に来ていることを示している。

その意味では、港湾の建設 ・整備の問題以上に、今後、わが国の港湾が経済

的 ・社会的に再編成されるべき時期をむかえつつある といえよ う。戦後にお

けるわが国の経済 ・社会がそうであるように、港湾も民主化と近代化を支柱

にして、国民経済の中における正しい位置づけが要求されている。

しかし、港湾におけるこの時代的要求に応え、真に港湾を民主化し、 近代

化するためにどうしても考えておかねばならぬ問題に 「港湾経営Jをどのよ

うにしてゆくかという ことがある。これは港湾管理、行政の問題ともからむ

大きな問題でもある。しかも、この問題はそれだけに、かたてまに考えられ

るべきことで、はない。この小論はそのような意味から、港湾経営についての

ごく基木点のみを概要的にふれ、一つの問題提起を試みようとするにと どま

る。 したがって、これはいす4れ稿を改めると共に基礎概念のきめこまかし、う

らずけをされ直されるべき性質のものである。

2. 港湾経営の問題意識 ・

わが国の港湾は、経済発展にしめるその役割が再認識されるにおよび、そ
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の建設や整備と共に、経営、管理、行政の諸問題が大きくとりあげられ今後

の主要課題になりつつある。国民経済の高度成長政築の中で、港湾建設はき

わめて急テンポに進められてきたが、造成された港湾、施設等をどのように

運営してゆくかという新たな段階をむかえている。その背景には、外国貿易

に高い依存度をしめるわが国経済が、港湾をして貿易政策の重要な一環とな

し、いかに国民経済における流通過程の合理化に参書IJせしめょうかとするも

のがある。(1)

さらに、現在おきあがっている港湾の諸問題、例えば港湾労働法の制定な

らびに実施にともなう諸問題、港湾運送事業法の改正問題、ターミナノレオベ

レーター問題、港湾事業団の設置問題等は、いづれも形の上では法制化にと

もなう港湾利用の再編成をねらったものであると思われるが、この根底にあ

るものは、港湾利用の際の港湾管理、行政をどのように制度化してゆくかと

いうことが横たーわっている。しかも、この場合、港湾の管理、行政の体制変

化が、現実的にはいすごれも港湾投資事情、管理と財政事情、使用料金事情等

が港湾の効率的利用化とむすびついてきている。例えば港湾事業団の設置構

想、のうち「事業団設置の必要性J (運輸省港湾局資料〉によれば、 「新港湾

整備五箇年計画に基づく主要外航定船ふ頭の整備に当っては、国及び港湾信:

理者の財政負担の桜1大は不可避であり、これに対する為には、新たな長期低

利の財政資金を導入する必要がある。また主要外航定期船ふ頭の整備にあわ

せてその効率的使用を確保することが特に必要となってくる。」 とされてい

る。∞ここで・は、そのような港湾事業団の設置可否の問題にふれるものでは

なしむしろ経済発展にともなう港湾管理、行政的問題が「港湾経営Jとい

う経済的問題を基盤にし、その経済の合理性が管理や行政に先行している事

実を港湾の場合改めて認識すべきである。

このような港湾の管理、行政問題に対して、今さらに経済的な合理性を問

いかけねばならないということは、いかにもわが国港湾の特色であり、明治

以降の近代的港湾といわれるものが、きわめて強い国家との関係において発

展し、そこでは近代資木主義の経済的原則が行政という媒介物をともなって
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港湾に及んでいたととをものがたる。いわば、欧米における港湾の内的発展

とちがって、わが国の港湾、は、外的な、港湾を必要とする経済体制が、高度

に資本主義化しつつも、港湾の内的な経済体制がそれ以前にとどまっている。

この両者のギャップというものが、 経済成長にともなう港湾諸問題の基盤に

あることも考えられる。

ここにおいて、今後のわが国港湾問題にとって、港湾の管理、行政問題が

重要視されるのは、港湾の経営的基盤--港湾の内的発展と資本主義経済化

二二をどのように形成せしめてゆくかにある。従来わが国港湾は、いわば国

家との強いつながりの中で、管理が保たれるような体制にり、地方自治体を

母体とする港湾管理者に移行しつつも、管理の実態は必ずしも管理者に属し

てはいない。むしろ現実には港湾管理のために地方財政の圧迫を感す.るよう

な傾向をもち、今後益々管理のための経済的基盤を関われると共に、従来の

国の管理行政というかかわり合いの中であるべき港湾の近代化の姿が深く求

められなければならない段階をむかえている。こうした中で、公共港湾にお

けるふ頭経営上、パースの優先利用方式や、専用利用方式が問題視され、ま

た一方においては、港湾への企業会計方式の導入、独立採算制の採用などが、

欧米先進諸港の例からも検討を加えられつつある次第である。

以上のような概状の中で、ともあれわれわれは、そのような具体的問題を

論ずる前に、きわめて基木的な「港湾における経営」の概念なり、 「理念」

といった点のみをとりあげて考えてみたいと思う。管理や行政の基盤にある

経済性が、以上の諸問題にも示されるようにあらわになっている現段階にお

いて、経済性の原則による「経営」が港湾に貫徹されないかぎり、 管理や行

政における近代化も仮空なものになってしまう恐れがある。

注

(1) 国民経済も しくは、 わが国経済政策の中における港湾の役割については、拙稿

「経済発展における港湾の役割と問題点J (日本経済政策学会編 『日本経済の

構造変化』動車書房、1965年〉 参照。

(的運輸省港湾局資料「定期船埠頭事業団(仮称〕の構想についてJ (昭和40年 7
月〉。
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3. 港湾経営の「理念」について

さしあたり、港湾における経営の概念的な基礎づけを試みてみたいと思う。

この概念的な基礎づけのために「理念」という用語が必ずしも適当であると

は思えないが、言葉のもつ原義を検討しつつ、若干の分析を試みる必要があ

る。語源的に考えられる「理念」の「理」が、理性で想像する目的意識をふ

くみ、論理的な筋道をもつものであるのに対し、 「念Jにおいては、むしろ

(an idea)、や (dieIdee)に表現される意味内容をもっている。いずれに

しても、この両者の意味内容が、経済学においては政策にかかわる一つの

「理念型J (der Idealtypus)の問題と共通するものがある。このような根

本的な概念規定を社会科学が行なおうとする場合、それは多かれ少なかれ、

背後には政策論における「理論と実践の問題」があるとせねばならない。周

知のように、この問題を提起したM. ウエーバー (MaxWeber)が現実の

(Sein)と今後の (Sollen)の問題を提出することによって、文化科学を自

然科学から区別するための何よりもの方法としている。(1) ここでは、この問

題一= 理論と実践二二が、 「価値判断Jr価値理念」などの主体的な条件を
ふくむので、港湾経営の基本的概念を問題にする場合でも、当然そのかげに

は港湾全体の政策の場と何らかの関連があることになる。港湾がきわめて国

民経済の中に大きな役割をもっているか寄り、以上のことは容易に理解され

るところでもある。

また一方、わが国資本主義の発展の中で、 「経営理念」の展開がどのよう

になされているかについても、「港湾経営」を問題にする場合に検討をしてお

く必要もある。この点について、土屋喬雄教授は、わが国における新経営理

念が実践綱領となることを期待し、 「白木的風土における経営哲学」の確立

と、それが「平和主義とヒユマニズムを統合したものをパックボーンとして

確立されなければ、前向きの役割を果すものとは、決してなり得ない」∞と

されている。さらに土屋教授は、M.ウエーバーとW.ゾンパンルト (Werner

Sombart)による「資本主義精神」の問題も、単に「ヨーロッパ的風土にお



ける経営哲学」において逆に再検討されるべき点を指摘されている。さらに

M.ウェパーとw.ゾンバル トにおける資本家精神の比較検討を行い、一つの

問題提起をされている。このような前提の上で、土屋教授は、わが国におけ

る資本主義発展の過程の中で、日本的な経済政策二二富国強兵、殖産興業=

=に秘められる資本家精神に及び、 「企業経営により利潤を追求し、資本増

殖をはかることは、祖国日本の国富を増進し、国家・社会の発展に貢献する

ための一手段だとの意識もあったので、ある。J(3)とされる。

以上のような近代資木主義経済の育成のための、殖産興業政策の|時期が終

る頃(明治27、28年〉以降から日中戦争の時期以前(昭和10年頃〉までは、

日本資本主義が大体において自由放任・自由競争を基木とする社会があった

とされる。したがってこの時代には、 A.スミス (Adam Smith)的な「予

定調和説」が多くの資木家的経営者に受け入れられていたことになる。こう

した時代の経営者中の多くの人々の意識は、 「ウェパーやゾムパノレ トらによ

って『資本主義精神Jとして説明されたものに類似しているといい得るかも

知れない。JCのしかし厳密な意味では、 「ウエーバーやゾムバルトらは 『自己

目的』と して利潤追求・資本増殖をなすものだとし、より上位の目的のため

にする意識はないとする。これに反してアダム・スミスらの見解は、-

窮極目的として 『公益』を念頭においているが『公益』の増進という目的を

とくに意識しなくても、私利追求に専心する行為は、結果として「公益Jの

増進をもたらすというのであるから、両者の聞に差異あることは否定し得な

い。Jrしかし、 右のごとき『公益』を忘れ去ったような精神をもって、こう

した段階における経営者すべての精神、あるいは支配的精神とすることはで

きない。」とし、「自由放任主義がいまだ支配した時{ーにで‘あったとしても、人

道主義的精神をもっ経営者の中に、資本主義のそのような暗黒直lに良心の悩

みを感じ、懐疑的となり、その修正や改良に心を砕いた人々が現われたとし

ても、不思議はないわけである。と。

さて、第一次世界大戦後(大正 9年〉の恐慌につぐ慢性的不況、金融恐慌、

の中で、 「資本家的経営者の中には、この問、社会問題に関心を深めた人々
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が少なくなかったことは否定できない。」満州事変以降、統制理念も強くな

り、昭和12年、日中戦争より敗戦までの戦時統制が急速に強化され、 「公益

優先」のスロ ーガンがかかげられてくる。 この過程の中では、 「思うに，r公

益優先』が唱えられたことは、資本主義的自由主義・理念に対する批判の精

神がおこったことを物語るものである。そしてこれは戦時統制理念の中に吸

収された形となったが、元来『公益優先』の理念は、 戦時統制のみに特有の

ものではない。明治初年、 『富国強兵Jr殖産輿業』のスローガンの下に近

代資本主義の育成が盛んに行なわれた時代にも、 『国益優先』の理念があっ

た。また大正末年から昭和初頭にかけて産業合理化理念の中にも、経済の健

全な発展のため自由競争を抑え、協調を尊重すべしとする理念があった。JCめ

とされ、敗戦後においても 「彼らの資木主義制度に対する考察をいっそう深

からしめ…・・・・…ー・・『社会保証」や『完全雇傭』 や 『福祉国家Jの理念も唱

えられ『経営者の社会的責任の自覚と実践』や『経営者の良心』等々が真剣

に取り上げられつつある。」とされている。

きて、以上のような、わが国資本主義の展開の中で考えられる経営の 「資

本家精神」に対する土屋教授の見解については幾多の賛否両論がありうるで

あろう。われわれはここで、その可否についてふれる紙面もないので、一応

以上を背景にして、わが国における港湾政策の中で経営の (Idealtipus)が

ありえたかどうか、そしてまた、以上にふれたような『公益J理念と港湾が

どのような関係にありえたかをみるために先を急がねばならない。

わが国における湾湾の形成は、明治初年以降、急速な資本主義の確立のた

めに必須とされた「近代的交通業の形成」の一環としてとりあ げられた。

しかし近代的交通業の形成のためには、一方において早急な産業革命と資本

蓄積が必要であった。しかし後進的なわが国にあっては、一般的に資本の蓄

積は未熟であり、資本動員の機構は整備されず、技術的にも、 私的資本のの

り出す可能性はなかった。したがって当然国家が、白からZ責極的な態度をも

ってあたるという交通業形成の一般性は、港湾の場合最も典型的な例として

考えられるものである。(6)
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1870年(明治3年〉代からはじめられた港湾計画、調査、築港等は、いづ

れも明治初年の国家機関としての地方県知事が当り、一部は税関施設と して

大蔵省が工事を施行したりしている。(7)1918年(大正7年〉以降は内務省、

さらに1943年(昭和18年〉以降は運輸省にひきつがれている。すでにふれた

ように、わが国の産業資本の確立は日清戦争以降徐々にみられ、とくに機械

製造部門の軍需への依存がふかめられてきている。中でも造船、車繭関係の

発展が鉄道と海運事情の飛躍的な発展をよび、一方では、外国貿易は1890年

(明治23年〉から1900年 (明治33年〉の聞に貿易総額においては3.5倍に増

進している。とくに戦争を契機とする急増は1868年(明治元年〉からすると

約20倍近いものがある。

こうした資本主義の確立期における貿易と交通の発展は、当然港湾整備を

急務とし、港湾調査の早期完了と、本格的な築湾工事の進行が相次いで行な

われた。日露戦争以降には、全国の鉄道国有化が果され、 一方における貿易

構造の変化、貿易量のより一層の増加の中で、地方港ー湾の展開、全国重要港

湾の選定、施設の増強、修築等がなされている。こうした傾向は、 さらに

1920年代における世界大戦の時期にはよりはっきり した形を示している。

以上の事情は、一方で交通資本が、近代化の道を歩みつつ、産業資本的性

格と自立の過程をもっているのに対して、港湾の場合は、国家の積極的な行

政的施策と、国家(もしくは地方公共団体〉の財政投資によっていた。した

がってここでは、港湾における資本の産業資本への転化がみられず、一方で

はきわめて零細な港運資本に、前近代的な構造を温存せしめた。 このように

して、港湾は近代資本主義的資木の確立がみられないままに現在におよんで

いる。

そのような戦前における港湾の形成事情は、わが国の資本主義の形態の中

から容易に見出されるものであり、資本主義の日本的な類型化の中で，港湾と

国家との関係は最もその特徴を示しているものとも考えられる。したがって、

資本主義がそうであったように、港湾もまた強度な中央集権的機構にうらづ

けられた国家的政策にもとづく港湾行政がきわめて大きな役割を果してきた。
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そのような歴史的事情は、 欧米湾湾に比較するまでもなしきわめて日木的

な性格をもつものであろことを今更に認識させられるところでもある。

以上にのベたような港湾の形成は、すで、にふれた Idealtipusや、 「資本

家精将リ、または「経営理念」等という ものと、どのような関係があるのかと

いうことを考える ことを求めている。

まず、わが国における港湾政策は、すでに明らかなように国家のもつ政策

の中に完全にふくめられ、したがって政策遂行の支点は行政にあったことが

確認されたわけで、ある。そのため国家のもつ港湾、政策においては、一方では

港湾経済にかかわる理論体系もなく 、科学における「理論と実践」の前提が

もち得なかったといえる。さらにそのことは資本主義的経済性を原則とする

「経営概念」もなく 、またこ こには 「資本家精利リの場もなかったことは当

然である。そこで、は、富国強兵策に即応する港湾計画や整備でありえたわけ

でもある。ただ港湾、資木の確立が「資本家精神」との関係でややみられたも

のは、弱少にして前近代的な「港運資本Jでもあったわけで-あるが、ここに

おける「資本主義精神」がありえたか、どうかについては大きな疑問すら残

されるところであろう。 I港連企業」そのものが、制度的にも国家の行政指

導や指揮監督のもとにすすめられた範囲においては、スミス的な「公益」理

念が確立されるまでにはゆかず、絶対主義的な権力構内におけるウエーパー

もしくはゾンパノレト的な 「自己目的」があるにすぎなかったとも考えられる。

「港運企業」においては、港湾、そのものが 「公共性」という概念をもってい

るものの、これはスミ ス的「公益」と性格を具にするすのであるととも指摘

しておかねはならない。

とのようにやや変形された内容において個々の 「港運企業」に「経営的理

念」があったとしても、資本主義における 「交通部門」 としての港湾には、

一般交通業のような産業資本の近代的転化が計られなかっただけに、こそく

的な経営が各港運企業内にあったのにとどまる。したがって、明治から、大

正 ・昭和にいたる資木主義の発展の中で、さきにみたような資木家的経営に

おける「公益優先」のスローガγはある意味でも無用でもあり、前提でもあ
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り得た。戦時統制における港運企業の 「ー港一社」はもっともその辺の事情

を雄弁に物語るわけでもある。個々の「港運企業jに私的利潤の追求があっ

ても、そこでは、私的利潤追求の社会的影響もミ・ゼラフソレな港湾労働力に

対してであり、他は港湾における交通用役の生産は、まさしく「国益優先」

でもありえた。このことは、港湾全体の問題としてもいえることで、改まる

必要もない程であろう。

注

(1) Max Weber “Die Objektivitat Sozialwissenshaftlicher und Sozial Polit-

isher Erkenntnis" 1904. 

(2) 土屋喬雄箸 「日本経蛍理念史J (1:1本経済新聞社発行〉昭和39年、 (P.P.4-6) 

尚この点については「一国の社会経済社会なり、その中にある国情や歴史、伝

統、風土、当該国民のものの考え方の荘l異等、そのおかれた社会情況や発展段

階を異にする。その意味で、わが国の企業経営体…………経営学のみならず…

..如何なる科学の一般理論でも・・・…ー…・わが国の特質を無視することはで

きない・………・J(1上|回一郎著「経営管理論J(世界書院発行〉昭和35年 p.20. 

参照。

(3) 土屋喬雄著「同上Jp.72 

また、土屋教授は上告において、ウエーバーの見解とゾンパノレトのそれとの共

通点を、資木主義の発展段階に分け、各段階での「資本家的経営者の精神を一

色に塗りつぶし、 あるいは一つの型にはめ込んで考える点Jの誤りをみとめ、

いずれの段階でも二つ以上の類型を認めなければ正しい把提でないとされてい

る。さらにウエーバーの資本主義精神の発展過程の三つの段階別把握をあげ次

のような見解をのべられる。

1. 賎民資木主義 (Paria-Kapitalismus)これについては、ヨーロツパの場合

はともかく、江戸時代商人については、この見解は妥当せず、ウエーバ一説

をそのまた江戸時代の商人精神にあてはめるのを誤りとする。

2. 産業資本主義成立期の精神

いわゆるウエーパー的なプロテスタンチズムは、1:1木については当てはめえ

ず、 「江戸時代の商業資木家も、立派な道徳的理念を持ち、産業資木家がは

じめてそのような理念を持ったと考えることは妥当を欠く。」とされる。

3. ゾンパノレトの「資本主義精神」との関連については、

(1) 早期資本主義 (Fruh-Kapitalismus)の段階の精神、

この点については土屋教授は、 「商業資本家の精神は、何らかの人間的目

的、たとえば老後の安楽、子孫の卒福といった目的を達するための手段と

して、利潤追求・ 資木増殖に努刀する精神だ、とする。J しかし、それだ

けではなく 、当時の商人のなかにも「利潤追求・資木増殖を最高 ・至上の

目的、すなわち『自己目的』として為し、しかも手段を選ばないような料
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布11をもっ者もいた。」とされる。

(2) 高度資木主義 (Hoch-Kapitalsmus)

ここにおける資本家的経営者の精神は、ゾンパノレトが、 「自己目的」を最

高目的として、利潤追求 ・ 資本明殖をなす~J~1j 1だと して 「一色に塗りつぶ

す」ことに土屋教授は反対される。したがって、ゾンパルトのように、も

しも今日の資木家的経営者のJ旨砕屈の料相11が、 「栄利至上主義であり、栄
利が最高 ・至上の『自己目的』であり、エゴイズムの何物でもないものだ

とすれば、ヒュマニズムに立脚するものとしか考えられない社会保障なり

福祉国家なりの理念が現代の資本主義国の指導理念となり得るはずはない

のである。」とされている。 (p.p .6~9 . およびp.24. 94以降参照〉

住) 向上、p.73

(5) 向上、p.75

(6) :tlil著「国民経済と港約J (日本港湾協会発行)1958、 (第2=，主『国民経済の発
展と港湾の形成~ p.11以降〕参照。

(7) 詳細についてはt:Ji箸「同上J(近代的港湾の形成す川下Dp.18以降、及び運輸省
港湾局 irl木港許可修築史」参照。

4. 港湾経営の基本的問題点

1950年(昭和25年〉における「港湾法」の施行は、 当時のわが国の港湾に

あってはかなり劃期的なものであったと考えられる。これは周知のように

「港ー務局」の設立を企図したものであり、地方自治問を主体とする港湾管理者

による港占湾管理を意味したものであった。(1) しかし、現実には、乙の「港湾

法」は幾多の改正すべきJ誌を現在もっており、港湾法の精神が、どの程度実

施されているかについては疑わしい点も多い。しかし、この「港湾法」の精

神にもられたものは、戦後におけるわが国地方分権制度や、経済の民主化に

VDしうる要素をもおびていることはたしかである。

とくに港湾は地域的な特色が強く 、実際の管五vについては、各港湾管理者

がその実情を知る立場にあるわけで、港湾をもっ白治体の政策に港湾のもつ

役割が大きい関係上、それなりにH寺代的要請に応えうる構想をもっていたと

考えられる。 しかしながら、現実に港務局の設立は新居浜ー港にとどまり、

港湾管理が一部事務組織によるもの、港地方自治体によるもの4港、地方自

治体によるもの89港で、地方自治体による港湾管理も、多くは管'理の主体性
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がもてず、本来の港湾管理権の確立はないとみてよい状態である。この港湾、

管理権の確立がない点は、管理権の実体となる 「経営的基盤Jを「港湾法」

はおとしており、実際に各港湾管理者においても「経営的条件」をそなえて

いないことからも説明される。とくに伝統的な港湾行政の機構と権限が戦後

においても変るところが少く 、そのような上に制定された港湾法であってみ

れば、港湾法における港務局の性格もうかがし、知りうる ことができる。

改まるまでもなく 、この場合「経営J CManagement， Betriebs Wirts-

chaft)はBusinessUnitを対象にし、独立の経営組織、生産活動を目的と

し、 経済性原則に従う もの等の性格をもっているものである。(2)欧米におけ

る「浴湾経営」は若干の差異があっても、ほぼこの実体を備えうる内容をも

っている。しかしわが国にあっては、独立の経済組織としての資本主義経済

における自由活動と、組織の意志がもちうるものでないことは前節において

切らかでもある。さらに、その単独経済組織が港湾の場合(流通過程におけ

る交通事業として〉生産活動を行い、手IJ潤をうける体制が全体的に確立して

いなし、。したがって、経済性原則という経済の「出入価値」関係(費用及び

収益の嗣係)は、港湾全体に見られていなし、。

以上の BusinessUnitは資木主義的経済生活においては、片方に財産所

有関係を示すものであり、この関係者は個人であるのが原則である。しかも

この個人が、国家、地方自治体に属す公共的企業であっても経済生活にあっ

ては一般私人と同一である。しかも BusinessUnitの目的は 「利潤」にあ

り、企業は手段に属すとされている。いわゆるこのような現代的な「経営」

の概念との関係で、港湾を考察しなおした時、それらの各条件が充実しては

じめて木格的な管'理が実現しうることも考えられる。ただ現実には、わが国

にあっては、港湾における「公共性」の概念が、きわめてあいまいなままに、

港湾管理の雑用的なもののみが各港湾管理者にゆだねられ、依然として実質

的管理は国家による港湾行政を媒介にしている。したがって前節においての

べたように、わが国の港湾には、本来的な 「経営J概念はなく 、またそれに

よる木来的な「管理」も見られていないことになる。したがって一般的に用
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いられる「港湾運営」もしくは「港湾運用」とする行政用語に依存せざるを

得なくなるわけでもあろう。 したがって 2節においてのべたような、港湾管

理の財政的逼迫とともに、ふ頭の優先制、専用制問題がおきあがり、使用料

体系を検討したり、独立採算制、企業会計方式の導入、採用を必然、的に考え

なければ港湾の運営をすすめることが不可能な状態となってきたのは、わが

国港湾の運営 ・管理の限界が、経済発展によって露呈されたことを示すもの

である。現行港湾法の改正すべき基本点と、有効限界点、もここにあるわけで

あろう。

すなわち、わが国特有の「港湾運営」は、戦前における資本主義体制の中

で形成され、その使命を果してきたものであるとするならば、戦後のわが国

経済なり、資本主義の性絡の変化が、当然、基本的に新しい港湾の社会的存

在を位置づけてゆかねばならないことになる。そのものが、欧米諸港におけ

る「ポートオーソリティー」であるかどうかはしばしの検討を必要とする。

が、それこそ、日本における「風土的な経営哲学」の形成と相まって、どの

ような「資木家精神」が生れてくるるのかもわからないし、この面で、の問題

も大きく残されるというものである。 しかしながら、われわれは、港湾をそ

のような一般産業における企業と同一視したり、港湾内部の資本主義化に腐

心するものでないのは当然である。問題はいつも前提であるところの港湾の

近代化について考える時には、資本主義的経済性の原則を無視し得ないこと

と、それにしたがうところの 「港湾経営」の理念を根本的に考える必要があ

るのではないだろうかとする一つの問題提起にすぎない。今後においても、

とくに港湾建設にかかわる資本投資は国家資本に依存しなくてはならない。

しかし、そのことが、港湾の管理形態をして、わが国特有のものにしておく

ことの必然性にはならない。ま してや「港湾経営」の理念を今後のわが国経

済の発展と港湾の近代化のために、根木的に考えてゆかねばならないという

ことを否定できるものではないであろう。

注

(1) Iこの法律は、港湾管理者の設立による港湾の開発、幸1)用及び管理の方法を定

-23-



める ことを目的とするJ (港湾法、第一章、第一条〉昭和25年5月311:1、法律

第218号。

「現に当該港湾、において港湾の施設を管理する地方公共団体、従来当該港湾に

おいて港湾の施設の設置若しくは維持管理の費用を負担した地方公共団体また

は予定港湾区成を地先水面とする地J或を区域とする地方公共団体は、単独で叉

は共同して定款を定め、港務局を設立するかとがある。J(昭26、法196木項改

正〉

(2) この場合、少なくも「経営」をとりあげる方法としては「資本主義制度の下で¥

その剰余価値法則の貫徹に奉仕する利潤学 (profitslehre) として生成発展し

められてきたJ (山田一郎著『経営管理論』前出、p.p.9~11参照〉いわゆる
技術論 (Kunstlehre)的経営学ではなし したがって港湾経営の問題意識も 2

節にふれたように科学としての体系化と論理化の場にたつこ とは勿論である。
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はしがき

港湾機能の地域的問題点

今野修平

(東京都港湾局〉

港湾とは船舶ならびに航空機が出入碇繋する地域における水 ・陸 ・空運の

ための通路利用の提供、ならびに人および貨物の水 ・陸・空運連絡役務の提

供が行なわれる交通機関である(l)という定義に従えば、港湾は明らかに物的

流通活動 (PhysicalDistribution)(2)の行なわれる経済地域であるといえる

から、当然経済地理的観点よりすれば、港湾とは地域経済活動と密接な関連

を有する一種の機能地域であるともいえ、その機能とは当然港湾の定義に従

うところの機能、つまり港湾機能(わであることはいうまでもない。この様に

考えると港湾の地域的範囲は、拡張計画に基ずく地域的拡大や、港湾の周辺

地域の地域的経済構造の変化、輸送手段の変化等を反映して、極めて動態的

であり 、しかもその定量的把握は難かしい場合が多かったことも手伝って、

現在までほとんど切らかにされず、それに附随する問題についても概念的抽

象的に論じられてきたきらいがある。特にこのような問題は施設的にも船種

的にも多種多様であり 、しかも背後の運河 ・河川網と結びついている東京港

の場合は、我聞における他の港湾に類例をみない程複雑な港湾となっており、

港湾の地域的範囲とそれに附随する問題を内在している典型的な港湾である

といい得る。

そこで木稿では東京港を例として、経済活動の場である港湾の地域的範囲

の究明を行ない、そこに介在する問題を整理して、 港湾の木質について考え

ていくことへの一助とするのを目的としている。

1. 東京港の発展過程

東京に港湾機能が芽生えたのは大田道漉による江戸築城期に求められ、長

一 25一



蔽元年(1457)といわれている。これは江戸湊と称せられているものである

が、これが本格化したのはやはり徳川家康の江戸入府 (1590))以来である

とされている。徳川|家康による江戸の市街地建設¢一部として、道三堀 ・小

名木川が閉さくされ、さらに浜UlJーから日比谷の入江を埋立てて、慶長17年

(1612)南八丁堀 ・三十閥抗l!の両水路が整備され、江戸湊は大巾に改築され

て第二期を迎える。 これによると白木橋川 ・楓川筋を内港とし、芝浦から両

国周辺までを外港としたと記されているが、はやくもこの時期において運河

.河川筋の開発と利用が行なわれていたのが注目される。

その後明暦の大火 (1657)と、その復興事業は隅田川左岸の開発を中心に

進められ、江戸湊も日木橋 ・京橋 ・箱崎 ・神田 ・亀島の各川l筋(隅田川右岸〉

を食料 ・雑貨取扱地区とし、小名木川|・堅川・ 源森川・ 大横川・十間川の各

川筋(隅田川左岸)を木材 ・土石等のパラ荷取扱地区として、江戸湊内部に

おける地域特性を明らかにして、新しい形態として再生したが、これはまた

運河 ・河川l筋の利用がますます拡大され、運河 ・河川筋の港湾としての利用

という形態で港湾が発展していったことを物語っている。

その後幕末の開国 ・産業革命に伴なう帆船から汽船への変遷 ・鉄道の敷設

等による港湾の立地条件の大巾な変化と、江戸幕府および明治政府の港湾政

策も手伝って、江戸湊は船舶の汽船化・ 大型化に適応出来ない港湾と して、完

全に従来の性格を変えていった。すなわち、開国に伴なって横浜港は、新し

い時代に即応した港湾の建設がなされ、帆船が汽船に転移すると共に、東京

湾内での主港湾は、江戸湊から.JlVi浜港へと移動していった。一方l帆船時代に

築かれた東京の港湾機能は新しい時代の海運に適応、しない港湾と化したにも

かかわらず、消滅することなく、横浜港からのはしけを受入れることになっ

て、帆船時代における港湾の性格を大きく変えて、はしけ回漕港として、い

わば河川港的性格の港湾として、海上輸送の二次的港湾となって従来の港湾

機能が再生したのである。

かくして東京港の発展史上第4のl時期を迎えることになるが、この時期に

おいて一部から築港計画が種々の形で提出されることになり 、刊新しい息吹

-26一



きを感じさせもするが、いずれも日の目をみないままに、僅かに隅田川改良

工事(5)が東京市により細々と続けられていた。 一方早くもはしけに依存する

工場が江東の運河筋に立地し、(6)運河・河川|筋に工業港的機能も芽生えてい

った。

しかし大正12年(1923)関東大震災の発生は東京の大部分を焦土と化し、

これによる陸上交通施設の壊滅的被害により 、船舶による救援物資の緊急輸

送の必要が生じて、これが契機となって大正13年 (1924)本格的な港湾施設

の建設にとりかかり、日の出横橋・竹芝桟橋 ・芝浦岸壁の相つぐ完成をみて、

大型船の入港接岸が可能となり、東京港は新しい時期を迎えるに至った。か

くして昭和16年(1941)制限付開港をみて本格的港湾として生れ変ったが、

続く戦争 ・敗戦・占領軍による港湾施設の接収と、東京港の木格的経済活動

は短期間しか統かず、港湾の使用は僅かに泊地における沖荷役のみという状

態で、再びはしけに全面的に依存せざるを得なくなった。ここで注目すべき

ことは、戦前新しい港湾施設という東京港史上画期的な時期を迎えたにもか

かわらず、京浜運河構想が強く 打出されて、依然としてはしけ依存の考え方

が強く存在していたし、新しいl阜頭地帯の背後の運河筋には、早くもはしけ

に依存する倉庫・工場等の集積地域が形成せられていたの点で、あろう。しか

も江東の運河・河川|の利用は極めて盛んであった仰のである。

戦後東京港は晴海 ・豊洲両上阜頭を中心に開発が進められ、接収された港湾

施設も漸次返還されてきて、さらに建設計画は品川崎頭から昭和45年目標の

改訂港湾計画に移行するに従い、その規模と性格は木質的に変化してきたと

みて差支えない。すなわち、はしけを含む二次輸送の合理化を計画の基本方

針のーっとして打出して(9)、さらに他港に先駆けて専門時頭建設に熱意を示

していることは、新しい時代を迎えたものといってよいであろう。

以上のように東京港は幾多の変遷期を経て発展してきたが、明治以降は江

戸湊の港湾機能を母胎にして、一貫しては しけに依存して発展してきており 、

特に江戸時代以来の遺産である江東地区の運河 ・河川と、埋立の進行に伴な

う運河網の拡大という地理的条件も手伝って、複雑かつ広範囲な港湾機能地
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域の形成をみながら、現在の改訂港湾計画をむかえるに至ったとみる ことが

出来るが、このような発展の歴史的過程は、東京港の木質的特性に強く 影響

しているのは当然で、東京港の地域的範囲や性格の把握、さらにその問題点

の理解にも欠かせない事実であろう。

2. 東京における港湾機能の地域的分布

東京における港湾機能の地域的範闘を把握する場合、はしけによる貨物取

扱箇所の地域的分布より求めるのが最も妥当であると思われる。東京におけ

る港湾の発展過程が、施設的には運河 ・河川筋を中心に発展し、船種的には

しけに依存して発展してきたことは、比較的新しい木船の接岸施設に対して、

古くからのはしけによる貨物取扱箇所が、運河 ・河川筋に水際線を断続的に

利用して多数存在しており 、いずれも貨物の水 ・陸連絡役務の提供を行なっ

ているといえるから、明らかに港湾機能を有しているといえる。そのはしけ

による貨物取扱箇所の抽出が、港湾機能の地域的把握の一方法であることに

問題はないと思われる。その方法による抽出の結果、東京におけるはしけに

よる貨物取扱箇所の分布は、地域的に凝集傾向を示し、地域としての出握が

可能であり、しかもそれは隣接する背後地域と関係しあって、かなり特徴的

に把握出来ることが判った。(10)それを以下整理すると次の如くなる。

運河・河川筋の港湾機能の地域的分布

地 |玄 名 |主姿貨物形成 則 |主な施設 4的 考

永代桁・
Jfll 規模大淵小j451木川地区雑 貨切l治以降1守

2芝 地区新ti:・鉄 !i先 iiij 倉 周i 11 

3査官H・枝川地区鉄・石捌l !i先 後 倉庫 ・制]柚i所 規模大 ・一部木船出入

4千 {セ j也 区鉄・石首li Irx 1]1] 工場 ・臨水駅 その後臨水駅は機能喪

5旧中川沿岸 地区 鉄 !i免 111] 工 場 失

6隅回川上流地区石油 ・鉄戦後・一部戦前制|機T9f.工場 れ11機所は殆んどH“不日35

7南砂 11IJ J也区 鉄 年先 111] 工 場 年以後

このような地域的な分布と特性は、地理的には地域として取上げられ、特

にその性格からはしけ依存地域といえよ うが、港湾の立場よりみる時は港湾
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機能の地域的分布という ことが出来ょう。

一方戦前における運河・河川筋の交通路と しての利用形態(11) と比較して

みると、木所・深川地区におる中小運河および日本橋周辺の運河利用が表微

しているこ とがうかがえ、現在においてはこの地域で大巾な利用をされてい

るのは小名木川のみであるといっても過言ではない。これは戦後の急速なる

地盤沈下による橋桁の低下等がはしけの湖行を困難に してきていることと、

都市内部の地域構造の変化が大きく影響しているものと考えられるが、いず

れにせよ江戸湊以来の港湾機能地域の一部が衰微していることを物語ってい

る。これに対し戦後において発展が行なわれた主な地域は豊洲・枝川地区と

新河岸川を含む隅凹川上流音11であり、前者は芝浦地区、あるいは永代橋 ・小

名木川地区と同様、その時代における東京港の中心地域、つまり ここでは晴

海・豊洲の両陣頭地域に隣接して発展したものと思われるが、後者について

は戦前の木所・深川あるいは日本橋の中小運河の利用が障害を生じると共に、

必然的に東京における運河・ 河川筋の利用は、新規埋立地聞の運河および隅

回川筋へと変化した一つの典型例でないかと考えられるが、その性格は後の

章にゆずりたい。

いずれにしても戦後木船接岸施設の建設が本格化し、さらに中小運河が交

通路としての機能を喪失してきたことにより、東京における港湾機能の地域

的範聞は飛躍的に拡大し、現在最も上流へ測行するはしけは、はるか埼玉県

北足立郡大和町まで初!っていて、地域的にはかな りの大きさになっているの

である。

3. 東京における港湾の性格

東京港は昭和39年3，049万 トンの貨物を取扱ったが、その内、主な貨物は、

内貿の鋼材移入を主体とする金属類、湾内からの機付はしけによる石油製品

の移入を主とする油類、原木(南洋材〕輸入を主とする木材類、北海道炭を主

とする石炭類、鉱物類、その他等が大きな数値を示しているが、これを船種・

荷役 ・貨物の最終取扱箇所(施設〉等より東京港の港湾貨物の水・ 陸連絡形
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態には次の5形態を基本的に考えることが出来る。

船 種 荷役形態 最終取扱箇所

1. 東京港けい留本船 経岸荷役 場頭施設

2. 東京港けい留木船 はしけ荷役 運河・河川筋

3. 湾内他港けい留本船 はしけ荷役 I! I! 

4. 湾内臨水施設 はしけ輸送 I! /1 

5. 東京港内臨水施設 はしけ輸送 1/ I! 

1の形態については、明らかにいかなる種類の船舶の貨物でも、けい留し

た施設にて直接陸上への積卸しが可能であり、しかも海港である以上その施

設は海上航行用船舶の利用を第一義に考えてあるが、2以下の4形態の連絡

役務については、はしけのみが利用可能であり、 1の形態とは基木的に異な

る点が多い。

このことは単なる自然地理的な港湾の形状という類型化(12) ではなく 、輸

送形態 ・荷役形態・施設 ・経済性等根本的に港湾の性格が異なるものである

から、その意味からの類型化が必要であり、明らかに海または運河・河川等

の内水路に面して、そのための特性を有してはいるために、沿岸港 (または海

港〉・河口港・河港という立地点からの分類がある (13)が、 接岸荷役浴とはし

け荷役港(14) という分類がより妥当なものであるといえよう。ただし、この場

合の接岸荷港およびはしけ荷役港は、あくまで、本船対称港についての分類と

考えられるから、はしけだけしか入出港出来ない港湾と、本船の入出港を目

的とした港湾とを一率に取扱うよりは、むしろ対称船舶の相呉と目的的見地

から、ヌ1王船港(または大型船港〉 とはしけ港とに分けて考える必要があろう。

以上の様な分類によれば、東京港は明らかに本船接岸およびそれに阿随す

る施設よりなる本船港と、内水路のはしけ港の二つの性格を有しており、そ

れが地域的に相隣接しているといえる。前者の場合は施設規模が大きくなる

点からも、明らかに地域的範囲の把握は可能であるが、後者の場合はなお若

干の問題を残している。

すなわち、はしけによる水陸連絡形態に4形態を分類したが、その中で2
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および3のはしけ荷役の形態と 4および 5のはLけ輸送の形態を考える必要

がある。東京港の場合、 はしけ荷役を行なった貨物を、さらに他の本船接岸

施設へ輸送するという純粋の港運的性格の利用は意外に少なく 、(15)その主体

は接岸施設と内水路のはしけ港の聞の輸送であり、明らかに他港でみられる

一般的なはしけ荷役港と異なる性格を有していると考えられる。すなわち、

はしけ荷役港の場合は、本船が適合な埠頭へ接岸すれば解決するのに対し、

東京港の場合は、はしけ依存の倉庫 ・工場の立地を変えるか、陸上輸送への

転換がなければ、はしけ荷役が本質的に消滅しないという点があげられる。

このような性格はむしろ我国の他の港湾に類似性を求めるより、内水路の

利用が著しい欧米の河港に求める方がより近いのではなかろうか。

4および5の形態については、本船とは何らの関係もない純粋の輸送形態、

の一種であり、その比較対称は、 経岸荷役や木船けい留施設に求めるのでは

なく、むしろ自動車あるいは鉄道に求めるべきであるから、部運の一種とみ

る必要がある。

以上のように、 東京における内水路のはしけ港は、 東京における港湾の発

展の主役として今日に至り、 東京の本船港とも極めて密接な関係を有しなが

らも、 二つの性格を共有しており、しかも近年は本船との結びつきよりも、

湾内の臨海工業地との結びつきが強くなってきつつあり(16)、 その性格を変

えよう としてきている といえよう。

一方、以上のよ うな外面的性格よりの証明の他に、内面的性格からの証明

も行なう必要があろう。内水路のはしけ港の中で、その性格を最も特徴的に

持っているものに、隅田川上流部の石油の油槽所がある。元来内水路におけ

る貨物の取扱箇所は、公共企業体の管理する物揚場は極めて少なく、民間企

業の工場・倉庫または野積場の専用河岸となっており、これらが主体となっ

て港湾機能が形成されてきたといえる。その地域構造は、東京の都市構造を

反映して、 周辺部で工場・中心部で倉庫が立地しているのを原則としており、

機能的に商港的機能と工業港的機能に分けて考察することが出来る。その

意味で、商港的機能をJ守二つ地域としては、永代橋・小名木川地区と、芝浦地区
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があり、いずれも晴海・竹芝・日の出・芝浦の公共雑貨陣頭と至近距離の地

域であり、他には豊洲 ・枝川地区の一部に鉄鋼を主とする倉庫がある以外、

他の地域には例外的にしか認められず、ほとんどが工場の専用河岸で、貨物

の広範な流動機能を受持つには至らなかった。ところが昭和35年以降、隅田

川上流部に続々 と立地した石油の油槽所は、同様地点にーケ所進出したセメ

ントの基地と共に、明らかにその機能は配分基地であり、商港的機能の進出

であるといえるから、 従来みられなかった新しい傾向といえるが、同時に隅

回川上流という最も奥深くに立地したという点に大きな意義を認めざるを得

ない。工場立地の場合、木来的には湾外からの原材料供給によるから、本船

依存が基本形であり、その意味からは港頭立地企業であるのに対し、配分基

地の場合は、港頭から市場への経済的距離に立地因子を求めることが出来る

から、その意味で本来的な内水路利用といえるであろう。

最近立地した石油配分基地について、その一例を某社の油槽所を例にとる

と、その供給範囲を東京都区部の北半分、埼玉県南部とし、従来鶴見から直

接または熊谷の油槽所経由の供給体系であったものを、昭和39年から新体系

に切り替えることにより、陸送費の節減から、全輸送経費を従来の55.7%に

切下げることになり、利益率の低い石油版売において、大きな利益をあげる

事に成功した。

この社の場合でも判る通り、基木的には隅田川上流部への立地は、陸上輸

送との競合の上で成立するものであり、単なる本船港の港湾機能の地域的拡

大とはいし、難いのではなかろっか。このことは他の社の場合も、港頭地区に

沿l槽所を持ちながら、新たに上流音f5に油槽所を新設している例があることか

らも明らかに出来よう。

このような立地条件の基本的な差異は、油槽所からの供給圏にも表われて

くる。港頭の油槽所からの供給は、江東地区・都心地区を中心とする地域に

行なわれ、上流部からは城北地区・埼玉県南部地区を中心に供給されている。

特に港頭と上流部とに二ケ所以上の准|槽所を有する会社では、その地域的範

囲を明確に定めている。
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以上のように隅田川上流部のはしけ港は、晴海・芝浦に代表される本船港

とは、その立地条件から結びつく背後地域まで本質的に異なっており、明ら

かに他の港湾であるという ことが出来よう。特に石油取扱いの多い隅田川上

流部は、東京港の本船港との結びつきは、石油に限れば極めて関係が薄く 、

むしろ川崎港・横浜港または千葉港という海港と、河川により結び‘ついたは

しけ港であるという関係で成立しているといえよう。それ以外の地域、例え

ば本船港に最も隣接している永代橋・小名木川地区にしても、本船港とは極

めて密接な関係を有していながらも、発達史的にも機能的にも、むしろ別の

港湾であると考えた方が妥当ではないかと考えられる。
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4. 港湾区域と港湾機能の地域的範函の蘭係

以上のような観点から、港湾機能の地域的範囲を東京港の場合求めると、

経済的活動としての場としての港湾の地域的範囲(これを港湾法に基ずく港

湾区域と混同しないために、ここでは仮りに港湾経済地域と呼ぶことにする)

は遠く隅田川上流埼玉県下にまで求めることが出来る。さらにこの広大な地

域を港湾機能の点から本船港とはしけ港とに分けて考え、さらにはしけ港に

ついてその性格を明らかにしてきたが、さらにこの港湾経済地域が持ってい

る諸問題について考察を進めたし、。

乙の問題の主体は港湾区域との問題が大きいが、その第1は港湾区域と港ー

湾経済地域の地域的範囲の相異があげられる。港湾区域とは、港湾法の定め

るところにより港湾区域として運輸大臣の認可があった水域であり、この認

可は、港湾管理者が、その港湾を経済的に一体の港湾として管理運営する上

に必要な水域についてなされる(17) とされているが、 東京港の場合港湾区域

は、岡田川では第一橋梁である永代橋までであり、港湾経済地域とは著しく

異なっている。

港湾区域が第一橋梁までという考え方の根底は、運河・河川を交通路として

認めない原則である といえるが、また一方港湾を利用する船舶はマストを有

する本船であるという考え方であるともいえよう。しかし港湾を経済機能的

に把握する場合は、船種や自然地理的条件に左右されないことは明らかであ

り、特にはしけに依存する貨物が年間 1，000万屯以上になると推定される東

京港の場合は、はしけを見落すわけにはいかないわけで、その意味から東京

港の港湾区域は、 機能的にはあまり意味がないものといえよう。

第2に港湾管理者の管轄区域が機能区域をとらえていないところに問題が

ある。港湾管理者が港湾のヒンターランドの代表者でないという経済と行政

の不一致は、港湾区域についても指摘出来るわけで、港湾管理上大きな問題

を残している。

第3に臨港地区指定上にも問題が残る。特にこの場合は地域を機能的に担
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握するこ主が必要であり、港湾区域が地域的に適正で-ない場合においては、

当然、臨港地区の指定も適正ではなく、さらにこれは港湾およびその隣接地域

の地域開発計画や地域行政にも何らかの影響を及ぼすことが考えられる。

以上の他に東京港の場合は性格的に明らかに本船港と異なるはしけ港が存

在しているが、その地域は殆んど港湾区域外であり、港湾区域としての指定

を行なう必要がある。ただその場合、現在の東京港と一括して一つの港湾と

みるか、別個の港湾としてみるかは、はしけ港の性格からして後者の場合が

妥当であると思われる。

しかしその管理者は、ロ ンドン港の例(18) にみるまでもなく 、一貫した運

営管理の必要性からも、同一管理者であることが望ましいのはいうまでもな

し、。

結び

以上の結果、今まで東京港といわれていた地域概念は、極めてあいまいな

点が多く 、港湾法に基ずく港湾域区も適正なる区域指定でないことが明 らか

にされた。

港湾、を機能地域とみるならば、その経済活動の場は極めて動態的有機的で

あり 、その点を考慮しての区域設定の必要があると思われ、その点で、どち

らかというと静態的な港湾区域との聞に幾多の問題点をかかえている。

東京港の場合、江戸時代以来の発展史はいわば内水路のはしけ港の歴史で

あり 、性格的にも機能的にも晴海 ・芝浦で代表される本船港とは異なると考

えるべきであるの

この様に港湾、経済地域は、その内部をみれば性格の異なる港湾がそれぞれ

に発展して、地域的にも拡大されつつあり、さらに港湾区域との聞に問題を

残していることは、木質的に港湾管理のあり方や港湾管理者の組織 ・権限に

も連なる問題が潜在していることを物語っているといえよう。

港湾は経済活動の一つの場である以上、あくまでもその担援は機能地域と

して行なうべきであることが、根底に存在していることを特に強調したいと
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考えているものである。

(註および参考〉

。矢野剛港湾経済の研究 (1964) 日本港湾協会 PP43~47

2) 原田義彦物的流通の概念運輸調査月報 7巻2号 pp2~ 6 

3) 註 1 に同じ pp47~48

4) 明治13年 (1880) 時の東京府知事松田道之氏による提案に続き、数度に亘る

計画が立案された。特に明治36年 (1903)直木倫太郎の意見書は画期的見解で

あった。

5) 明治39年 (1906)の第l期工事よ り、昭和5年 (1930)の東京港修築事業に続

く第3期工事まで続いた。

6) 菊地一郎 (1958) 江東工業の地域構造地理学評論 31巻 pp555~565 ほか

の拙稿 (1965) 東京におけるはしけ依存地域東北地理 17巻 pp19~23

8) 河田四郎 (1931)東京市内河川交通 地理学評論 7巻 278~287 

9) 東京都港湾局東京港改訂港湾計画書 (1961) ~ 2 計画改訂の基本方針

10) 註7に同じ

11) 註8に同じ

12) 佐々木誠治 (1964) 港湾の類型海運と港湾の新しい発展のために海運系

新論集刊行会 pp372~387 

13) 宮崎茂一 (1964) 港湾計画海文堂 pp4 

14) 註12に同じ

15) 東京都港湾局 (1965) 昭和39年度東京港物資流動調査報告書一実態調査-

16) 拙 稿 (1964) 東京港におけるは しけ輸送東北地理 16巻 Pp114~120

17) 山口真弘 ・住田正二港湾行政 (1955) 日本港湾協会 Pp23

18) 昭和34年度第3回海外研修報告No.4 ロンドン港 (1961)東京都職員研修所

pp17~18 

なお~ 1東京港の発展過程については「東京都東京港史(1962)Jを全面的に参考

とした。
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国際収支における港湾経費収支改善の

ための理論的考察

中 西
ちかし

睦
〈早稲田大学〉

1. はじめに

わが国は昨年4月から IMF協定の14条固から8条国に移行することによ

って、為替制限を廃棄せざるを得なくなり、国際収支の長期均衡を図ること

の重要性が強調されてきたのであった。その中でも国際収支改善対策の一環

として、貿易外収支の赤字6億2，400万ドルの大半を占める海運収支の赤字

(3億9，300万トツレ〕対策が問題となり、海運造船合理化審議会が運輸大臣の

諮問により現在その対策を慎重に検討し、ある程度の結論を出している。一

方、海運会社と運輸省は、昭和36年の港湾における船ごみ問題以来、港湾改

善対策を熱心に研究し、 整備5年計画の実施にふみ切り、また労働省、によっ

て原案の作られた港湾労働法案の施行にあたり意慾的な活動を行ってきてい

る。

しかしながら、私の考察するところでは、新船建造という点に、海運局な

らびに船主側は中心を置き、港湾局は5ヶ年計画において特定重要港湾の改

善をうたいながらも、工業港、新産都市港湾計画に重点を置き、労働省は港

湾労働の特殊構造を完全に認識したとは思われない労働法を施行しようとし

ているように思われる。このような港湾関係当事者の聞における不調和と考

え方の相違があるにもかかわらず、海運の収益性、物的流通費のボ トノレ・ネ

ックとしての港湾物資流通過程の改善と商品国際意争力の増強に、非常に因

果的関係を有する港湾問題に現在強く焦点の向けられていることはまことに
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喜ばしいことと言わなければならない。

港湾、経費収支の改善すなわち国際収支の改善を物理的にかつ単純にはかる

には、港湾経費関係諸料金の値上げという ことになるのであるが、これは海

迎会社の実質運賃収入の減少を意味し、また物資流通、商品の物的流通費の

増加を意味し、ひいてはわが国商品の国際競争力を弱めることになると一般

に考えられている。確かにこれらの論義は正しい。しかし、これらの見方は

ミクロ的または静的な眺め方であって、個別経済の現状分析と問題点を把握

するために必要欠くべからざるものであることはその説明を待つまでもな

い。とはいえ物資流通としづ生産地から消費地までのいくつもの個別経済を

接続する過程においては、マクロ的、有機的かつ動的な分析を行わなければ、

真実の状態と現状を分析することはできないのである。このようなマクロ的

かう動的な分析と考察をしてこそ、個別経済のミクロ的かつ静的な分析も生

きてきて真の経済現象を掴むζとができるのである。われわれの研究すべき

国際収支問題、特にこれを港湾というひとつの個別経済であり海陸空のタ ー

ミナノレて、あるものを中心として考える場合には、一層ミクロ的な考察とマク

ロ的な見方の調和が必要であると思われる。

師連局ならびに海運会社においては、港湾の重要性を強調しながらも、貿易

外収支の改善は船腹の増加によって積取比率を改善し、運賃収入を増加する

ことが大切であるという考え方を取り、造船計画によって今迄にない規模に

おいて船腹の拡充をはかろうとしている。これは正しい。船舶のより大型化、

より高速化とより専用化をすすめることによって、より経済的な運用化の要

請が高まって、戦後の造船および推進技術における進歩は著しいものがある。

さらに、これら船舶の技術革新とあいまって、著しく市場構造を変革しなが

ら拡大している世界貿易の増加という新しい条件が与えられているにもかか

わらす、適合する港湾施設の整備は遅れ、はなはだしきアンパランスを作り

出しでいるのである。もし績出レ港および荷揚げ港において数週間を費した

とすれば、たとえ高速化により海上で数日稼いだと しても、 長い努力と莫大

な賀用をかけて達成した船舶の経済的運用と技術改新はなんの役にも立たな
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いのではなかろうか。

造船建造による船舶の増加によって積取比率を改善することは、海運の運

賃収入を増大する第一の方法であるが、船舶の収益性が究極的には船舶の回

転率によって決定することを忘れてははらない。すでに航海中における回転

率の改善は、より高速化より大型化とより専用化という船舶性能自体の改善

によってある程度達成されているといってもよいであろう。いま以上船舶の

回転率を高めるには船舶それ自体の技術革新とともに港湾における積込み、

荷揚げの碇泊期聞をどれだけ節約して短縮するかである。しかし、ζこに港

湾設備の最近規模の決定という難かしい問題が生じる。それは海上運送貨物

量には波動性と季節的変動が相当烈しいためである。

以上のように考えてくると、いよいよ港湾の重要性と港湾経費の海運ひい

ては国際収支に占める重要な位置がはっきりしてくるのである。これらの問

題に対する統計的な考察と研究は正しく深く研究されているので、私はここ

で港湾の国際的物資流通に占める位置を中心に、港湾経費が国際収支にどの

ような影響力を持っか。港湾収支を規定する条件はなにか。港湾管理制度な

らびに投資はどのように行われるべきかを理論的に分析を試み、同時にでき

るだけ外国の事情や文献も参考にして考察して見たいと思う。

2. 港湾経費(貨物費および港費〉 収支の構造

2-1 収支構造が問題となる理由

港湾経費(貨物費および港資)収支が国際収支上問題となるのは、貿易外

収支の赤字6億2，400万ドノレの大半を占める海運収支の赤字 (3億9，300万 わけ

の中で、港湾経費の赤字を占める割合が50%.近くに達するからである。運賃

ならびに用船料など実際の船舶運航による邦船と外船の収支パランスの向上

は、船舶の優秀なものを建造することによって船腹量を増加し、 積取り比率

を改善することによって達成することができる。 一方、港湾経費の収支改善

は、港湾諸料金の値上げにより、外国港ユ湾諸料金との格差をできるだけなく

すことによって物理的な改善を計ることができる。
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しかしながら、昭和39年度の「海運白書」でも指摘されているように、貿

易依存度の高いわが国経済にあって、港湾諸料金の値上げは国際競争力を弱

めて商品輸出の振興ならびに圏内物価の安定に影響を与える場合は、港湾諸

料金の値上げだけで港湾機能率に変化のない場合であり、港湾機能と能率が

値上げに相応する向上を示す場合は影響を与えないのである。また、この港

湾機能と能率は、港湾経費収支と非常な関連を有するのであって、港湾料金

の値上げを行わなくとも、港湾機能と能率が悪ければデマレージをはじめと

して港湾経費収支に大きな影響を与えるのである。この例は、新興国などに

おける港湾設備や労働力の不足するところにおいて、碇泊を長期間せざるを

えない場合によく示されるのである。すなわち、このようなとき、わが国港

湾の場合において港湾経費収入の増加となり 、外国港湾においては港湾経費

支出の増加となるのしかし、港湾機能や能力および効率の劣悪性による港湾

経費収入の増加は、船舶の収益性を規定する船舶回転率の悪化を導き、また

長期的に見れば、その港湾流動貨物の減少を招来することになって、 国際収

支全体からみるときマイナスの而が多いのである。

つぎに、わが国港湾の港湾経費収支は木質的に赤字となる運命と性格を持

っている点に注目しなければならない。これは海運国のもつ宿命ともいうべ

きものであって、わが国だけの持つ性格で、はない。外航船舶において寄港す

る内外の港湾数を比較する場合、タンカーをはじめとする専用船を除いて外

国港湾に寄港する数が圧倒的に多いのが普通である。この場合当然のことな

がら、港湾経費収支は赤字となる。この点を 1.M. F統計によってわが国、

アメリカ、イギリスの例をヲ|いて比較してみよう。

第1表は上記3ヶ国の海運国際収支表であるが、この表から面白い現象を

発見できる。イギリスやわが国のような海運国は恒常I~Iヲな港湾収支の赤字を

示している。しかし、 1962年度においてイギリスはわが国に比べて3倍強の

港湾収支の赤字を出しているにもかかわらず、運賃収入では9億400万ドノレの

黒字を出し、積取比率のパランスならびに三国間輸送 (9億7，400万トツレ〕の

大きさを示しているのに対して、わが国においては、積取比率のアンバラン
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品

←田‘

英

国

日

本

米

国

第 1表 日・英・米海運国際収支表

1 9 5 9 

'Jt ζ 払

貨 物 運 賃 1，346 412 

輪車命
出 414 
人 412 

匡l 間 932 
JHe 客 運 賃 146 20 
用 船 事| 64 417 
港 湾 経 強 184 837 

1，740 1，686 

貨 物 運 賃 1，346 412 

輪島右
出 414 
入 412 

国 間 932 
旅 客 運 賃 146 20 

用港
船 事} 64 417 
湾 経 費 184 837 

計 1，740 1，686 

貨 物 運 賃 498 813 

輪車命
出 358 
入 813 

Other Ocean Frei賃間ght 
三国 140 
旅客運 20 183 
用 船 米↓ 8 149 
港 湾 経 費 822 337 

1，348 1，482 

(注〕 資料 I.M.F月報

尻 受

934 1，360 
414 

946 
126 148 
ム 353 73 
ム 653 203 

54 1，784 

934 1，360 
414 

946 
126 148 
ム 353 73 
ム 653 203 

54 1，784 

ム 315 564 
428 

136 
ム 163 20 
ム 141 8 
485 834 

ム 134 1，426 

(単位 :百万ドノレ〉

1 9 6 0 196 1 1 962 

払 尻 'Jt 払 尻 エJ正ζ 払 尻

515 845 1，389 467 922 1，352 448 904 
417 378 

515 467 448 
972 974 

17 131 134 20 114 140 17 123 
4R2 ム 409 76 504 ム 428 90 504 ム 414
851 ム 648 207 876 ム 669 230 876 ム 646

1，865 ム 81 1，806 1，867 ム 61 1，812 1，845 ム 33

515 845 1，389 467 922 1，352 420 ム 183
417 378 

515 fl67 420 
972 974 

17 131 134 20 114 140 3 ム 1 
482 ム 409 76 504 ム 428 90 41 ム 40
851 ム 648 247 876 ム 669 230 218 ム 159I 

1，865 ム 81 1，806 1，867 ム 61 1，812 682 ム 383

910 ム 346 585 971 ム 206 588 817 ム 229
424 405 

910 791 817 

161 183 
212 ム 192 18 207 ム 189 14 201 ム 187
117 ム 109 8 159 ム 151 10 165 ム 155
370 464 812 402 410 874 429 445 

1，609 ム 183 1，423 1，559 ム 136 1，486 1，612 ム 126



スと三国間輸送の規模が少ないため1億8，300万ドノレの運賃収支における赤字

を計上している。更に両国の海運収支を見ると、イギリスは港湾収支の赤字が

わが国の3倍強であるにもかかわらず、海運収支全体の赤字はわが国の13分

のlにしかすぎない。この事からも、海運国ほど港湾経費の赤字は恒常的とな

り 、 海運収支改善はf~j腹の機強によって運賃収支を改善すべきこ とがはっき

りと判明する。アメリカは、港湾経費収支が大巾な黒字を示しているが、これ

は、アメリカ諸港における港湾施設利用率が国際的に割高であり 、港湾諸料

金、例えば、水先料、史船料なども人件費の点から相対的に高く 、港湾関係

タリフの適用にあたって自国船優遇措置を取っている点は注目しなければな

らない。ただアメ リカ の例から見て、港湾経費収支は物理的なタ リフの値上

げと、差別自国船優遇によって相当程度改善できる ことを知ることができる。

24 港湾経費収支を規定する諸条件

港湾経費収支を規定する諸条件は、位)内外船の寄港数、 (2)港湾諸料金の高

低、(3)貿易構造、仏)港湾能力ならびに機能、 (5)港湾の立地条件などである。

(1)内外船の寄港数は、セー リング数の多少、外航船舶の寄港する内外港湾

の数の多少、定期船やタンカ一、不定期船のような船積別また航路別によっ

て港湾経費収支は変動する。

(2)港湾諸料金は、また国における価格水準の差、港湾管理経営制度、港湾

労働制度、港湾能力と立地などによってきまり港湾経費収支に影響を与える。

(3)貿易構造は、輸出入貿易量、貨物の港湾流通の物理的数量、重量、価格

などによって、また商品の種類によって、船種、出入港船舶数ならびにセー

リング数が決定するので、港湾経費収支構造に影響を与えるところが多い。

ω港湾能力ならびに機能は、船舶回転率ならびに港湾流通貨物量の増減を
決定する主要な条件となる。すなわち、港湾の能力や機能が犠大するこ とに

よ って 、 積込み荷卸 しならびに~r11待ちのl待問、碇泊時間が短縮して船舶回転

率が増大し、 船舶運航の収益1~1:は著しく改善され、 船ごみによってその港湾

を流通する貨物商品のうち回避されていたものが流通するようにな り貨物量

は憎大することになる。
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(5)港湾の立地条件は、例えば、河港であるか海港であるか、河港の場合は

それが内陸深く立地するかによって、港湾諸料金は大きく異なるのであるつ

2-2-1 内外船の寄港数

セーリ ングの多少は、セーリング数が増加すればそれだけ港湾出入港数が

増加するので、港湾経由の収入と支出がそれぞれ増加することは自然現象で

ある。ただここで注意しなければならない点は、ある国で外航船舶が運航さ

れる場合、自国において寄港する港湾数と外国において寄港すろ港湾数とが

バランスがとれているかどうかである。自国の港湾、に寄-港する回数が外国に

寄港する港湾の数より多い;場合、その国の港湾経費収支は黒字となり、その

逆の場合は赤字となる。もちろんとの場合は、自国と外国とを問わず港湾経

費が同値のときであるが、わが国の場合は一般に定期船の場合、不定期船も

含めて、国内に寄港する港湾数より外国に寄港する港湾数の方が多く 、しか

も港害経費も外国港湾の方が相当高いので、外航セーリ ング数が増加すれば

する程、わが国の港湾経費収支は木質的に赤字が増大する性向を持っている。

定期船、不定期船やタンカ ーなどでどのように船種別に港湾経費を考えな

ければならない。ゼネラル・カ ーゴーであるか、専用船またはタ ンカーであ

るかによって、港湾経資のうち港費はそれ程でないが貨物費が大きく変動す

るのである。これは専用船やタ ンカーなどにおいては、 専用埠頭や専用荷役

設備が高度に機械化自動化していて、貨物費は、定期船や不定期船の雑貨荷

役の場合と違って港湾労務費ならびに荷役費を大きく節約できるからである。

戦後世界海運における船舶め大型化、 専用化、タンカーの増大という著しい

海運の構造変化は、船舶運航それ自体の経済性向上に著しい効果を与えたの

であるが、他方この投資を促進せしめて、荷役の機械化も進み、大きく船舶

運航における港湾経費を節約している点をわれわれは注目しなければならな

し、。

定期船と不定期船(ここでは専用船やタンカーを合める〉では船内荷役費

を中心とする貨物費に関して運賃の建て方が違い、後者の場合港湾経費収支、

すなわち海運国際収支に計」二されないのが普通である。定期船貨物は通常パ
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ース・ターム (Berth Terms) を原則とするため、積揚げの船内荷役費お

よび積付費用一切が船主負担となり、運賃の中に織り込まれているが、不定

期船運賃はほとんどF・I・0条件 (Freein and out)で船内荷役費は船

主無関係となっており 、運賃の構成要素となっていなし、。他方、船主負担の

場合のみ港湾経費収支として計上されるが、運賃の構成要素となっていなし、

不定期船の貨物費は港湾経費として計上されず、その結果、海運の国際収支

にも計上されないのである。

第2表は、これら港湾経費率 (運賃収入に対する〕 を船種別に眺めたもの

である。

第 2表港湾経費率 (運賃収入に対する〉

|連川入|港湾経費|港湾経費

千ドノレ % 千 ドノレ
定 j羽 船 487，240 40 194，390 

邦 船 不定期船 254，760 30 76，430 

鉱石専用船 104，100 16 16，660 
(支 払〉 石炭専用船 23，560 16 3， 770 

計h 送 船 345，180 16 55，230 

計ー 346，980 

外(受
船
取〕 174，250 

(注) 1.経済企画庁国際経済分科会資料より

2. 昭和38年度積取比率(外国用船を含む〕の実績から多少の努力目標を加え

て(たとえば1年当り 160万総トンの新造船建造)昭和43年度における数

値を仮定雄算したものである。

この表からわかるように、定期船、不定期船はわが国海運国際収支に直接

関係を有する運賃収入分担率の面においても大きな役割を果しているのであ

るが、その運賃収入のそれぞれ40%、30泌を港湾経費のために使っている。

これに反じてタンカ ーを始めとする鉱石専用船、石炭専用船など運賃収入に

占める港湾経費はそれぞれ16%である点から見ても、 専用船、タンカーの荷

役設備の機械化の現実と経済性を認識できるのである。

また第3表は、船種別港湾経費の輸出 ・輸入別分担比率表であるが、この

表と第 1表を相関させるとき、海上運賃収支に対してわが国海運における真
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の運賃収入がど‘の位てvあるか、判断することができる。しかしこの論文では

この相関関係は指摘にとどめて深く 観察を行わない。

最後に、港湾経費収支は航路によって相当変動する点を指摘したい。港湾

経費は港湾能力によって決定されるものである。港湾能力は、基本施設設備、

機能施設設備、港湾労働力、土地、資源を生産要素として、 交通量の規模、

交通の性格、交通のパタ ーンの構造によって決定されるものである。それゆ

え、地域により、国によって、また各港と、とに必要な港湾能力は相違し、港

湾諸料金も違ってくる。例えば、北米航路、ヨーロ ッパ航路、また世界一周

第 3表船種別港湾経費の輸出・輸入別分担比率

木 チ11 港 外 国 港

輸出品 )1輸入(揚〉輸出(積)1輸入(揚〕lcda
A 
1. 港 g~ (除く 2) 5/10 5/10 3.9/10 3.9/10 2.2/10 . 2. 運河通行税 3.9/10 3.9/10 2.2/10 

邦
定j切 3. 貨 物費 7/10 3/10 5.5/10 2.3/10 2.2/10 
船 4. その他(含む需品〕 5/10 5/10 3.9/10 3.9/10 2.2/10 

B 1 港 指(除く 2) 1/10 9/10 1/10 9/10 

不 2. 運河 通行税 1/10 9/10 

定j切 3. 貨 物 強 1/10 9/10 1/10 9/10 

船 4 その他(含む需品〉 1/10 9/10 1/10 9/10 

C 
1. 港 政(除く 2) 10-10 10/10 

船 . 2 運 河 通 行 税
専用 3. 貨 物 安t 10/10 10/10 
船 4. その他(含む需品〉 10/10 10/10 

(注) 1.海運研究所が、昭和37年度の日銀 ・国除収支表にもとづき、それを修正し

た数値によって維計したものてある。

航路など、船舶運航の単位航海日数当 り港湾経費を算出して見ると相当の差

があることがはっきりと判明する。第6表は、航路別に港湾経費を合計し、

それを港費と貨物費にわけでその比率を出したものであるが、この表を見て

もはっきりと航路別に港湾経費の異なることがわかる。

2-2-2 港湾諸料金

港湾経費収支は、各港における港湾諸料金の高低によって影響を受ける。
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第4表 港湾経費支払額・定期船航路別構成比 (%)

EB--J港湾経費合計 |港 gJj I貨 物 費 |そ の イ山
d口h 計 100.0 100，0 100.0 16.9 100.0 79.2 100.0 3.9 

世界一周(東廻り〉 3.2 100.。4. 7 25.1 2.8 71.1 3.0 3.81 
/1 (酋廻り〉 1.9 100.0 2.8 25.0 1.6 66.4 4.1 8.6 

欧 州 2.6 100.0 4.8 31.1 2.2 67.4 1.0 1.5 

ニ ューヨ ー ク 27.7 100.0 27.7 16.9 27.9 79.8 23.5 3.3 

すf ノレ 7 7.7 100.。7.8 17.0 7.8 80.7 4.5 2.3 
北米太平洋岸 8.4 100.0 5.6 11.2 9.4 88.4 0.8 0.4 

jJ リ フ 7.8 100.0 8.2 17.5 7.9 80. 1 4.9 2.4 

南 米 東 岸 3.8 100.0 3.4 15. 1 3. 7 77.0 7.8 7.9 

中南米西岸 3.1 100.。2.0 10.6 3. 1 77.5 9.5 11.9 
西アフ リ カ 2.3 100.0 2.9 21. 4 2.0 66.7 7.0 11. 9 

東南アフ リカ 1.3 100.0 1.8 24.5 1.2 72.5 1.0 3.0 
噌耳三r、 州 6.7 100.0 4.3 10.8 4.2 85.5 6.3 3. 7 

印・ ベノレシヤ 湾 3.5 100.0 4.3 20.9 3.3 74.6 4.0 4.5 

バ ノレガ ン湾 4.5 100.0 3.9 14.8 4.5 78.7 7.4 6目5

インドネシア 0.4 100.0 0.8 33.0 0.3 65.5 0.2 1.5 

そ の 他 15.1 100.0 15.0 16.9 15. 1 79.2 15.0 3.9 
(含む三国間〉

(注) 1. 海運研究所において作成

2. ug和37年度におけるわが国海運収支実記'[より計算

わが国におけるそれぞれの港の港湾諸料金も相当相違があるのであるが、国

が異なる場合、価格水準の差や為替レートの差などを考慮に入れて比較をし

ない限り、真実の港湾料金の比較はできない。しかし、物理的には、そのよ

うな価格水準の差とか為替レートの差とかに関係な く港湾経費収支は、その

実際の収入と支出によって決定されるのである。

港湾諸料金は港湾基本施設設備と機能施設設備の、建設維持に必要な資本

資金のコストに充分反映するように徴集されているか、また、わが国のよう

にほとんど地方または国家の社会資本投資によって行われているかによって

相当異なって くることは確かで、ある。当然、のことながら、施設設備の維持建

設を原価主義によって港湾諸料金でまかなおうとする場合は、相当高くなる

であろ う。

現在世界各国がどのような港湾管理経営制度を持ち、どのような基準にお
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いて港湾、諸料金を徴集しているかを考察することは、とのような観点に立っ

とき無駄ではないであろう。世界全部の港湾を考察することは紙面の都合上

許されないので、ここでは、わが国とポート ・オーソリティー経営港として

世界に絞ぶべくもないロン ドン港ならびにポート・ オーソリティ ー経営であ

る一方、市営港として最大規模を誇る ニューヨーク港をとりあげ、これらの

港湾管理経営制度ならびに港湾諸料金徴集制度を考察するに止めたい。

2-2-2-1 わが国の港湾管理経営制度と港湾諸料金徴集制度

わが国の港湾は全国に 1，048存在する。(漁港を除く〉これらは6大港を含

む特定重要港ー湾11、重要港湾82と地方港湾、からなっている。港湾の管理は、

港湾法によって港湾管理者が行なう こととなっており、港湾管理者たる資格

としては、(1)現に施設を管理している地方公共団体、(2)従来、港湾の賞用を

負担してきた地方公共団体、 (3)その港湾区域を地先水面とする地方公共団体

のいづれかが要求され、この資格に該当する地方公共団体は、(1)単独で、自

身が港湾管理者となるか、または港務局を作ってこれを港湾管理者とする。

(2)共同で、一部事務組合または港務局をつくってこれを港湾管理者とする。

のいづれかの方法により港湾管理者を設立することとなっている。どの方法

によるかは地方公共団体の自由に委されており、現状では都府県または市町

村が単独で‘港湾管理者となっている場合がほとんどで、あって、港務局は、新

居浜港1港のみ、一郎事務組合は、名古屋港、北九州港ならびに境港などが

ある。

港湾管理者の主な業務としては、港湾施設の建設、改良計画の作成、港湾

工事の施行、港湾施設の管理運営、臨海工業用地の造成、関係統計資料の作

成などがあげられる。

ところが、港湾の整備がどのようになされているかを考察してみると、そ

こに財政がひどく 逼迫しており、絶対に補修を必要とする施設設備でさえや

むをえず放置されているのが現状である。この補修の不完全さについては、

昭和38年10月に行政管理庁から強く指摘を受けている。

港湾の整備がどのように行なわれるか、いま少し詳わしく考察して見ょう。
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港湾には基本施設主機能施設があるが、それぞれ異った方法で整備している

のである。

まず基本筋設の整備を考えて見る と、水域施設(航路、泊地など〉、外かく

施設(防波堤、護岸など〉、けい留施設(岸壁、プイなど〉などの基本施設は、

国が建設し港湾管理者に管理委託するか、あるいは港湾管理者が建設するか

のいづれかの方法で整備され、その建設資金は、その港の格と施設の種類に

応じて、 医!と港湾管理者が一定率の分担でそれぞれまかなうこと となってい

る。特定重要港湾についてのみその負担率を眺めて見るとつぎのごとくなる。

第5表〉

次に機能施設の整備は、上屋、荷役機械、 i阜頭用地、貯木場などになるの

であるが、これらの整備は、港湾整備促進法に基づき、国が毎年整備計画を

たて、その計画に従って、港湾管理者が事業を実施するが、これに要する資

金については、国があっ旋を行い、 事業の促進を図っている。あつ旋する資

金は、毎年度の地方債計画の中で、準公営企業の港湾整備事業債のため準備

されるもので、政府資金(簡易生命保険及び郵便年金積立金、その他の資金、

縁故募集資金など利子7~7.3%)であり、 発行条件は政府資金については年

利6.5%償還年限は5"" 15年(外国においては年来IJ2. 2""6. 25 %償還年限25

""90年〉、その他の資金については年利 7.3~7.8%、 償還年|浪は 7 年(うち

2年括置〉である。

また、倉庫、専用上屋、荷役機械(民間分〉、 はしけなどは、 民間事業者

によって整備されている。これらに対しては、日本開発銀行、北海道東北開

発公庫、中小企業金融公庫、特定船舶整備公団を通じての財政投融資による

助成が行われている。

このように資金繰りの問題は管理者にとって非常に切実な問題であるが、

収入の面でも多くの問題を抱えているのである。

第8表、第9表は八大港(東京、川崎、横浜、名古屋、大阪、神戸、下関、

門司〉についての企業会計方式による損益計算表であり、また重要港湾の財

政状況を示す表なのであるが、これらの表を見てもわかるように、港湾収入
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はようやく管理費を賄なうに足る

ものであって、減価償却のための

積立金はもとより、維持補修費、

借入金利子はすべて赤字勘定とな

っているのである。しかもこの収

入の中には、埋立免許料、水域占

用料、土砂採取料などが年平均 l

割程度合まれている。これは港湾

管理者の収入というよりもむしろ

固からの機関委任事務に伴なう行

政官庁としての手数料であって、

港湾収入として計上するのは問題

があるものであるから、これらを

除けば使用料収入は管理費さえも

賄なうに足りないのである。ただ

し、この集計には、昭和38年と昭

和39年9月の2回にわたって行わ

れた、岸壁およびプイの使用料値

上げ(それぞれ2倍および 2倍

半〉の結果は含まれていないので

現在では収支関係はやや好転して

「
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相
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裁
誕
」
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いる点に注意されたい。 (1)

以上のようにわが国の港湾は財

政面ばかりでなく、収支の商にお

いても、港湾収入がやっと管理費

をまかなう程度のものでしかない

ことを指摘し、港湾管理者がぜん

ぜん港湾施設設備の新設補修の分

(組
)



第 6表企業会計方式による八大港収支表 (単位:百万円〉

一 年
37 年 38 年

項 目

収 入 3，256 3，638 

管 理 費 3，223 4，134 

高佐 持 補 修 費 493 525 

:2:: 債 幸リ 子 1，106 1，504 

滅 {面 告主 却 費 980 1，104 

計 5，802 7，267 

差 ヲ| ム 2，546 ム 3，629

(注) 1.各港管理者の報告にもとつ'き運輸省港湾局管理課において集計したもので

ある。

2.減価償却は定額法による。

第 7表 重要港湾の財政状況 (昭和37年度〉

項 目 金 額 |支出に対する構成比

支 出 13， 827C百万円) (100) (%) 
j収 入 822 5.9 

差 ヲ| 13，005 (94.1) 

(受1也 :益汚 者負 担l主l 塁) 7，284 52.7 

両 差 ヲ| 5， 721 (41. 4) 

地方公共 団 体 一 般財源 3，244 23.5 

:2::、 債 2，477 17.9 

〈注) 1.六大港を除く特定重要港湾を加えた84港中44港について港湾局管理課が集

計したものである。

2.支出は管理費、施設運営費、建設費などをいう。

3.収入とは、施設使用料、役務使用料、占用料などをいう。

担金までまかなえない状態にあるこ とを説明した。

果してまかなえないのであろうか。わが国港湾においては、港湾法44条2

項によって、水域施設(航路、泊地など〉、外かく施設 (防波堤、護岸など〉、

および臨港鉄道を除く臨港交通施設 〈すなわちl臨港道路〉は全く使用料を徴

収することを禁止されているのである。そ して第 8表を参考にしていただけ

ればわかるが、とれら3つの施設の赤字のみで、赤字 (施設別収支における〉

総額の54泌を占めているのである。これは国家投資によってできた基礎施設
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であるため使用料を取ってはならないというのであろうが、わが国船舶なら

びに交通機関を別としても、外国船舶に対しては使用料を取る権限は絶対に

あるのであり、この施策は外国船舶に対する差別待遇にはならない。このよ

うな料金の徴集方法は外国において一般に見られることなのである。国際収

支を改善するばかりでなく、港湾財政資金の獲得にもなることであるので、

この問題は真剣に考えられるべき問題点である。

(注 1)i海運JMay， 1965ー相良英明「港湾の管理運営の諸問題JPP.26-31 

2-2-2-2 ロンドン港の港湾管理経営制度と港湾諸料金徴集制度

ロレドン港はニューヨーク港、ロッテノレダム港につぐ世界第3番目の大港

で、 P.L. A. (The Port of London Authority) の管轄区域内にある 5大

ドッグ群、 リージェンツ運河ドッグ、 B.T. C. (British Transport Docks) 

の行政権下にあるポプラー・ドックのほか、数百にのぼる個人所有の河岸波

止場によってロンドン港は構成されている。 P.L. A.は世界中で最も幅そ

うする水路のひとつで、あるテームズ河口から上流までの69マイルを管理し、

36"イノレにも及ぶ深水陣頭をもっ700エーカーを含む全面積4，141エーカーの

区域の保守と運営にあたっている。

イギリスの港湾は Board，Trust， Authorityまたは Commissionなど色

々の名前で呼ばれる独立自治体、もしくは、イギリス運輸委員会直属 の

British Transport Docksのように国家公共機関によって所有かつ運営さ

れているもの、および、 少数ではあるが地方自治体または私企業によって所

有されているものがある。 ロンドン港は Trust Port のひとつである。

Trust Port は、 議会条令によって設立され利益利潤を生まないで、普通は、

港湾利用者と政府、地方自治体ならびに投資者以外の利益団体によって選出

された委員会によって経営されている。この運営委員会の大きさと構成は、

イギリスの主要六港庁を眺めてみても、それぞれ第8表のごと く異なる。

これら運営委員会は、普通は相当数、時には過平数が港湾を利用する船舶

や、貨物に地方税、料金を支払っている人々によって占められている。なお

これらの人々は港湾所在地に住み、彼等の関係する企業がなんらかの形で港
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第 8表 主要八港湾における38~三度の旋設別収支 〈単位:百万円〉

ヲ11総赤字に占
める比率

水 域 施 設 。 328.9 ム 328.9 15. 7 

外 台、 く 施 設 。 617.8 ム 617.8 29.5 

け し、 留 自恒 設 718.0 1，313.7 ム 595.7 28.4 

岩盤、さん橋 572.4 972.8 ム 400.4 19.0 

けい船浮標 105.9 126.6 ム 20.7 1.1 

物 揚 場 等 39.7 214.3 ム 174.6 8.3 

臨港交通施設 76.4 487.3 ム 410.6 19.6 

臨 港 鉄 道 47.6 230. 7 ム 183.1 8.8 

そ の 他 28.8 256.6 ム 227.8 10.8 

保 管 施 設 327.0 259.5 67.5 

荷さばき施設 823.6 1，075.4 ム 251. 8 12.0 

上 震 628.3 598. 1 30.2 

そ の 他 195.3 477.3 ム 282.0 13.4 

そ の 他 1，303.8 1，176.0 127.8 

問 8.6 Iム 2，009.8 I 100.0 

(注 〉 港湾局管理課の集計ーしたもの

第 9表 イギリス主要六港庁の選営委員会の構成 )
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Port of London Authority 6 4 18 28 

Mersey Docks and Harbour Board 4 24 28 

Clyde Navigation Trust 18 6 18 42 

Leith Dock Commission 3 3 9 15 

Tyne Improvement Commission 17 9 10 36 

Tees Conservancy Commission 12 8 10 30 

資料 :ロツチデーノレ港湾調査委員会調査

湾に関係寄与しているのが普通である。一方、運営委員の一部は、交通省、

海軍省、地方自治体など政府公共機関によって任命された人々によって占め

られている。運営委員は原則として報酬を受取らない。

イギリス港湾諸料金徴集制度は、 固有の BritishTransport Docksとそ

れ以外の IndependentPortsでは規制する法律が違う し、 また Independ-
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ent Portsでも ロソドγのような主要港と中小港湾では現制する法律が違う。

Independent Portsの主要港湾は、 PrivateActs of Parliament relat-

ing to the Individual Ports (独立港湾に関する議会私法〉によって規制さ

れる。 Dueson Ships (貨物に対する徴集金〉などの主要料金については最

高料金を規定し、それ以上の料金を課することを禁じ、また、利用者に対し

ていかなる事態においても差別待遇してはならないと規定する。 状況の変化

によって最高料金の値上げが認められる場合、将来をみこして25%常にこの

法律によって値上げが許されるのが普通であるが、 実際には5%位しか値上

げを行わないようである。

設備ならびにサーヴイスに対する料金、例えば、クレーン使用料や倉庫搬

出料などは“reasonable"(合理的なもの)とのみ規定する。

さらに交通省が主要料金の最高料金を値上げをする場合、その妥当性ある

いはこれらの法律が規定しようとする値上げ率に関して議会に交通大臣は報

告する義務を持っている。

Independen t Portsの中小港湾の諸料金は、 Transport Charges， etc 

(Miscellaneous Provision) Act， 1954の第6条によって規制を受ける。港

庁が値上げを行なおうとする場合交通省に申請するが、交通省は最高料金を

規制するというよりも実際的な値上げ率を決めるようである。 しかし、 港庁

は値上げの希望率ならびに理由を事前に公表しなければならない。もし反対

があれば交通省はその料金の値上げが港湾効率の改善に適正であるかどうか、

また利用者に平等なものであるかどうか調査裁定しなければならない。さらd

に、港湾利用者は諸料金の引き下げを希望するとき、同じ手続きを持って値

下げを申請することができる。

港湾、諸料金は大きく分けて、ο)Dues on Ships (船舶に対する使用料〉、

(2) Dues 011 Goods (貨物に対する徴集金〉、(3)水先料、(4)曳船料とはしけ料、

(司その他の諸費用からなる。

(1)船舶に対する使用料は、港湾施設、船舶、 ドック、場頭、河川管理、ま

たはこれらを組合わせた料金からなるが、得た収入は、水路のしゅんせつ、
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航路標識、プイ、河川埠頭のパース、ドック、またある場合にはドック内の

水先案内業務やタグボートの維持に要する費用をまかなうために使用される。

これら諸料金は法規で定められた限界内で、船主(または用船主〉に対して、

通常登録純トン数について謀せられる。また入港の条件によっても料金は異

なってくる。例えば、悪天候のため入港を余儀なくされた場合には低い料率

が課せられる。 料金を支払った本~Jøは、 定められた期間すなわち30 日 以内に

碇泊することができるが、この期聞を超える場合、その超過碇泊日または週

毎に多少の追加料金を支払わなければならない。

船型、碇泊期間などを考慮した設備利用の程度、貨物の種類、港湾利用の頻

度によって、 割引料金が課せられる。しかし、 現行の料金には数多くの例外

規定割引き、特典があるので合理的な計算制度を引き出すことは困難である。

われわれの注目すべきは、 この割引料金、例外規定割き料金や特~のある

点である。 PrivateActs of Parliament relating to the Individual Ports 

やTransportCharges， etc (MisceIlaneous Prevision (Act， 1954など港湾

諸料金を規定する法律で、利用者に対していかなる事態においても差別待遇

をしてはならないと規定していながら、このような割引きや特典を設けてい

るのは、突に巧妙な方法で、自国海運を保護し実際には外国船舶と利用者に

対して差別をしていることを意味する。なぜなら、一般的に言って設備利用

の娯度の多いのは自国船であり、貨物の種類による特典や割引きも自国船運

送の主要貨物について考慮を払う ことができるからである。

(2) 貨物に対する徴集金

貨物に対する徴集金は、portrates， dock rate， wharfage rates， quay 

ratesなど各種の名称で知られている。これら徴集金は、重量、容積、数量

の単位につきいくらという基準で船積、荷卸し、中継ぎ貨物総てに対して徴

集される。ζれらの料金は輸出入業者が港庁に支払い、 得た収入は、貨物の

運送に不可決な固定施設(たとえば崎頭、道路、上匡など〉を提供または維

持する費用にあてられる。

これら話料金率は貨物の価格によって決めるのは事実であるが、それぞれ
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の料率が絶対にこの基準に立って定められたという根拠はない。料率表はロ

ンドンだけでなく他の港でも長年月をかけて作られたもので、特定貨物を引

き寄せる必要、特定の貨物量、およひ:'m1'了貨物荷役施設を考慮、に入れて作ら
れている。また移出入貨物、輸出入貨物で料金は異なるo

(3) 水 先料

海上水先料ならびに河川水先料は、ほとんどどのような船級の船舶にも課

せられるが、これは The Corporation of Trinity Houseの収入となる。

The Corporation of Trinity Houseは、イギリス最大の水先案内の権威と

して知られ、その勢力闘はロンドンならびにサザンプトン港を含み、それ以

外に相当多数の港湾に水先案内免許を与えた人々を送っている。

(必 曳船料とはしけ料

テームズ河における船舶曳船に課せられる曳船料は作業を受託する曳船会

社と船主聞の協定事項である。

ドック内の曳船は P.L. A の所管である。ロンドンでは P.L. Aがはし

けを多数持ち、ロンドン ・ドック、西インド ・ドック、 東西インド・ドック

での荷卸し作業は P.L. Aで行う。その他のドックおよび港内の他の施設

では、荷卸し作業と輸出貨物の積込み作業は、船主と料率を契約した荷役会社

によって行われるので、それらの場合のはしけ荷役はこれら荷役会社のもの、

またはその関係会社によって行われる。ロッヂデール報告書によると P.L. 

A の監督下にあるドックで、貯による積込み、荷卸しは輸入では70%、輸

出では40%以上になっている。

(5) その他の諸費用

水代、 電気ガス料金、荷役機能設備使用、貸付料、水夫雇傭料、領事証明

料、荷役労務費、作業監督料および調査手数料なと、がある。

第10表は、ロンドン港の収支表である。

ロンドンは61年度においでほぼ55万ポンドの利益を挙げたにもかかわらず、

債権償還基金、 機械施設更新準備金などの積立金を差引きほぽ70万ポンドの

赤字となった。
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第叩表 ロンドン港の収支 (単位ポンド〉

1 9 6 2年度 1 9 6 1年度

営 業 j員 益

営 業 l反 入 23，478，091 20，689，386 

~; 業 支 出 19，867，518 19，091，303 

今'"'昔~ 業 利 益 3，610，573 1，598，083 

営業外損益

営 業 外 収 入 616，200 321，641 

~' ・ 業 外 費 用 1，765，944 1，374，208 

経 ぺ;t;~ 矛リ 主主 2，460，829 545，516 

官え 権 f:D: 選 基 金 441，444 424，898 

機械・施設更新準備金 950，000 750，000 

保険料積立金繰入れ 101， 755 89，145 

所 f号 税 11，108 

当 j羽 末 処 fノ、J 矛IJ 益 956，522 ム 718，527 

(注) R. L. A.発表の損益計算書より

そこで62年秋、次のごとく使用料の値上け'を行った。

1. 船舶関係 値上げ率

ドック使用料 17.5% 

係 船 業} 17.5 

クレーン賃貸料 19.4 

乾 ドッ クキ| 19.3 

2. 貨物関係

陸揚料金 11. 3% 

直渡 し料 金 11. 4 

貨物浴税(石油類を除く〉 10.0 

運河通航料 11.1 

この結果、 62年度には経常利益で 246万ポンド、準備金、積立金など差引

いても96万ポンドの利益を得るに至っている。このように使用料収入で経常

費を 卜分に賄ない、今後の港湾開発のため建設費の一部を積立て、さらに借

入金の償還に充当しうる余力を残した経営を行っているのである。 この結果、

ロツチデーノレ委員会も指摘しているよ うに欧州大陸に較べて割高の港湾諸料
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金となっている。

しかし、ロッチデーノレ委員会は、港湾それ自体本質的に独占性を持つもの

であるので、港湾のサーヴイスと効率がよければ、諸料金がある程度高くと

もやむを得ないとしている点は注目に値する。しかも、まだこれでも諸料金

は原価主義に立っていると断定しえないので原佃主義を確立すベぎだと もい

っているのである。これは現在以上の値上げをすることを意味する。

さらに、船舶が定期的に港に出入する場合は、 appropriated berth 

seystem という、 同じ碇泊場所を使えるように許可する特典を与え、その

賃貸料を P.L. 1'1が取るが、その碇泊地が空いている ときは自由に使用する

権利を保持する方法を採用しているなどわれわれも参考にすべき点が多い。

このようにすれば、船会社は専従の港湾労働力を養成できるとともに荷投ス

ピードを増すことができるからである。

第11表は、イギリス主要港湾の港庁によって行ーわれるサーヴイスの一覧表

である。これは、ロッチデル港湾調査委員会の調査報告書(1962年9月発表〉

の中からとり 出したものである。

2-2-2-3 ニェーヨーク港の港湾管理経営制度と港湾諸料金徴集制度

ニュー ヨーク港は、港庁経営港の代表的なものとして知られているが、港

庁以外に公機関としてニューヨーク市もまた港湾を所有経営している点は、

ロンドン港と趣を異にしている。別名 NewYork-New Jersey Port と呼

ばれるように NewYork 州と NewJersey 州の2州にまたがるアメリカ

最大港であり、港湾地区 CPortDistrict)といわれる地域がある。

ニューヨーク港と ニュー ヨーク港湾地区との聞にはっきりとした基準的境

界線はないがω陸軍工兵隊と商務省海事局の規定、(幼ニューヨ ーク港庁の規
定、(3)ニューヨーク港水際委員会の規定、ωアメリカ州際商業委員会の規定、
(5)大蔵省税関部の規定、(的ニューヨーク港長、沿岸警{毎隊、大蔵省などの規

定によって、それら機関の活動範囲に応じて規定されている。 しかし、一応

Port Compact (港湾協定〉によって、POrtof New Yorkと PortDistrict 

との合計而積は 1，500平方マイノレだと規定されている。
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第 11表港庁によって行われるサービス

¥ |水 曳 航 波 倉 河 お1 和i
海 止 席¥ →'j- ー ピス
場 荷 卸

先 灯 ド 』ヒ )1¥ ¥ 
標 ツ 震 船 芹山 船 岸

¥¥  ¥¥¥  
案 式 ク の ~}!i 

込ー fi= 名 ¥ フ
の
82 j定

~ 内 船 イ 供 供 理 内 壁 内 壁
Port of London Authority 一 一一
London Wharfingers 

(1) 

一 一
Southampton Harbour Board 

Southampton-B. T. C 

Port of Bristol Authority 
(2) 

一一一一
Newport (Mon)-B. T. C 

(3) 

一 一一一一
Cardiff-B. T. C 

(4) 

一 一一一一
Swansea-B. T. C 一一一一
Mersey Docks and Harbour 

Board 

Manchester Ship Canal Co 
(5) 

(6) (6) (6) (6) 
Clyde Navigation Trust 一一一

(7) (7) (7) (7) 
Leith Dock Commission 一一一一

(8) 
Grangemouth-B. T. C 一一
Tyne Improvement Commission 

(9) (9) 

一一一一
Middlesbrough-B. T. C 一一
Tees Conservancy Commission 

日。 (10) ω} 。。 。。 。。

Hull-B. T. C 一一一
Immingham-B. T. C 一 一

一一一一 責任の分割 (共同責任〉

一一一一 地干の責任

(注 1) 

ノート;

(1) P. L. T によってドック!]，船のみが行われる。

(2) Bristol Authorityは港の或る限度内において完全な股理者を持つ。

(3) B. T. C によって ドック曳船のみが行われる。

(4) B. T. C によって ドック曳船のみが行われる。
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(5) 船舶水路の維持に関して。

(6) Trustの荷役維は Meadowsidegranaryの穀物に限定される。

(7) この点に|刻する港庁の機能は非常に';1，山浪されている。

(8) ここにおける B.T. C.の行うるT荷荷役は昇降機やコンベヤーを通じて行う、
石炭と他のノ4ラ新み貨物に限定される。

(9) 若干の設備は NewcastleCorporation Quayにおいて提供される。

(10) これは LackenbyDockで提案されている運営に関係がある。

(注 2) Hullは北部イングランドの工業地帯 York，Leedなどを背後地とする港

湾で、正式には Kingstonupon Hullとl呼ぶ。 港湾監理機関は Humber

である。

ニュー ヨーク港庁は、独立採算性と非政治性を基本と して、港域内の終端

施設、運送施設、商業施設の完備をはかる法人である。 しかし、つぎの4項

目はニューヨーク港ーの主管外にあるといわれる。

(1) マンハ ッタン島の前面にある ドック経営はニュ ーヨーク市に属する。

(2) 水先案内は、 両州の選任した委員会によって監督される。

(3) 港内の水面を保全し、かつ盛芥の投棄を監督防止するのは、大統領に

よって特に任命され、陸軍大臣の管理下に置かれている監督官である。

(4) 係船場の指定、爆発物取扱監督、船内仲仕取締りは、連邦官吏である

水上警察官があたる。

ニューヨーク港庁の事業は、非常に広範囲にわたり、 港湾都市と して必要

と見られる交通機関はほとんどその事業の中に含まれている。図表化すると

第 1図のごとくなる。

第 1図 ニューヨーク;巷庁の事業図
てーI，-(1)運送施設窃栄一一州際水上障害の除去を目的とする貨車航走に関するもの
ヱエl一一l

~ I Iー(2)終端施設事業 Iー鉄道タ ーミナノレ事業

I I 卜貨物自動車ターミナル事業
ク
港
の
事
業

ーノ〈ス ・ターミナノレ事業

海港タ ーミナノレ事業

一生鮮食品ターミ ナノレ事業

運送施設と終端施設にどのような施設があるか眺めてみよう。 1921年両州

協定(第22条〕の定義によると終端施設は次の通りである。

r J皐題、桟橋、スリッ プ、渡船、船渠、乾船渠、パノレクヘッ ド、岸壁、ベ
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イスン、貨車航送)1)、浮桟橋、穀物エレベータ 一、 倉庫、冷蔵庫、鉄道線路、

操車場、上屋、転轍器、連結器、架空機械、その他船舶 ・鉄道 ・貨物各タ ー

ミナノレにおける貨物の取扱 ・貯蔵・積荷・荷卸のために用いられ、または将

来用いられるべきターミナノレまたは貯蔵の施設で、ある。J

また運送施設というのは、同協定第22条の定義によると次の通りである。

鉄道、貨物自動車、道路上運搬車、 トンネノレ、橋梁、ポート、 渡船、貨車

航送(2)、船舶、曳船、浮エレベータ一、小舟、港内用小舟、港内用航突機、

その他現在および将来にわたって貨客運送に使用されるあらゆる種類の運送

施設を含む。」

Crt 1・注2)貨車航送は、終端施設と運送施設との双方に現らわれるが、前者は終
端施設と しての商を、後者は運送施設としての函をみたものと思われる。 一矢野

阿Ij["港湾経済の研究」、1964、港湾協会。

とのような事業を行うばかりでなく、ニュ ーヨーク港庁は、港湾、ならびに

空港を兼営し、そのうえ陸上運送のための諸設備を整え、多角的な経営を行

第 12表 ニューヨーク港の収支 (単位:千トツレ〕

1 9 6 2年 196 1年

総運営収入 135，059 123，267 

総営営支 出 65，742 56，018 

忠告 迩 拾にf; J収 入 69，317 67，249 

f!-1 産 l艮 入

{投資収入 4，806 4，339 

債券評価修正損(ー)1，主 2，310 (一)1，943 

JllI. 入 総 言十 ユ生笠4 69，645 

Gt 3哩込

16，280 14，807 

滅債基金所要金 20，777 19，002 

短期債償還 31，000 32，000 

繰 上償還 2，038 489 

fl't泣総合 計 70，095 66，298 

差 引準備金鳩如l忽i 6，338 3，346 

flt 留 保 金 総 m:l 82，112 79，065 

当年度末留保金総額 88， 751 82，412 

u下〉 港湾局管理課調べ
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っているにもかかわらず、十分な償還を行ない、なお留保金を多額に積立て

ている。ここで‘空港まで、経営を延はしている点は、都市交通という面を考え

るとき、非常に合理的であるし、われわれも参考にしなければならない。

第12表はニューヨーク港の収支状況を示したものである。この表は減価償

却の代りに償還ベースで記述されているが、 1961、62年両年度とも経営収入

で7，000万ドル弱の黒字を出し、留保金も過去からの蓄積した総額が 8，000

万ドルにのぼるという素晴らしい経営内容を示しているのである。

2-2-3 貿易構造と港湾経費収支構造

2-1においてアメリカを例にとり 、貿易構造が港湾経費収支の構造に与え

る影響を考えて見た。この場合、輸出入貿易の貿易構造とともに、海上運送

を行う船舶が、自国船か、外国船かということ、すなわち積取比率が問題と

なるのである。

輸出の場合邦船によって運送されるときは、わが国の港湾における港湾経

費は国際収支上の収入となるが、外国港における港湾経費は国際収支上の支

出となる。外船がわが国港湾に入港する場合は収入となる。それゆえ、輸出

の積取比率が大きい場合は、運賃の収入は増えるが、港湾経費支出は積取比

率の増大に応じて増大し、国際収支上の後献度においては相反する性格を待

つ。輸出の場合、もし外船によって運送される場合が多くなれば、海上運賃

国際収支はマイナスになり、港湾経費収入が多くなり、輸出を邦船で行なう

場合と全く逆となる。

反対に、輸入輸送を眺めて見ると、邦船による輸送は港湾経費収支が支出

になるが海上運賃国際収支はプラスになるo外船となると、港湾経費収支は

収入となるが運賃が支出となって、輸出輸送の場合と全く逆の現象を呈する。

また、三国間輸送はわが港湾経費収支には関係ないが、海上運賃国際収支

がプラスになり 、寄港数によって港湾経費の支出が増減する。すなわち、寄

港湾が多ければ支出が多くなる。

邦船の積取り比率は、わが国の貿易量と外港船腹量との相聞において定ま

るものであり、輸出積取り比率は定期船船腹量、輸入積取り比率は不定期船
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とりわけタシカーや専用船の船腹量と密接な関係にあることが以上の説明か

ら明らかである。

これは2-2で前述したことであるが、貿易商品ならびに貨物の港湾流通量、

重量、価格などによって、また商品の種類によって、船種、出入港船舶数な

らびにセーリング数が決定し、このことによって港湾経由収支椛造が変化す

ることに注意しなければならない。

2-2-4 港湾能力ならびに機能港湾経費収支構造

港湾能力と機能は、船舶回転率と港湾流通貨物量の増減を決定する主要条

件となる。港湾、の能力や機能が増大することによって、 積込み荷卸しに要す

る時間ならびに沖待ちの時聞が短縮、すなわち港湾時聞が短縮して、船舶回

転率が増大し、船舶運港の収益性は改善され、船混みによってその港湾を流

通すべき貨物で回避されていたものが流通するようになり貨物i立が場大する。

船舶回転率の増大と流通貨物量の地加は、自然に港湾、経由収入の増大となる

のである。

港湾能力は、 交通量の規模、交通の性格、交通のパターンにもとづいて決

定されるものであるが、 効率と能力のな義に相違があるので明確にしておく

必要がある。

港湾能力 (port capacity) は、 単位時間あたり貨物の可能流動量で測定

される絶対的なもので、 基本ならびに機能施設設備、 労働力、土地と資本で

決定される。 すなわち港湾の生産要素で決定される。

港湾効率 (portefficiency)は、一定能力を得るために要する賀舟の尺度

といえる。 例えば、同一能力を持つ二つの港があって、そのひとつが少ない

費用で、その港湾能力の水準に達することがでさるならば、その港は他の港

より効率的であるというのである。

また、ある港に必要な港湾能力は、港を流通する貨物ill:の直接的問数であ

るので、流通貨物量によって決まる。なぜなら、貨物の流れとその結果とし

ての交通量は季節的変動を受けるのが通常であり、 単位時間あたり貨物流動

が一定する港はほとんどないからである。
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季節変動は貨物流動を生み出す諸要因をもって説明しうる。とにかく港を

流通する貨物は、便宜的または必要にせめられて当該港を流通するのである。

それゆえ、ときとして、港湾経費のある程度の値上げは、その港湾の貨物流

動量にほとんど影響しないという議論も出てくるのである。それゆえ港のヒ

ンタ ーランドならびにヒンターランドに結びついている市場地域の交通を生

み出す諸要因を把揮しなければならない。この問題は代替港を考えると一層

複離となる。しかし一般原則を考えるときには考慮に入れる必要はないであ

ろう。

また、港のヒンターラン ドにおける土地資源がどのように利用されている

かが、港湾流動貨物の構成ならびに数量を決定する際、重要な役割を演じ、

貨物流通にとっても重要である。

港湾能力は、 最少可能能力 (smallestpossible capacity) と最大能力

(maximum capcity) の中聞に位置するのが普通である最少可能能力は平

均貨物港湾流動量に相応する能力であり、 最大能力は、ピーク時における貨

物流動量に相応する能力である。これが船主側と港湾管理者の必然的な対立

を生み出すのである。そして、平均貨物流動量とピーク時における貨物流動

量のギャップは、その港湾のヒンターランドの経済的構成によって直接に決

まるであろ う。

第2図は、船積みおよび港湾の経営貨用に影響する要因を図表化したもの

である。

では港湾能力と港湾経費の関連図を第3図で示して見ょう。港湾能力の増

加によって、 A曲線は硫泊中の船費がどのように変るかを見たものであり、

B曲線は貨物費の変化を眺めたものであり、 C曲線はA・B曲線の和である。
すなわち港湾経費を示している。また、 Kは、 C曲線の最少費用の点、すな

わちその港湾の最適投資点を示している。ただし、この図は貨物の流れが一

定の場合であるとした場合である。

Kは右に後動する。なぜなら、 (1)貨物の流れを一定にすることはできない。

(2)港湾能力を増すことによって船ごみによって失っていた貨物量は回復する
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第2園 船積みおよび経営費用に影響する要因 .

(注)(工〉

(JI) 

(lli) 

絡将み/荷H¥'f総膏周一一一寸

1 n <A:泊中の陥管

time in port 

lE航渇中州世 |
~ ShiPPing cost 
W)dtSed 戸

Y 

'L一一一一一ー一一一JI

(a) 港湾設備経;営費用(1)は、港湾の施設(めとバ一久の占j羽目1Iち施設の

使用闘できまる。

(b) パースの専用はパースの数(G)と年間取扱トン数帥及びサービス(工〕

できまる。

(c) 用役提供時聞は、船積ーみ/荷揚げ速度助

ω及び船の運搬トン数制で決まる。
(d) 船積み/荷揚げ速度は港湾施設の特徴ω
自舎の設計(c)できまる。

ミースへの近づきやすさ

貨物の形態(B)及び船の船

港における船費は、回転1時間倒と船の大きさ(紛で決まる。

(a) 船混み遅延は、パースの数(υ パースの占用制平型サービスl時間

制及び船の到着の不規則性(0)できまる。

(ゆ 回転l時間は船ごみ遅延官)とサービス時間(ωの合計ーである。(工)+(JI)

=港内における船積み/荷揚げのたあに費やされるl時聞に対する総貨

物費用である。

航海中の船績は船の大きさ側と航海l時間(ωで決まる。
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航海l時間は船の速力制で決まる。

港湾運営費用の主要要素は、①船舶はらびに②それに相応する港湾施設の能

力と費用と流通貨物の椛造と規模の間の尉係にある。

第 3図港湾能力と港湾経費の関連

ド
ン
叫
す
り
骨
筒

港湾能力

であろう。(3)港湾能率の上昇によって貨物量が増大するであろう。以上三つ

の理由によってKは右に移動する傾向にあると考えてよい。

港湾投資による開発が、 たとえ貨物取扱費用の上昇を意味しても、貨物~J~

の上昇が船費の減少より小さいならば、港湾施設能力の開発をしてはならな

いという根拠はない。ただしこの場合、他に更によい投資分野(代替的〉が

なく 、投資資金の不足が充分に利益率に反映するこ とを条件とする。

2-2-5 港湾の立地条件と港湾経費収支構造

港湾、経費は、港湾が臨海港であるか、河港であるかによっても相当呉な

る。たとえば、水先案内料をとりあげてみると世界の主要港湾のほとんどは

河川港であり 、ロンドン、ハン7.ルクなどは河口からほぼ100キロ メートノレ

の地点に、 ドック停泊地域があるのである。日本の主要外貿易港である、神

戸、横浜、門司などは臨海港であるため、これらの日本の主要港湾と外国の

主要河川港湾とにおける水先案内料を比べるさいに、ただ支出した経訟を比

べて高い安いを決定するとしたら大きな比較上のまちがいが生じてくるので

はなかろうか。

たとえば、ロ ンドンの場合は、水先案内の権限を持つ機関が二つに分れて

いて、ドー ヴア海峡上のダンジネスの水先案内所から停泊地までは、 The

Corporation of Trinity House所属のパイロットによって水先案内が行な
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われ、とれがまた海上ノξイロ ットとテームズ河のパイロ ットに分かれて、テ

ームズ河中途のグロ ーセンドで両者の交代が行なわれる。一方、停泊ドック

の中には、 ドック専門のパイロットが強制的ではないが慣習的に雇われる。

すなわち、 3隻のタツグ・ポートと 3人のパイロットが入港完了まで雇われ

るので、パイロット、ならびにタツグ・ボートの使用l時間、使用日数ともわ

が国と比べものにならない。 参考まで‘に邦船の各港におけるパイロットおよ

びタツグ・ボートの使用実績平均を図表化したものが次の第13表である。

第 13表 各港におけるパイロットおよびタツゲ・ボートの邦船による伎用実績

平均

港 名 |パイロッ ト|タツグ叶使用時間卜使用時 曳船の使用形態

横 浜 50分 40分 Tug IP 1， 100~2， 000 

事l' 戸 45 40 /1 600~1 ， 500 

New York 150 67 11 

通常2隻
1， 200~3， 500 

Los Angeles 56 55 

London 470 160 通常3隻

Hamburg 380 50 Tug 2/4隻使用

Rotterdam 163 53 11 2/3 11 

Bombay 127 90 グ 2隻必要

Bangkok 190 25 

Singapore 80 30 

Hong Kong 75 

Sydney 60 22 Tug 2隻使用

(注〉 船主協会 37年調査

3. “The Economic Vロlueof the U. S. Me代 hantm白山e"by the Transpor-

tation Center at Northwestern University， 1961における港費の計量的研

究について

この本の中で WalterY. Oiがアメリカ海運のコストを計量的に取扱っ

ているが、 TheDeterminants of the Costs of a Single Voyage (ー航海

コスト の決定要素〉と題する論文の中で、一航海のコストを決定する他のコ

スト計量式とともに港費 (portdues and charges) の計量式を発表してい
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る。そして、港費は船舶の大きさによって終極的には決定するが、その一部

は碇泊日数、寄港港の数によって決まると論じているのでここに紹介してお

こう。

CB=T (32+0.0065R) +B (227+0.0197R) 

CBは港費、 Tは碇泊日数、Bは寄港港の数、Rは船舶の貨物積載容積であ

る。

4.むすび

わが国が IMF協定の14条固から8条国に移行することによって、為替制

限を廃棄せざるを得なくなり、国際収支の長期均衡を図るため、その貿易外

収支の一番の赤字をしめる海運収支の主要部分として港湾収支が問題になっ

ているのである。港湾収支をいかにするか。物理的には港湾諸料金の値上げ

であるが、船舶の収益性、物的流通費、商品国際競争力への影響は相当にあ

るといわれている。その影響力はどの位あるのであろうか。港湾収支は果し

て改善可能なのであろうか。これを理論的に解明しようとしたのがこの研究

である。

それでまづ港湾収支構造がなぜ問題になるかを考えて見た。つぎに、港湾、

収支を規定する条件はなにかを考えて見た。その結果五つの条件が浮かびあ

がってきた。すなわち、ω内外船の寄港数、 (2)港湾諸料金、 (3)貿易構造、 (4)
港湾能力と機能、(4)港湾の立地条件である。これら諸条件がなぜ港湾収支を

規定するか。どこに問題点があるか。 これらの問題点は改善できるのか。で

はその方法はどうすればよいかを理論的にまたで、きるだけ実証しようと試み

た。港湾料金の考察のときには、わが国港湾管理経営制度と港湾諸料金徴集

制度を、最大の港庁経営港である ロンドン港と港庁であると同時に市営港で

あるニュー ヨーク港とを比較してみた。最後に WalterY. Oiの港費計量

式を紹介し、私の分析の正しいかどうかをテエツクしてみた。

その結果、結論としてつぎのような考えを持つに至った。 (1)わが国の貿易、

海運構造において港湾の国際収支における赤字は銭運国であるので本質的で
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さけられないものではなかろうか。(2)港湾諸料金の値上げ‘は物理的な港湾収

支の改善となり、ある程度の値上けeがあっても港湾には影響を与えないであ

ろう。また、港湾の流通機構が改善され、港湾関連事業の近代化がすすめば、

値上げは、消費者にとっては高いものにならないであろう。なぜなら港湾

において物的流通費の節約はもっとも可能性をかかえているからである。そ

れゆえ港湾能率と効率と料率の平型したパランスを取ることがもっとも大切

である。また、もし料率をあげるとするならば、港湾利用頒度数などによっ

て割引き、 特典などを与えているロンドンやニューヨークにならい、合法的

な差別料率を外国船に対して制定すべきである。また、伊)港湾料金は原価主

義を今以上にとり入れてはどうだろうか。 住)わが国港湾行政は国際海運に関

係する特定重要港湾よりも、圏内物資流通と工業港に加重を置きすぎている

のではあるまいか。(司港湾労働問題と港湾投資問題は長期的な計画のもとに、

港湾経営の独立採算|生を今少し考えて真剣にとりくむ重大時機に至っている

などである。

最後に外国文献に現われたものを引用し、外国におけるこの問題の研究方

法とその結果を眺めて見た。そして海運の収益性向上、物的流通費用の節約

をするために今後ますます考察研究すべき問題が港湾問題に多くあるのを痛

感したので、あった。
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港湾資産評価とその問題点

一一昭和38年度港湾調査「港湾投資と地域経済」を終って一一

1 はしがき

目次

1 はしがき

2. 港湾資産の概念、と分類

3. 港湾資産の評価

4 港湾資産評イiffiの問題点

杉樺新

(日本女子経済短大助教授〉

運輸省港湾局から日本港湾経済学会へつぎの研究課題が与えられた。すな

わち「港湾投資の地域開発に及ぼす効果に関する調査」のうち「港湾投資と

地域経済」についての研究である。この研究は、臨海工業地帯に毎年投ぜら

れる港湾投資およびその蓄積である港湾資産が、その地域の経済とどのよう

な相関々係をもっているのかを究明することにあり、昭和38年度は(1)、つぎ

の8港を調査対象にして実施された。すなわち室前、苫小牧、八戸、小名浜、

千葉、新潟、四日市および水島の各港について、昭和28年から昭和37年まで

の港湾投資、資産、および主要地域経済指標を時系列的に調査し、それらの

聞の相関々係を分析、検討して報告書(2)を作成したものである。

調査研究は学会員 3名(3)で、行ったが、筆者は港湾資産の評価について主と

して立論したので、本稿でも前記報告書のなかから、港湾資産評価に関する

要点を示して、そこに若干の私見を加え、かっ残された問題について検討を

加えてみたいと思う。

2. 港湾資産の概念と分類

(1) 港湾資産の概念



港湾資産の概念を明確に規定することは、なかなか困難なことである。港ー

湾資産に限らず、企業会計上の資産概念についても、不明確な意義において

使用されている場合が多い。すなわち、西l_e富治教授が指摘するように「そ

れは会計学が日常経済生活において実際に使用されている概念をそのままと

りきたって、直ちに学問上の術語として用いようとするからである。これら

の日常語は I個の概念を多くの異なった目的に対して使用せんとするために、

それを使用する時と場合により 、多くの異なる意義を示すので、ある。資産概

念の如きはその 1例である開。」 と。

そこで、われわれは港湾資産概念を形成するにあたって、ひとつの仮定的

立場を設けてすすめることにした。すなわち港湾資産は港湾における貨物運

送機能を遂行するために必要な、諸施設をすべて包含するものとして理解し、

結局、港湾の機能主義的資産概念を採用することにした。この考え方を導入

するにあたっては、以下若干の検討を試み、そして港湾法(5)とのかねあいを

考慮して定めたのである。

港湾資産の内容を何に求めるかという点では、土地を除く有形固定資産と

考えるか、土地あるいは航路、泊地等の水域施設を資産に繰入れるかどうか

という点で議論の分れる ところであるが、われわれは次のような考え方をと

った。第一に、水域施設についてはこれを資産に含めることにした、何故な

らば港湾投資における水域施設投資は非常に大きな割合を占め、資産額から

控除すれば、港湾機能における水域施設の重要性を無視することになるから

である。第二に、土地について土地価額の評価に多くの問題があるため、旧

来からの土地評価は考慮外として、土地を新しく造成した部分についてだけ、

それを取得原価主義に基づいて評価することと した。この用地造成費を無視

することは、それを行うことによって港湾機能の効率化が行われた場合を無

視するばかりでなく 、港湾に対する投資額と考えるべきものの中に占める用

地貨の比率が非常に大きいことによるものである。

さてわが国の港湾法について調べてみると、 そこには港湾資産の文言は見

当らない。しかし、われわれのいう港湾資産にほぼ該当するものとして「港
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湾施設」の規定がある。港湾法第二条第五項にはつぎのように記されている。

「この法律で 『港湾施設』とは、港湾区域及び臨港地区内における左に掲

げる施設をいう。

1. 水域施設航路、泊地及び船だまり

2. 外かく施設 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、こう門、護岸、

堤防、突堤及び胸壁

3. けい留施設 岩壁、けい船浮標、けい船くい、さん橋、浮さん橋、物

揚場及び船揚場

4. 臨港交通施設道路、橋りょう、鉄道、軌道及び運河

5. 航行補助施設航路標識投びに船舶の入出港のための信号施設、照明

施設及び港務通信施設

6. 荷さばき施設 固定式荷役機械、軌道走行式荷役機械及び上屋

7. 旅客施設 旅客乗降用固定施設、手荷物取扱所及び待合所

8. 保管施設 倉庫、野積場、貯木場、貯炭場、危険物置場及び貯泊施設

9. 船舶補給施設船舶のための給水施設、給油施設及び給炭施設

10. 港湾施設用地前各号の施設の敷地

さらに同条第六項には、

前項各号に掲げる施設で、港湾区域及び臨港地区内にないものについても、

運輸大臣が港湾管理者の申請によって認定したものは、港湾施設とみなす。

と定められている。

そこで、われわれはこの港湾法でいう「港湾施設」を港湾における貨物運

送機能を遂行するために必要な施設であると考え、これに工業用地造成分を

加えて、港湾資産概念を形成したのである。

(2) 港湾資産の分類

前述のように、港湾資産概念を規定して、われわれは第1表に示すような

資産分類を行った。この分類は、港湾法に準拠して作成したものを、 港湾調

査のために一部要約整理したものである。
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第 1表 港湾資産分類表

港 湾資産

施設別|工程別| 内 訳

水 1航 路 |

域 |泊 地|船納を含む

外 |防波 ・砂 ・潮堤 |
九 |突堤・導流淀 |

ミ |そ の 他 |水門 ・問門 ・護岸 ・堤防 ・胸壁等

叶|岸壁 |

トi物錫場|
桟橋 ・浮桟橋 |

留|そ の 他 !けい船浮標 ・けい船くい ・船揚場等

臨|土ー一副
委|鉄 道|軌道を含む

通 |その他|両主出

~ I 荷役機械 | 固定式 ・ 可動式いずれ も含む
5|上 屋 |荷さばき地を含む

保|倉庫 |

野積場 |

貯木炭場|

管|そ の 他 |危険物産場 ・貯泊施設等

船|引船|

舶|そ の 他 |補給船等

周 l坤 頭用地|
工業用地|

地|その他 |

そ の 他|航行制i助施設(航路際識〉船舶補給施設 ・港湾厚生施設

3. 港湾資産の評価

(1) 評{jni方法
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港湾資産の評価にあたっては、資産評価の方法を何に求めるかによって、

いくつかの方法を考えることができる。これまでの評価では、過去の投資額

の集計値をもって現在資産と考えるいわゆるインベン トリー・ メソッド

(Inventory method)が採用されることが多かった。(のところが最近、国民

経済研究協会による「祉会資本存在量の推計J(7) において採用した方法は、

キャパシティ・メソッド (Capacitymethod)による資産推計であった。同

協会の見解は概要つぎのとおりである。 (傍点筆者〉

今後における地域開発の立場からする社会資本の最重点部門として交通 ・

通信部門(道路 ・鉄道 ・港湾・ 電信 ・電話〉をとりあげて推計を行なうこと

とした。そして、これら部門の資本の評価ということについても、それぞれ

の社会資本のもっている機能的役割を重要視し、いわゆるキャパシティー ・

ベースで測れる方法論を基準にして推計を行なった点は、これまでのインベ

ントリー・メソッドによる推計方法と比較して、一つの特徴点であろうと思

うし、また、それを反映してか推計値自体も既存の数値よりも全体的に大き

な資産額となってあらわれている。

社会資本のみならず、企業資産についてもある程度妥当すると思うが、そ

れが現在および将来の経済成長の物的な担い手であるという対応関係の立場

を重視するならば、その資木なり 、資産のもつ機能的評側、つまりアクテ イ

ピィティ・ベースで考えるのが適当であろう。したがって、資産の利用によ

り資産の価値が減価鈎却費担当額だけ消耗したとする(純資産)減耗の考え

方は、企業会計学的資金対価としての価値をあらわすもので、アウトプット

との関係においては資産のキャパシティーの関係を適格に示すものではない。

むしろ能力的関係においては、減価*1';却費を控除しない数量的な評価により

考察されるべきであろう。それは、たとえば機械10台の産み出す能力価値、

またはIIJ員 100米の道路の産み出す能力価値ということで、 一般的に資本効

率が考えられるべきであることを意味するc (8) Jと述べている。

たしかに資産をキャパシティ ーの関係でとらえようとする場合は、施設の

数量的lt¥握が優先されようが、問題は、その数量的把握した施設の価額(金
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額〉調査である。前記協会も、この点を特につぎのように云っている。

「物的施設を評価するとしてもおのおのの施設投資の原単位をどうするかが、

すでに問題となる。それ故、ここでは現在各方面(主として官庁関係〉で使

用している新設乃至改良工事単価を使用した。 したがってそれらの推計値は

厳密には既存の物的施設を現在造ったらどの位かかるかといった再取得価額

ではなく 、むしろ現在の政府で予算のさい使用する工事費単価の平均的なも

ので評価したら、どの位のスト ック分布になるかをみたものである0(9)J 

さらに、アクティピィティ・ベースで考える場合、資産の減価償却を考慮

に入れないが、果してこれでよいものか、形あるものは必ず、その使用と時

の経過により物理的に機能的に、減価しているのである。われわれは、けっ

して企業会計学的資金対仰としての価値を考える立場でのみ、減価償却必要

論を唱えているのではなく 、資産の能力関係を考察する場合でも、ある方法

による減価償却は考慮の うちに入れなければならないと思う。

以上の検討を経て、われわれは港湾資産の評価にあたり、インベント リー

・メソッ ドを採用することとした。この方法にもそれなりの欠点があるが、

われわれは次のような順序により資産評価をすすめることにした。

① 昭和27年度末の現有資産の評価

昭和27年度末における港湾資産を評価し、とれを昭和30年価額に修正した。

この場合、昭和27年度末の現有資産をいかに評価するかが問題であるが、わ

れわれは必らずしも統一的方法に固執することなしある場合には港湾原簿

における昭和27年度末現在の現有施設について、その建設費と建設年次の明

らかなものについては、その物価修正を行い、かつ減価償却を考慮しながら、

昭和27年度末の現有資産額を算定し、またある場合には建設費が明らかでな

いため、原簿における施設を昭和37年価格で、評価し、それの減価率修正を行

い、さらに、昭和27年度価傾に修正するという方法をとった。

② 昭和27年度末資産額の昭和30年度価格による修正

昭和27年度の資産現有額(施設別・工種別〉が得られると、これに対して

後述のデフレーターによる修正を施し、昭和30年度資産額と した。
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③ 実質投資額の累加

以上の工種別実質資産額が得られたら、それに昭和28年以降の各年次別実

質投資額(各年次別資金投下額をデフレーター処理して、昭和30年基準に修

正したもの)から減価償却額を控除したものを累加した。その場合、災害復

旧工事費の資産繰入れについては議論があり得るけれども、われわれはこれ

を全額繰入れることとした。

-④ 減価償却額の控除

資産の減価償却については、・後述のとおり、施設別の耐用年数を設定して、

定額法による控除方式を採用した。 その場合残存価額は考慮しないものとし

て計算した。この定額法の採用と残存価額の無視は、何れも計算の簡素化の

立場からの要請である。

(2) 評価基準

資産評価における資産の価値については、従来極めて多くの異見があり、

その価値の認識、従って価値基準の採り方如何によっては、評価額にかなり

相違がある。そこで評価基準の二三を例示して、その特長を検討しわれわれ

が採用した基準の根拠を探ってみることにしよう。

① 原価主義 (CostBasis) 

これは、 実際原価主義取得原価主義、と もいわれ、資産評価基準を取得原

価におくもので、今日支配的に用いられている評価法である。乙こに取得原

価とは評価する時点において市場価額や時価相場に関係なく 、その資産の取

得価額に、取得を要する諸掛を加えた実際購入原価を指し、自ら資産を製作

した場合は製作価額を意味する。また固定資産については減価償却費を控除

した価額で、評価することを認めている。

原価主義の最大の長所は、計算の確実性である。すなわち、それは実際購

入原価または製作価額を基礎とするのであるから、見積や予測といった不確

実な要素の介入する余地がなく 、従って、 評価人の怒意的な見解によって左

右されることがないのである。

しかしながら、この原価主義は資産の現在価値を表わさない という重大な
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欠点をもっている。すなわち、物価が変動すれば、原価は単に過去の調達額

を示すのみで、資産の現在価値とは無関係となってしまう。

② 時価主義 (MarketPrice Basis) 

時価主義は、資産評価基準を評価時点におけるH寺{11Iiすなわち市場価額にお

くものである。市場価額とは、取引所相場のあるものはその取引価額により 、

またそれがない場合はこれに準じて推算した価額で‘ある。

時価主義は、このように現在の市場価額を基準として資産評価を行なうも

のであるから、それは最も正確に資産の現在価値を表示することができる。

この点は他の評価基準の追随し得ない長所である。

しかしながら、時価主義にあっては原価主義と 丁度逆に、計算の不確実性

という極めて重大な欠点がある。 すなわち評価すべき資産については、取引

所相場があるものは比較的容易に時価を算定することが可能であるが、相場

が立たない資産項目の場合、そこに評価人の主観による推算が行われる場合

があることである。

③ 低価主義 (Costor Market Rule) 

これは原価と時仰を比較し、両者のいずれか低い方をもって評価基準とす

るものである。要するに資産を内輪に評価しようとする立場で企業会計にお

ける堅実主義、保守主義の考え方によるものである。

④ 時価以下主義 (Valueless than Market Price Basis) 

これは時価を最高限度とするものである、時価が原価を上廻るときは時価

にまで評価引上げを行い、遂に日制聞が原{illi以下に低落した場合には、この時

価まで評価を行うのである。

以上四つの評価基準を説明したが、理論的には日制問主義を最も妥当とする

が、その実践的な困難を考えるとき、理論的な一貫性を有し、 なおかつ計算

確実な原価主義を採用せざるを得ず、われわれ港湾資産の評価にあたっても、

この原価主義を採用したのである。

(3) 減価償却

われわれが港湾資産の評価基準として、 基本的に採用したものは原価主義
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であったが、港湾資産が港湾機能を十分に発揮するように、 資産管理するた

めには港湾資産評価にあたってまず減価償却を考慮する必要がある。

減価償却を考慮する場合、港湾を利用する船舶の大型化という笑状に照し

て、また諸施設の近代化という点に注目 して、陳腐化をどの程度考慮に入れ

るかという問題が特に重視されなければならない。この陳腐化に対応する減

価償却計算法には何があるか、いくつかの計算法のなかから、 妥当な方法を

採り あげなければならない。

一般こ減価償却の計算法には、①定額法、②定率法、@稼働時間比例法、

④生産高比例法、 ⑤取替法さらに上記諸法を各資産について物件別に適用し

てゆく①個別償却法、 資産の群別・組別に適用してゆく②種類別償却法等々

があるが、われわれは港湾資産の評価にあたり、計算の単純化、簡素化の立

場から、定額法償却を群別に採用することとした。また耐周年数は港湾資産

の総合的機能維持を考慮する立場から、施設別に異なった次に示すような耐

周年数を採用することとした。

施設 l水域|外かく |けv'~ 1雪量 |荷さばき| 保管 | 船舶 | 用地 | その他
耐用年数|永久|印刷 5昨 I2昨 I20年 I30引 1昨 |永久 I30年

件) デフレーターによる修正

港湾資産の年次此較を試みるためには、年々の資産額をデフレ ーター

(deflater) によって修正することにより、 実質資産額を算定する必要があ

る。その場合に、デフレーターとしていかなる数字を採用するかという問題

は、資産評価上最も重要な問題の一つである。従来、港湾投資のデフレータ

ーは港湾建設工事に必要な資材費、労務費を加重平均することによって作成

されてきた。その場合、 資材についてはいかなる資材費と労務費をいかなる

ウエイトで加重するかによって、デフレーターの内容も変化する。また、そ

れぞれの物価指数はいかなるものに依存するかという問題もある。

従来用いられていたデフレーターは港湾工事使用資材として、鋼材(405的、

木材 (20%)、 セメント (205初、石炭 (20%)、を採用してきたが、石炭の
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減少、石材の増大という最近の港湾工事の内容に照して、右炭と石材を置換

えた、新しいウエイト(石材45%、鋼材20%、セメント20%、木材15%)に

よる資材価格指数(卸売物価指数による)が算定され、これを賃金指数と対

比して、従来通り資材費60%、労務費40%の割合で加重された試算指数、さ

らにこれに若干の修正を加えた「今後使用するデフレーター」が運輸省、港湾

局計画課において作成されているので、これを昭和30年基準に修正して採用

することとした。それは次に示すとおりである。

年 次 27 28 29 30 31 32 33 

デフレーター 3.71 100.0 1 9.7 1 100.0 1山 71122.3 1 116. 3 

年 次 34 35 36 37 

デフレーター I 120. 7 1 123. 7 I 136. 9 I凶 1

(5) 結果の吟味

港湾、資産の評価にあたり、われわれはすで司に述べてきたように港湾投資額

の積上げ方式を採用した。このこの方式により算定した各港湾の資産額の伸

び率を指数化して示すと第1図のようになる。この図から、 資産増加の割合

に応じて次のように港をプノレーピングすることができょう。

①超高度成長港苫小牧港

②高度成長港 千葉、室岡、水島、四日市港

③ 低成長港 新潟、小名浜、八戸港

このようなブルーピングの適否は別としても、超高度成長港である苫小牧

は次の二点から、そのことが証明されうる。第ーには昭和30年より後の急速

な成長のために指数的には驚くべき数字が現われたこと。 第こには昭和34年

以後戦略的政策的開発港としての性格が明確に現われていること。この二つ

の条件が超高度、かつ急速成長港としての苫小牧港を規定しているものと考

えることができる。次に高度成長港である千葉、室閥、四日市、水島の各港

は次の二つの条件を具備しているという特徴がある。すなわち、第ーには石

油港湾、鉄鉱港湾として臨海性装置工業を港湾の内部にあるいは周辺に擁し
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第1図港湾資産指数の推移
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ているため、それに関連した資産の噌加があったこと。第二には第一の条件

と関連して工業地の造成が大規模に実施されたこと。この二つの条件に支え

られて臨海工業地帯としての港湾資産の伸びが顕著であったと考えられるの

である。

低成長港にグルーピングした新潟、小名浜、八戸の3港も図から読みとれ

るように、過去10年の聞に倍増しているという意味においては、伸びが低い

といいきることには問題があるが、相対的に低位にあることは否定できない。

問題は何が相対的低位にとどめた原因であるかである。考えられる第一点は、

港湾が性格変化を行いそれぞれの特性をもちつつも規模の変化が大であった
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か、あるいは鈷二に、性格変化もなく 、したがって規模の変化も余り大き〈

なかったかという問涯になると、 3港とも工業港ーとしての脱皮をはかつてき

たし、今後もそうなることが期待される以上、前者の解釈が妥当であると云

えよう。

4. 港湾資産評価の問題点

以上述べてきたことにより港湾資産の評価がなされ、かつ資産の年次別推

移の姿を把えることができた。報告書では、この後に続いて地域経済指標と

この港湾資産の相闘を求めて港湾投資の地域経済開発への波及効果を論究し

ているが、ここでは港湾資産評価に関しての問題点をとりあげて論じてみよ

つ。

まず今回の港湾、調査(昭和38年度〉を実施するにあたり、その前提ともな

る問題として次の二つの事項を組上にのせることにしよう。

① 港湾原簿の整備

② 港湾の陸域の確定

港湾原簿は現在、港湾管理者(10) および運輸省港湾局に備えつけられてい

るが、事実の正確性(特に網羅性〉、また利用する立場からの使益性という

点で必らずしも満足すべき状態ではない。特に原簿の作成形式が、加除式に

なっているので、過去の施設保有については知る由もない。現在時点におけ

る施設の情報のみならず、各年度末の保有施設を記録しておくことが統計調

査上必要なことであろう。

次に港湾の陸域の問題であるが、これが必らずしも各港湾について確定さ

れていなし、。陸域の確定がないと、われわれの港湾資産調査も非常に困難を

極めるのである。この陸域については、港湾法に臨港地区の規定がある(11)

がそれは港湾管;理者が運輸大臣に認可を受けて定めることができると してあ

り、全部の各港湾が現在、この認可を受けていない。早急に認可を受けて陸

域の確定が望まれるところである。

次に問題になるのは、港湾調査における基木問題の解釈である。たとえば
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港湾公共投資とは何か、公共投資概念について掘下げなければならない。港

湾資産概念についても全く同篠である。さらに資産評価基準の選択にあたり、

より一層の吟味と減価償却における資産の耐用年数の厳密な確定、さらに妥

当な減価償却計算方法の選択と、残された問題は深く、おおきい。

また、この調査実施中における重要問題で・あるにも拘らず調査困難であっ

た事項としては、まず全般的に年次別の港湾工事(施設別〉の数量出握と金

額国握が適格になされなかったこと。すなわち数量的把握は主として土木技

術担当者の関心事であり、金額的把握は財政事務担当者がそれに当っている

が、両者の聞に必らずしも統ーが保たれているとは云えない面があることで

ある。こ こに港湾における物量計算と金額計算の融合化を図る、いうところ

の港湾原価計算の必要性を強く認むべきであろう。

さらに調査中の困難な問題としては、民間投資額、資産額J巴握の1':，:]題があ

る。われわれの調査は港湾法に立脚する調査項目をもってあたったが、民間

会社における投資、資産の計算項目(勘定料目〉はすべて企業会計方式によ

るため、それらの調整のためかなりの手数がかかることである。

最後に将来の問題として港湾の管理の問題について一言しておきたい。こ

こに港湾の管理とは、ポート・マネジメントのことであり、まず第ーに各港

湾に対する総額投資計画と統制が行われるべきであると思う。総額投資とは、

港湾への国・地方公共団体・民間会社等全体の投資を意味するが、実際に港

湾建設計画にあたり、国・地方公共団体 ・民間会社等が、それぞれ思い思い

の考えて、投資するのではなく 、そこに調和ある計画立案がなされることが望

ましい。そこには当然、各港湾の総資産の一元的な管理 (administration)

ないし経営 (management)がなされなければならない。港湾に関する固有

財産と地方公共団体の資産さらに、民間所有の港湾資産を統一的な立場で管

理ないし経営することが、港湾の発展のために重要なことであると思う。

もちろん、以上述べた港湾個々の管理 ・経営としづ、いわば個別経済的な

考察のみで足るというのではなく 、その基礎にあるいはその総括としての国

民経済的な港湾の考察もなされなくてはならない。
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〈註〉

(1) 昭和38年度調査対象港湾は次の 8港:室前、苫小牧、八戸、小名浜、千葉、新潟、

四日市、 水島の諸港であり、昭和39年度の調査対象港湾は上記8港の継続調査に以

下の13港が加えられ40.3.31に調査報告を済している。小得、秋田、塩釜、鹿島、

伏木富山、 清水、姫路、広島、宇部、小野田、新居浜、博多、長崎の諸港

白) 運輸省港湾局臨海工業地帯課「港湾投資の地域開発に及ぼす効果に関する調査報

告書」第一編「港湾投資と地域経済」昭和39年3月31日発行

(3) 昭和38年度港湾調査の主査は、日本港湾経済学会々長矢野剛氏、調査研究者は

会員岡田清氏〈成城大学助教授〕と筆者の2名

(4) 西垣富治著「会計学提要J113頁

(5) 港湾法昭和25年、法律第218号、26年改正法第63号 ・第196号

(6) 財団法人国民経済研究協会社会資本研究委員会「交通通信部門における社会資

本存在量の地域別推計」昭和38年3月、 231頁

(7) 宮崎茂一稿「インベント リー・ システムによる公共資産の推計」 、中山伊知郎編、

「日本の国富構造」所収、東洋経済新報社、昭和34年、pp.145~ 159. 

(8) 国民経済研究協会前掲書 3頁

(9)向上 向上 411

間港湾の管理は、港湾法により港湾管理者が行なう こととなっており、港湾管理者

たる資格としては、①現に施設を管理している地方公共団体、②従来、港湾の費用

を負担してきた地方公共団体、①その港湾区域を地先水面とする地方公共団体、の

いづれかが要求され、この資格に該当する地方公共団体は、 ①単独で、自身が港湾

管理者となるか、叉は港務局をつくってこれを港湾管理者とする。②共同で、一部

事務組合又は浴務局をつくってこれを港湾管理者とする。のいづれかの方法により

港湾管理者を設立することとなっている。どの方法によるかは地方公共団体の自由

に委されており、現状では、都府県又は市町村が単独で港湾管理者となっている場

合が大部分であって、 港務局は全国で1例、一部事務組合は全国で3例にすぎない

(次表参照〉。

港湾管理者の主な業務と しては、港湾施設の建設、改良の計画の作成、港湾工事

の施行、港湾施設の管理運営、臨海工業用地の造成、関係統計資料の作成等があげ

られる。

港湾と港湾管理者一覧 (39.8.1.現在〕

港 湾 管 理 者
区 分 総 数

都府県 1市町村 1港務局 1務部組事合 1

公告水域
言十

特定重要港湾 11 4 5 。 2 11 。
重要港湾 82 65 14 1 1 81 1 

地方港湾 955 443 350 。 。 793 162 

iロL 計| 163 

(運輸省港湾局管理課編港湾の概況より〉
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公告水域とは、浴湾管理者の設立はないが、一定水域について都道府県知事が施設

の建設、水域の占用等について規則を行っているものである。

仰 港湾法第2条第4項 この法律で 「臨港地区」とは都市計画法第10条第3項によ

って臨港地区と して指定された地区又は第38条の規定により港湾管理者が認可を受

けて定めた地区をいう。

港湾法第38条第1項 港湾管理者は、都市計画法第2条の規定により決定された

都市計画区域以外の地域について運輸大臣の認可を受けて臨港地区を定めることが

できる。第2項 前項の臨港地区は、当該港湾、区域を地先水面とする地域において、

当該港湾の管理運営に必要な最小限度のものでなければならない。

(40. 7.15) 
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矢野 剛 著

「港湾経済の研究」

寺谷武明
(横浜市立大学〉

矢野剛氏は、紹介するまでもなく、日本港湾経済学会の現会長であり、港湾経済学

の開拓者として、 30有余年にわたる長い期間にわたって、自らもいわれるように、こ

の道に生き甲斐を感じてきた人である。年譜によれば著者はすでに、齢(よわい)70 

を越え、なお、かくしゃくと して、おびただしい論稿を発表しつづけていることは、

まことに偉とするものがある。

さて、 木喜『港湾、経済の研究』刊行の動機ならびに内容について、矢野氏は序文に

つぎのように述べている。 r経済を通じて港湾をみる港湾経済の研究は、技術や行政

などの面からの港湾研究にくらべると、ひじように立ち遅れている。しかも、外国貿

易に高い依存度をもっわが国としては、経済成長にともなう臨海工業ならびに臨海工

業地帯と絡んで、日本経済と日本港湾との関係は、個別経済、国民経済、国際経済の

広い視野から見直されなくてはならない段階にきていると思われる。しかるに技術に

先行すべき港湾学は、未だ成立していないのみならず、港湾の経済学的研究の発表さ

れたものも、きわめて少ないのがわが医!の現状である。そこで、港湾経済学の急速な

生成発展を期待するのあまり、昭和18年全訂増補商港論の刊行以後、今日にいたるま

での22年間に発表した約40編のうちから20篇をとりあげて、これを(1)史的、 (2)経済理

論的、(3)経営理論的、住)政策的視点から考察して 4項目に分類配列し、 結論と して港

湾経済学のあ り方の項を加えて本蓄を出版することに した」と。

ここに、 著者の問題のとらえ方と、本書の成立の事情がつきているといってよい。

そして、このような著者の考え方にしたがって、本書は、(1)港湾経済の史的考察と認

識、位)港湾経済の理論的考察、(3)港湾経営の理論的考察、(4)港湾政策の諸問題、 (5)港

湾経済学のあり方、という 5つの部分と付章からできあがっている。

木書の輪腕を知るために、目次にしたがって、少しくわしく、主要項目を列挙する

と、つぎのとおりである。
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(1)の内容は、円木港湾の史的考察、ロンドン港の史的考察、エューヨーク港の史的

考察である。

(2)では、港湾経済学の研究対象、港湾の定義の機能、港ー湾の類型、港湾、立地論、港

湾の後方地域等を収めてある。

(3)では、港湾経蛍の序説として、 企業経営の概念、港湾企業形態、港湾経営主体の

復数制と港庁制への移行を論じ、 ついて‘ロンドン港とニューヨーク港の経営について

述べている。

住)では、港湾政策の理論的基礎、イギリ ス港湾の国有化、セン トローレンス ・シー

ウェイと港湾問題、港湾の後方地域と海港特別表定運賃との関係等について論じてあ

る。

(5)では、港湾の重要性、国民経済と しての港湾、個別経済としての港湾、港湾企業、

港湾投下資木、港湾投資額の算定におよぽす港湾施設費、港務局の諸問題等を述べて

いる。

付章では、港湾と国際法、定期船港を論じ、その他港湾関係の付表が数業添付され

ている。このほか矢野氏の年譜と著書目録が収録されている。

以上のごとく、どの論題をとり あげても、一つで、ゅうに大きな論文ともなるべき

ものであるが、このようにきわめて多岐広範にわたるテーマを総花的に、僅々 175頁

の書物にも りこんだため、どの項目についても、記述は簡単になされ、しかも、各々

の項目が、さらに、いくつかの小項目に分類記述してあるので、間口が広すぎて、内

容をすべてにわたって紹介することは困難である。それゆえ、木書の読後感を若干記

して、 紹介の責めをはたしたいと思うのである。

矢野氏は、ロンドン港とニューヨーク港に力を入れ、両泌の史的考察と経営で、 55

頁をさき、木文の3分の lをあてている。|止界的なポート・オーソリティ経蛍下にあ

る両港の記述に重点がl置かれているのが、木書の特色である。それはそれとして、 意

味はあるが、こわにひきかえわが匿における港湾の芯‘置づけが、きわめて薄弱である

印象をうける。

矢野氏は 1 11 木港湾の史的考察J と題 して 、 本書のはじめの部分 (2頁~8 頁〉で、

幕末より、敗戦後の港湾計画までを述べている。内容は、伊井大老の開港より筆をお

こして、 和親条約による開港、修好条約による開港、沿岸貿易と開港、朝鮮との貿易
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港、条件付開港、特殊開港制度の再現、開港の閉鎖、税関空港の登場、主要港湾の重

要性と港湾計画にいたっている。そして、氏は「港湾経済の歴史的認識として、日木

港湾の経済的発展の過程を姻むために、開国以来今日に至るまでの簡単な考祭をまず

行なJ (36頁〉ったと言われる。

矢野氏は、円本;港湾の発達を、開港を中心として、年代的考察に終始する。しかし、

何時、何処の港が、どの条約により開港し、どのような開港の種類があるかを述べた

だけで、それがそのまま港湾史になるのであろうか。評者は、大いに疑問に思うとこ

ろである。開港の制度史と港湾史とは、それぞれ異なる対象分野ではあるまいか。

矢野氏は、 「港湾経済の理論的考察」のところで、港湾を定義され、 「船舶ならび

に航空機が出入、1淀繋する地域における水 ・陸 ・空運のための通路利用の提供ならび

に人および貨物の水 ・陸 ・空運連絡役務が行なわれる交通機関であるJ (45頁〉とい

う。そして、氏の考える港湾は、港湾界の一般的用法である「港湾」に荷役設備を加

えた「港Jと同義であると述べ、連絡役務ないし荷役設備を重視されているのである。

しかるに、その定義を実際に適用されるはずの 「史的考察」では、それらについて

は、述べず、もっぱら行政的側面からのみ記述されているのはなせ*であろうか。 i港

湾は資本主義の発展にともなう交通機関の発達、ことに船型の大型化、航路の開拓、

産業の発達により取扱貨物が激土脅してくると・…・・水・陸・空運の接合点、として重要視

されるようになるJ (45頁〉というような観点からの考察は、まったくなされていな

い。これでは氏のいうごとくには、読者は「簡単な日木港湾の経済的発展の過程」す

ら、把握することはできないのである。

矢野氏が、いみじくも「理論的考察」で述べているごとく 、資本主義の発展にとも

なって、港湾がターミナノレとしてどのように重視されてきたのかを、氏が分析しなく

ては、港湾の「史的考察Jとは、みなされないことになるのである。

読者が、 もっとも知 l りたいことは、 ~I*の資本主義の成立展開が、どのような港湾

を必要と して、 っくりだしてきたか、そしてどのように日本の港湾が拡充発展したか

であろう。さらには、 ~I 木の港湾は、 戦前は、どのよ うなものであったのか、 そして、

戦後はどのように変化したのか、もしくは変らなかったのか、日本資本主義のいわゆ

る後進性が、日本の 「港湾」をどのように性絡っ・けたのか、外国の港湾とは出発点か

らどのよ うに臭っていたのか等についてであろう。このようなことを、論述するのが、
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「日本港湾の史的考察」なのではなかろうか。矢野氏は、長い研究歴をもち、しかも、

日本欧米をいとわず世界の港湾事情に明るい人であるから、氏の生涯の成果を見せて

もらいたかったと願うのは、評者のみではあるまい。

もっとも、本替は多くの論文を集成したゆえ、関連性・統一性がないのかも しれな

い。しかし、 著者には、日木資木主義の発展のなかで港湾の「史的考察」をおこなう

という姿勢の欠如していることが、まことに奇異におもわれるのである。矢野氏自身

も、年表的な事項の羅列が、そのまま「史的考察」になるとは思われてはいないであ

ろう。日本資木主義の発展段階が異なれば、要請される港湾の型も異なってくる。そ

れらの背景を無視して、突然に、戦後の港湾計画や、主要港湾の重姿性 (8頁)につ

いて述べても、前の説明となんら脈絡がないゆえに、理解しにく いのである。戦後の

それらだけについて述べても、相当の説明を必要とするものであるだけに、もう少し

突っこんだ分析が必要なのである。もしくは、問題をしぼって、記述された方がよか

ったのて句はあるまいか。

日本港湾の姿が、明らかにされてこそ、外国港湾との比較も生きてくる。おそらく、

港湾経済学者は、日本港湾、の生成発展、現状認識をふんまえて、外国港湾の沿革、現

状を比較 ・参照 ・検討して、今後の日本の港湾問題に資する、よすがにせんとしてい

るのが、共通認識となっていると思われる。 しかるに、その前提である 日本港湾の認

識把握が不十分では、外国港湾との比較も、その意味方1減じてくるのである。

矢野氏は、同じ「史的考察Jといいながら、ロンドン、ニュー ヨーク同港を語ると

きは、白木のごとく開港史的叙述は避けていられるが、そのさい、ロンドン港庁設立

までの錐移や、ニューヨーク港の港勢についは述べても、一体なぜ、1908年の時点に

おいてロンドン港庁が、1921年にニュー ヨー ク港庁が設立されたのかについては、 深

く分析されない。両港の社会経済的背景と港庁設立の関連が明らかにされないと、 両

港とは成立の地盤がことなるわが国港庁の指針とはならないのである。なぜなら、そ

れぞれの港湾には、独自の国家ない し地域の社会経済的土壊があ り、 土怨iを異にすれ

ば、当然そこに成立する港湾形態も兵なってくる。その土躍をぬきにして、港湾形態

の優劣を論じても無意味であり、ただ形態だけを畿放しても、わが国の港庁が発展す

るこ とは考えられないのである。日木の港湾だけではなく 、欧米の港湾についても、

経済や社会を規定している諸条件を十分に認識しないと、とおりいっベんの制度的な
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平仮な理解におわるおそれが生じてくる。その意味からも、著者は、もっと長年のう

んちくを傾けて、日木、イギリス、アメリカの港湾分析をされてもよかったのではな

いか。そうしてこそ、滋許可がひとり港湾問題にのみ局限されず、氏のいうごとく「個

別経済 ・国民経済 ・間際経済の広い祝野から見直J (序文〉すことになり、大きく展

開していくことになるのではあるまいか。それによって、また港湾のよって立つ地盤

をなしている各国資本主義の差異というものも、明らかにされてこよ う。そして、ま

さしくこのようなものこそ、 「港湾経済の研究」という名前に値するはずである。余

人をもってかえがたい著者のような長老が、かかる問題意識を少しでも、投影したら、

さらに本書は奥行きのめる立派なものになったであろう。 しかし、この希望は、さな

がら望書草の観があり、むしろ、われわれの今後の研究諜題となるべきものであろう。

さて、まえに述べたごとく、本書は、ニューヨーク、ロンドン両港の記述に、かなり

なスベースをさいているので、読者にとって益するところがある。設立当時の、ロン

ドン港庁の独立採算制を支える港湾財源を、詳細に、入手困難な貴重な文献である

Hubert Le l¥1esurier “The Law relating to the Port of London Authority" 1934 

年版を基礎として紹介しているので、財源についての主体性が自主的に確立している

ことを知りうる。しかし、資料がなし‘ためか、以後のロンドン港庁が順調に推移した

か否かは不明であり 、木文に紹介されている1960年3月末の一般貸仙対照表へいたる

までの長期聞が知り得ないことは残念である。

わが国の港庁問題の考察の手懸り となるロノドン、ニューヨーク港の研究は、もっ

と精力的に、しかも梢造的になされねばならないが、矢野氏の研究は、その第一歩と

なるものであろう。

木書で述べられている方法論や定義、類型等は、矢野氏の独自の思索の結晶である

が、必ずしも学界の定説をなしているとは思われない部分もあるので、本書を土台に

して、今後の港湾経済学発展のために、より詳細な検討が要請されると思われる。

本書は、現在の日本における港湾経済学の水準がどの程度かを知りうる好個の文献

であり、この学問の内容はどのよ うなものかを知るのにも、便利な箸である。この書

のなかに、われわれは、多くの問題を発見し、 将来の港湾経済学発展への指針となす

ことができるところに、本書干Ij行の古.義があると思われる。

- 88ー



A5半IJ 175頁 昭和39年11月15口発行

定仰i900円

発行者矢野剛

発売所 il水港湾協会
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海運系新論集刊行会編

「海運と港湾の新しい発展のために』

織田政夫

(東京商船大学〉

本警は関東学院大学の伊坂教授の還暦を記念して編さんされたものである。その規

模を見ると、斯学の最長老であった伊藤重治郎先生の「日本海運の世界的躍出」をは

じめとして、わが国海運及び港湾関係の各権威者、新進学研究者二十数名の論文から

成るきわめて内容の豊富なかっ広範囲にわたるもので、従来の「記念号」型論文集に

は見られない集大成された論集である。編集者も指摘しているように、おそらくこの

論集は斯学にあっては初めての試みと恩われる。各論の内容は海運、港湾、造船及び

海上保険の各部門にわたりそれぞれ現在もっとも関心をもたれている問題を採り上げ、

限られた枚数にもかかわらずその問題点を網らし、対象となった事象や問題点の分析

が非常に詳しく為されている。

なお、この論集は「第一部」と「第二部」に大別され、前者には造船と海上保険を含

めた海運一般に属する論文が収録され、後者には港湾に闘する論文が掲載されている。

第一部の各論で注目されたことは、これら論文の書かれたと恩われる時期がたまたま

わが国海運業界にt佐界海運史上ほとんどその例を見ないような合併集約という画期的

措置をもたらした「海運業の再建整備に関する臨時措置法」が公布制定された前後で、

業界はもとより学界でもいろいろな論議をよび起こした頃だけに、この蒋建整備法を

採り上げ、その問題点を指摘し、あるいは批判を加えている幾つかの論文が見受けら

れ、その他の論文も多く はこの再建整備法に問題意識をもって論説を展開しているこ

とである。他方、第二部の港湾問題については、執筆者の一人である神戸大学の佐々

木教授が指摘しているように，他の研究部門に比べて数少ない港湾研究の中にあって、

七名の学究者が現在もっと関心を寄せられている問題を取り扱い、実際的な分析やか

なり詳しく事象や問題点を解説した諸論を一堂に集めていることはそれだけでも貴重

なものであり、これが木警の特徴の一つでもあろう。紙数の都合により収録された諮

論のすべてを詳しく紹介し得ないが、その一部のアウ トラインを紹介すると次の通り。
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第一部

伊藤重治郎「日本海運の世界的躍出」一一1900年代の初頭から第一次大戦終結時ま

で‘の、いわゆる日本海運が幾つかの起伏を示しながら急速に鉱大発展し、世界有数の

海運固にのし上がるまでの日木海運の盆と質問面における発展過程を評論したもので

ある。主なる内容:1. 1903年における日木海運 JI.第一次世界大戦えの飛び石。

松本一郎「紐育定期航路経営十年小史」一一戦後わが国がニューヨーク航路を再開

したのは昭和26年、そして翌27年4月の対日平和条約で同航路は木格的に運営される

ようになり今日にいたっている。しかし、この間同航路は経営内部または外部事情に

影響され、 いろいろな変遷があった。これまて、外部主~:情については種A報導されてい

るが、経営内部事情に関してはあまり論及されていなし、。 木論はこの内部的事情から

見た同航路の過去 ト年にわたる経営史を論じたものである。

主なる内容 ・外航船舶増大と紐育定期船、日米間貿易の発展(海上荷動量〉、海運同

胞における諮問題と対策経緯、組育航路の収支概況及び米国船経費、紐育航路経営合

理化問題の推移。

佐波宜平「海運再建整備法における減価償却不足の解消」 一一今回の海運再建整備

法における助成強化の二大条件である合併集約と集約完了後5年以内の減価償却不足

の解消の内、ここでは後者の問題が採り上げられている。そして戦後のわが国海運業

界で圧倒的多数の会社により採用されている定率法によるのと、定額法によるのとで

は償却の内容に大きな差異あ り、金利徴収猶予を受けてもなお相当数の海運会社が集

約後5年以内に減価償却不足の解消という条件を満たすのは至難である とし、したが

ってこのままでは専属オーナーがこの集約の犠牲を受けることも考えられると論じて

し、る。

伊坂f!iD)J1"わが国海運政策の一層の前進を望む」 一一本論も同じく海運再建整備法

の問題を採り上げ、冒頭にわが国海運政策の樹立に当たり配慮さるべる要素として大

要次の 4つの項目を揚げこれを論じている。すなわち①戦時補償を打切られた被災海

運企業に他の社会的、経済的戦災ケースとの厳密な対比計盆の上で公正なる補償また

はそれに匹敵すべき助成を与うべきである。②そのためには今回の海運再建整備法に

よる助成以上の抜本的な助成措置が必要である。また③政府政策は企業の主体性及び

企業家精神の昂揚を損うことなく 、かつ国際海運同盟における発言権の縮小をきたす
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ことのないよう考慮されるべきである。そして④海運政策の推進のためには官 ・政 ・

業 ・e.y::各界の一層の精進により叡智を結集して新しい真正な政策を樹立しなければな

らない、と。

麻生平八郎「英米海運政策批判」一一英国海運は1381~1854年にわたる 473 年間の

保護政策の時代、そして1854年以来今日まで 110年間の自由政策のI時代を経ている。

1935年代の英国海運の敵はもっぱら国家主義を背景とする 日木海運であった。これが

第二次大戦後の今日では補助から保護に向う米国海運政策を批判の対象としてきた。

本編はこの英米両海運政策の相対立する根拠を解明したもので、その結論として英国

海運が自由主義を主張しているのはそれが今日の国際海運市場においても伝統的な自

国海運の優位を保つ上にもっとも有利だからであり 、他方商業ベースに乗らない条件

を有する米国海運は国防上及び自国経済上の必要性から保護主義を採ることも止むを

得ないものであるとし、 結局両国の海運政策の対立は先進海運|認のイデオロギーと非

海道国より新海運国に変る段階のイデオロギーとの対立であると述べている。

岡庭博「海運業の収益について」一一ここでは海運収益に関する企業成績、海運

業収主主、船舶採算の三つの概念を明らかにし、海運業の収益を検討するには会社業績

と切り離した純粋の海運業の収張、すなわち個Aの船舶採算の基礎の上に形成される

ものと考えるべきであると述べられている。そして、これに関し過去の資料によって

実際に海運業の収主主率を算定し、 これに基づいて個々に船舶採算と しては必ずしも全

部の船舶が採算に合わないわけではないが、採算lこ合わない船舶もかなりあ り、また

採算計画から外れる場合も少なくないので、海運業の収益率となると決して高くはな

い。むしろ低いといえる。こうした業絞の悪さと以前からの業績の集績としての企業

成績となると比較にならぬほど劣る結果を示すのであると指摘している。すなわち海

運業は必ずしも採算に合わないとはl浪らなし、。長期契約によるタンカー用船の経営や、

カノレテノレの強い部門でも一応採算闘を保持している。それが海運業全体と して収益性

が劣るのは投機性の強い不安定部門の収主在家が低いことによるものであると結論して

し、る。

地~-I二健一「海運市場構造変化の方向について (1年l 、経済統合と海運市場)J一一表題

に示されるごとく、世界海運市場の構造に関する今後の動向について考慮、を加えたも

のである。その前半では戦後の海運市場に現われた各種の椛造変化について論説を展
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闘し、 後半では豆ECをはじめと し近年発展を示している各地域の経済統合が海運市

場にどのような影響を持ち、また今後どのような影響をもたらすであろうかという問

題について検討を加えている。

蔵園 進「海運企業の基盤強化について」 一一1. 現代海運政策の性格、2. 海運

企業発展のための諸要因、3. 海運市場について、4. むすび。

東海林 滋「国際競争下における適船の選択 (Sturm巴yと Oiの所論をめぐって)J

一一1. 開題、2. Sturmeyにおける 「適船」の論議、3. Oiのコスト分析と自国

船最適速力の議論、4. わが国のあ り方について。

山本泰督「定期船企業の最適規模J一一l はじめに、2. 定期船企業の最適企業

規模(経済船と企業規模、定期船企業の企業規模の経済一一水平的統合のばあい、定

期船企業の垂直的統合3.0iによる最適企業規模の推定とその吟味(横断面分析、生

存者原則、Oiの方法 ・結論に対する吟味〉。

柴田悦子 iOpenConterenceについての一研究」一一 1. 日本北米間航路の問題

点、2. 米国におけるオープン ・コ ンブアレンλ主張の基鎚、3 海運同盟のカノレテ

ノレ的特質、4. オープン ・コ ンフアレンスのもつ矛盾。

葛城照三「船自1:はこ保険」 一一船員保険がわが国の現行社会保険のうちもっとも完似l

した社会保険であるように、船舶関係の保険はわが国現行の損害保険のうちもっと も

完備した損害保険であるが、それでもなお船舶所有者の被る損害で保険保護を受けな

いものと、他船の過失によって衝突して滅失した船舶の所有者が被る損害で他船から

賠償されないものとがある。本論はこの二つの損害について論じたものである。主な

る内容 .曳船契約における被曳船の無過失損害賠(1't責任、他船の過失によって船舶が

衝突して全損となった場合の被害船舶の不稼働損失の賠償。

今泉敬忠「英国における最近の船底穿孔事件について (S/S“Tropaioforos"号IJi

件)J一一世界的な海運不況を反映してか近年、保険金詐放を目的とする船底穿孔事

件が発生しているという。木論はこの種の事件中もっとも新しい事件である Compa-

nia Naviera Santi; S. A. v. Indemnity Marine Assuranc巴 Company，Ltd. (The 

“Tropaioforos") 事件を取り上けて、 この ~ti:{tl二の内筈を解明 したものである。

恒成 勲「わが国造船業設備投資の推移と問題点」 一一l 造船工業設備の特徴、

2. 戦後の設備動向混乱期の造船業、再建j切の設備動向、飛躍期の設備動向と問題、
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転換期の設備動向と陶題〉。

第二部

矢野剛 「独立採算制とロ ンドン港庁の港湾財源J一一本論は主と して Hubert

Le Mesurier; The Law relating to the Port of London Authority， 1934を基に

ロンドン港庁の港湾財源、を切らかにし、これに検討は加えたものである。ロ ンドン港

庁の財源には①貸借対照表上の財産の源泉項目と②損益計算上の収入項目 とのこつが

あり、日本の場合とは異なり財源についての主体性が自主的に確立されていることが

指摘され、このことは独立採算えの移行について示唆することが多いと述べられてい

る。

佐々木誠治「港湾の類型ー欧米主要港に即してーJ一一指摘されているように、現

代の世界的一流滋を分類的に把握するひとつの仕方 ・便宜を提供するのが本論の狙い

とされ、 従来とはやや1{なった泌湾の分類方法が試みられている。特にここでは欧米

主要港の実態に即して海港型と河港型とをかなり詳細に類型化している。

中西 陸「イギリス主要港湾の管理 ・組織ならびに経営」 一一ー去る1962年9月、英

国の Ministryof Transport の組織した調査委員会から英国港湾の現状及び今後の

改善方法に対する勧告案から成る報告書 (Reportof the Committee of Inquiry 

into the major Ports of Great Britain) が発表された。 本論はこの中で特に関心

がもたれる英国主要港湾の管理、組織ならびに経営問題を扱っている第二章をピック

・アップして、これら問題における英国港湾の実状とこれに対する調査委員会の結論

及び勧告案を紹介したものである。論説で指摘されているように、この報告宮ーは英国

港湾と一部類似した性質の問題を抱えているわが国の港湾にとっても有益な多くの示

唆と反省を与えるものであり、 興味深いものがある。

柴田銀次郎「港湾労働問題の焦点J一一本論は港湾経営の立場から、すなわち港湾

行政あるいは港湾運営の視点から港湾労働問題を考察したもので、特に現在のわが国

でもっとも復維な事情を秘めている神戸港を中心に して論説が展開され、その実状を

浮彫りにし、現在わが国の港湾がi直面している港湾労働の箇における幾つかの間題点

を指摘している。

高村忠也「貨物岸壁直積の促進化をめぐる諸問題」 一一現在わが国の主要港におけ

る市営公共上屋の専用使用化が荷役の遅延、ひいては本船の速発を妨げている。大き
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な要素になっている。との問題につき木論は主として神戸港を中心にその原因を探くや

り、その解決方法を提案している。すなわち本船維繋上屋より維繋木船えの直積を促

進するには、現在海運貨物取扱業者等によって専用使用されている市営公共上屋を木

来の姿に戻してオープン化し、併せて突提直積料金を是正することが肝要である。し

かし、これにより過渡期の混乱を避けるために差しあたり現在使用されている公共上

屋には手をつけず、今後新設される岸壁上の公共上屋についてはあくまでもオープン

制を採択し、逐次この範闘を拡張し、ノミース不足が解消した暁には現在専用使用され

ている公共上屋にもオープンilllJを及ぼすとともに、 突提直積料金を合理化する方法を

採るべきであると結論している。

柾幸雄「清水浴要史J一一本編は明治以降から大正 ・昭和年代(戦前)にいたる

聞の清水港の発展経過をわが国資本主義発達史と対比しながらその概要と問題点を論

述し、特に同港の有する特性を浮彫りにしたものである。

北見俊郎「経済発展における『港湾研究』の方法論的考察」一一木論はその冒頭で

港湾問題と経済政策的背景を論じ、わが国における港湾の発展を史的に見ると、何時

のH寺代においても港湾は外国貿易の発展と工業生産力の発展に役立つ限りにおいての

み取り扱われてきた感がする。つまり現実に港湾がその方向を計画され規制されるの

は、この流通商における資木の合理化過程の影響を強く受けるためである。このこと

は、いいかえれば経済発展に伴なう港湾の諸問題が単に一時的な現象として生じたも

のではなく 、資木主義経済のもつ内部的必然、性なり、経済のもつ法則的な運動の結果

的なものとして現象化されてきたものであると述べている。

したがって論説はこう した性質を有する港湾の諸問題を研究対象とする場合は、経

済成長に伴なうわが国港湾の問題性は単に港湾のみに注意を向けるよりは、その根底

にある資木主義自らの性格や動きに目をみはらなければ正しい解答は与えられないと

し、特に従来研究対象としても分析視角からも一つの盲点であった「港湾経済」を少

なくとも国民経済の木質的な場から検討を要する必要があるとともに、研究の方法論

的考察もまた経済的政策論の一環として考え直さねばならないと論じている。

[川 5担
定価 1，5印0∞0円
発行所同文館

昭和39年11月発行
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向 井梅次著

「港湾の 管 理開 発』

喜多 村 昌次郎

(原田港湾作業株〉

わが国経済の高度な成長発展の過程は、工業生産諸力の高度化に支えられて、貿易

構造の質的変化とともに、 量的にもまた、港湾における取扱貨物を増大させている。

これまで、港湾はその地理的、自主主的な形態的諸条件より して、人や物の転換移行

にかかる「公共的」場所としての目的で管理開発されてきたが、経済成長下、海外交

貿との関係、さ らに、貿易依存度との関連において、ターミナノレ輸送用役の生産その

ものが、広くわが国国民経済の再生産過程にくみ入れられてくる。このような、港湾

の経済性と構造的変化は、 さきの港湾機能の日午)!.It(現象を契機と して、しだいに明らか

になってきた。 しかしながら、港湾機能を構成する主体的な基礎条件、港湾肱設の計

画的な整備拡充と港湾の管理運営問題、および港湾産業とその労働関係の近代化等が、

これまで著るしく立遅れていたため、港湾機能の磁路的現状が露呈される結果ともな

った。港湾機能の果たす経済性が再認識されてくるに及んで、その機能の総合的発仰

が、あらためて国民経済の似Ijからする強い「要請」を表現してくる。すなわち、昨年

3月3日に内閣総理大臣の諮問に応えた港湾労働等対策審議会のいわゆる 3・3答申

も、港湾の近代的秩序を確立し、 その効率的な利用をはかることが、現在緊急な変請

である として、 周知lのとおり、

1. 港湾労働対策の基盤確立

2. 港湾の管理運営の改善

3. 港湾運送事業の近代化とその育成

を中心的課題におき、港湾関係各産業並びに金融機関の自主的な協力体制lの確立と、国

および地方公共団体の緊密な協力によって、これを実現せしめるような、社会的、経

済的基盤を強化育成すべきである、とその意見判|析を答申 している。このうち、港湾

労働にかかる対策の具体化は、主として日雇港湾労働者の登録制に基づく必要労働力

の確保と、 不就労手当、退峨金支給制度の確立による所得保証一一雇ょうの安定、を

- 96-



骨子とする港湾労働法(昭和40年6月3tl公布、法律第102号〕 として法制化されて

いる。のこる港湾の管理運営の改善と、港湾運送事業の近代化とその育成の課Eにつ

いては、近時港湾法に規定する公共規格IJを脱して、港湾経営に接近しようとする各粧

のことろみが、 港湾事業団;構想、 埠頭運送事業法の 11~J定や、 港湾運送事業法改正に基

づく企業の集約などを軸とする、運輸政策の展開となって現われている。

このような時期にあたって上梓された「港湾の管理開発」は、港湾のrl寸骸的問J'i!tの

管理運営に焦点をあわせて、現代的諜題にこたえたものであり、まことに好個の一大

研究ということができょう。

木訟の内容を要約紹介すれば、おおむねつぎのとおりである。

第1掌港湾の種別と絡付

一日本港湾の現状と問題点

第2掌 (統〉港湾の種別と格付

日本港湾の現状と問題点

第3章 港湾管理と諸行政機関との|刻述

一日米双方の比較対照

第4主主 ロンドン港務局

ロンドン港務局の成立よ りロツチデーノレ報告まで

第5章 ニューヨー ク港務局

第6章 ニューオーリンズ港務局

第7主主 ヒューストン港務局

一工業港管理の一例として

第8"在米国における港湾管理
第9章 日木諸港の近代埠頭(港湾開発その 1)

第10章専門陣頭の開発 (港湾開発その 2)

第11章 ターミナノレ、オベレーター(ポート、オベレージョンその 1) 

第12章 上屋および倉庫、並びに港湾運送(ポート、 オベレーションその 2)

第13章輸出入貨物の受渡と港湾倉庫 (ポート、オベレーショ γその 3)

第14章 外国貿易地帯の開発(泌湾関発その 3) 

第15主主 ノ〈ース指定の諮問題〈ポート、オベレー γ ョンその 4)
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第16章港湾諸係り (Portcharges)とその構成 (ポート、オベレーツョ γその 5)

第17章 欧米港湾荷役方法の比較について一輝頭起重機か本船ギヤかの基礎的研究

(港湾開発その 4)

第18章港湾、の開発計画

第19章港湾、管轄権と所管区域

第20章港湾財務

第21章 日本の港湾労働

第22章港湾労働海外諸国の施策

第23章 (続〕港湾労働海外諸国の施策〉

第24主主 エュ ーヨータ港湾労働の改革

第l章、第2章で述べられている港湾の種別と格付は、ともにわが国港湾の現状認

識から引き出される港湾の問題点と、その発展の方向が示されている。すなわち、「港

湾はわれわれの生活とは密接な関係があり、わが国経済の発展成長にとって重要な怠

~とをもちながらも 、 施設は概 して貧弱であり 、 経済成長に伴う貨物税加に追随できな

くなっている。戦後のわが貿易が、戦前に比して著るしく遠距離となり、航続能力の

増大をはかるうえから、船舶の大型化、専用化が進んだのは、アメリカ、中近東、東

南アジア貿易が中心となったからである。このために、港湾の航路、泊地の波探のほ

か、港湾の施設を整備拡充して木線輸送 (Line haul)ならびにターミナノレ輸送の負

担を軽減しなければならない。それとともに、工業生産力の増大とその質的変化は、

海上輸送やタ ーミナノレ輸送に多大の用地を必要とし、これが臨海工業地帯造成の必要

と結びついていく。従来は港ーとして価値少なかった遠浅のところに、大規模な築港工

事の施工をみており、経済成長と建設技術の進歩にしたがって、天然の地形にこだわ

ることなく 、人工的に通商産業の中心地を目的とする、港湾造成が急速に進展して、

港湾機能の経済性に質的変化が起りつつある」ことが指摘されている。

第3章~第8章では、港湾管理の現状と諸行政機関との関連が、米英港務局の実情

との比較において祥述されている。「港湾には港湾管理者のほか、多数の官公署がある

が、その複雑な活動を総称して、港湾行政といわれているもので、米国においても連

邦ではなく 、地方の公私機関が港港管理者となっている場合においても、連邦政府の

諸機関が港湾に多数存在し、 その行政活動は港湾の発展上重要であり、地方港湾管理
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者においても、これらと常時密接な連絡の下に業務が行なわれている」という。わが国

における港湾管理は、周知のとおりその形成の歴史的経緯から、国家権力の介入が強

〈行なわれてきた。 戦後港湾法の制定により、港湾の管理開発はすべて地方公共団体

の港湾管理者に委ねられたが、港湾施設の工事ままについては、在来の沿革を引継ぎ、

港湾法その他によって国の負担または補助する工事の種類、助成率とその条件を定め

ているが、 「運輸省において久しく港湾施設を基本施設と機能錨設とに区分し、闘の

負担または補助は防波堤、泊地、岸壁、物揚場のような基本施設に限り、爾余の陸上

施設等については、港湾管理者に対して起依の斡旋、民間倉庫等に対し開銀融資の斡

旋を行なうに止まる。港湾は上記の基本胞設ならびに機能施設が、有機的に結合して

初めて完きをうるものである」 と問題の益本を提起する。さ らに、これとの関:lliにお

いて、 港湾における近代的な埠耳目の形成とその迎営の実態(第9掌~第13:41:、および

第15i;1:、おiH6I，i)が展開される。すなわち、港湾管理において近代的雑貨I車販(mod.

巴rnfacilitiesfor handling general Cargo)の発展如何は、開発上における中松問題

であり、港湾管理者は雑貨埠夏目について、入港船舶の特性、貿易の性格、内陸輸送の

変遷や、資材運搬荷役方法の推移と対応しつつ研究を進めるべきものとされ、雑貨抗告

頭の機能的要素をつぎの諸点にあげられている。

1. その埠頭を使用する船型の大小と特性

2. 予測せらるべき出入貨物の数量とその種類

3. この1語頭の用に供される内陸輸送手段の種類

4. それに接続した倉庫施設の利用可能性

5. 貨物荷役に用いられる機械装位

もとよれこれらは鎗頭機能の基礎条件とする、安全 (Safety)、機動伸縮性(flexib.

ility)、速度 (Speed)、能率経済 (economy)、が前提とならなければな らないという。

埠頭胞設の基本的問題の設定に始まり、埠頭の運営問題の節では、横浜港における山

下場頭、神戸港における摩耶埠頭と、米国主要港すなわち、ニューヨー夕、ポストン、

ロスアンゼノレス、ミノレウォ ーキ一、ニューオーリンス、サンフ ランシスコ港の形成過私!

と制度的相違に説明を加えながら、その迎蛍の実態比較が行なわれている。横浜、沿に

おいては、主要航路ならびに山下尉頭につき、パース指定が行なわれており、神戸に

おいてもj事rr5埠頭の若干パースはとりあえず、ニューヨーク航践の11/.ドの船会ネ|に後
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先割当をしている。「パースの上屋は特定船の船積貨物に限定されるから、一見公平を

欠くようにもとれるが、米国の主要港の実施しているパースの指定およびタ ーミナノレ、

オペレーターの形成に倣ったものであり、 せっかくの埠頭の機能化に努めたしだいで、

英国においてロッチデーノレ報告の推奨する、パース貸与の方式とも根木において合致

する」といわれる。このように、 ターミナノレ輸送は港湾の管理運営上の焦点で、もあり、

パース指定をいかに調整するかは、港湾全体の利用促進の観点から、重要な問題の一

つでもある。「米国においてはこのノミース調整の方法として、 (1)貸与(リース)(2)優先

割当、 (3)非優先(不特定〉割当の三種類があって、各港の採用している調整の方法は、

それぞれ区々であるといわれている。

英国においては、さきのロッチデーノレ報告 (Reportof the Committee of Inquiry 

into the Major Ports of Great Britain. 1962)において、パースの貸与を全面的に

英国諸港に採用することを奨め、これを阻害する港湾規則等は、改正すべきであると

して、パースの貸与方法の採用に基づく効果を次ぎのとおり指摘している。

1) 港務局の資金調達の責務が除かれる

2) ポート、オベレーションの効率について、船主に財務上の|業l心を抱カ通せる。

3) パースの規則的使用者をして、起械機その他の機重装置につき、最も必要とす

る種類のものを用意させるようになる。また、熟練常ょう労働者を育成することにな

り、これがとくに肝要である」という。パース、上屋の連繋にもとづく一貫的な経岸

ターミナノレ輸送の体系は 、米国においては民営として発生し、 何よりも業務処理の迅

速をその目的と したものであるが、第一次大戦中、米国軍需品基地として、このター

ミナノレ形態を採用したことが、 全米港湾、にターミナノレの普及する一因ともなり、当初

の民間ターミナノレだけでなく、港務局の手によってターミナノレを建設し、その運営を

民間に委託するところの、リース契約による公私共同のターミナノレの形成をみた。な

お、著者は米国におけるター ミナノレを次ぎのように定義されている。すなわち、そこ

に貨物を荷受けし、貯蔵保管し、 迅速に積出すところの、一大荷捌場 (Depots，in 

which goods can be received， stored and dispatched)であると。

ところで、 最近におけるわが国港湾の管理開発の方向として、さきに運輸省の政策

表明にもみられるとおり 、新港湾整備5ヶ年計画に基づく主要外貿定期船場頭の整備

にあたっては、国および港湾管理者の財政負担の地大が不可避であるため、新たに港
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湾事業団を設置する、という港湾管理運営の基本方針が具体化しつつある問題がある。

これは港湾法に規定する 「公共規制Jを封|除して、港湾事業団が施設を建設整備のう

え、ターミナノレ ・オベレーター、または特定外貿定期船会社に専用貸しようとするも

ので、港湾施設の効率利用を目的とした対策で、あるといわれているが、あきらかに欧

米諸港の組織制度の影響がうかがえる。

しかしながら、欧米諸港の歴史的な港湾の形成過程、ならびに経済社会的事情の相

異から八る違和感が、現在港湾各産業と対立する結果ともなっている。この意味から

して、この各主主に展開される欧米諸港の制度的実態の叙述は、きわめて、 義深いもの

があり、また、サジヱスティプな論旨をも提供してくれる。

第13掌港湾の開発計画および第19章にと りあげられる要旨は、港湾の閲発業務と臨

海工業地峡の管轄、臨海鉄道および道路の組織とその実態である。これらのほか、近

代港湾開発の要都として、 米国における実情を叙説し、港湾開発の計画実施にあたっ

ての密告とされている。「米国においても、港は大部分盲目的に成長したけだけで当該

港湾の整然、たる開発を企図し、促進するようなことは、これまた港市似uでも試みなか

ったところだといわれる。臨港地帯一帯は自由放任の民間企業の好餌となった区域で・

あって、そこには早い者勝ちが適用せられ、鉄道その他の民間企業は、社会の一般的

利害とは無関係にその要求を主張した。 したがって、臨港地域にできた資産は、それ

ぞれ独立の持主があり、相互に競合し、その錯綜振りはとうてい一定の企画に入れら

れたしだいではなかった」そして、近代港湾とは、限られた地域に相互に依存し合う

諸施設が純れ合った配位を遂げ、個々の事業主や公衆に対し、それらを全体として、

同一時期において、最善の利主主をもたらすことを図るものである、という一語をもっ

てこの寧の結びとされている。

第20I;i:の港湾財務の主要論点、を、港湾自営自活主義に対する両説に焦点をあてられ

ている。すなわち、米国においても港湾は果してセノレフ、サボーテング〈独立採算制〉

的なものか、またこれまでのわが国港湾管理の理念にみられる営造物と一般に認めな

がらも、港一湾、財政の独立制について、利用者負担の原則の導入、経常費用を償う こと

の可否が、港湾投資と社会費用との関係で問題がある、ときわめて示唆的な表現で・あ

る。

第21:r;!:~第24撃は、 港湾労働の章にあてられており 、 わが医港湾労働の現状と問題

-lOl一



J誌が随所にとりあげられている。

問題の中心的課題を、港湾労働者の訓練と福利厚生の拡充において、港湾作業の能

不如何は、 雇用者似~で行な う雇ょうの制度と労働条件し、かんに著るしく依存するもの

であるとの判断は、まことに当をえたものである。そして、港湾労働においても、他

の一般労働に比べ、より以上の専門的知識、熟練を要するものがあるから、港湾労働

'者学校、または講座等を開講し、一定期間の職業訓練、指導を行ない、経験をつんで、

'社会的地位の向上を図るとともに、一方では福利厚生施設の充実や、労働条件の完備

を軸とする労務管理の刷新が、と くに必要であると結ぼれている。

以上全24章、397頁にわたる「港湾の管理開発」の一大研究は、フェア教授のH米国

における港湾運営11M. L. Fair， Port administration in the United States， Cambr-

idge 1954)の港湾分析の手法をとり入れ、著者が大学教授として、 学生向きに平易

に編集された、港湾の管理運営と開発問題の集大成である。また、編さんにあたって

は、図版写真等を多数集録し、随所に引用文献を挿入して、 読者の理解を容易ならし

めるよう配慮されているほか、巻末には百数十編におよぶ内外港湾関係文献資料を整

]現して載録されていることも、この労作の学問的価値をーそう深めている。わが国高

度経済成一長下における港湾の諸問題が、社会的領野で関心を集めている今日、港湾関

係実務家はもとより、 港湾経済の理論的研究者にとっても、必読の文献であろうこと

を疑わない。

A5判 397頁

定価 2，400円

発行所 口木ポートシリ ーズ

発売所 荷影会(東京都文京区小日向台町 1の48)

発行n 11百和40年5月15n
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喜多村昌次郎著

「港湾労働の構造と変動」

徳田欣次

(北海道立総合経済研究所〉

1. 戦後における港湾労働研究と「港湾労働の構造と変動」

港湾労働を直接研究対象とした文献は、どちらかといえば余り多くはない。 (1) し

かし、最近その調査研究は、比較的広汎な分野で行なわれ、その文献・資料の集積も

港湾労働に関する研究書の刊行も若干活発化している。 (2)

このような現象 ・傾向は果して偶然のことであろうか。

成長経済の進行の過程で港湾施設 ・荷役機械の変革、質変化を内包した荷役の量的

増加その他によって、港湾労働は従前と同じ場に留まり得ない状態が生じてきた。

事実、港湾マヒの現出、 労働力の不足現象の拾頭、労働問題の生起などの現像は、

成長経済過程における港湾労働の矛盾を端的に銘呈したものであった。これは、港湾

労働に何等かの現状打開 ・変革の必要を瞥告するものであった。

すなわち、港湾荷役生産は、貯蔵のまかない、かつ波動性を内包した性格を持ち、

港湾運送業の従照的な地位と、資本力の脆弱ならびに蓄積の貧困とも相倹って、伝統

的に相対的過剰人口の大量的存在を背景とした不安定雇用をその蓄積の重要な挺子と

した。

この結果、前期性の残浮を内包する職人的技術 ・技能を基礎にした手工的労働が劣

悪な労働条件のもとで展開された。 (これは、わが国資本主義の独特な発展過程とは

無縁ではない。〉

しかし、 経済の発展は、港湾荷役生産の分野にもその労働生産性の飛躍的増大を要

請し、この動きが従来の遅れた港湾労働関係と真向からぶつかり、その矛盾が露呈し

たともいえる。

港湾労働における古い労働関係は労働生産性拡大の重しとなり、何等かの形で港湾

労働が変革する必要が生じてきた。また「全港湾Ji日浴労連」などをはじめとする

労働運動の展開はさらにこの動向を促進した。
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このようななかで、港湾労働の実態と問題点を切らかにし、 その変革の方向を示唆

しようとする、いわば実践的な課題問題、意識に立つ調査研究が諸所で試みられたの

は当然ともいえることである。

浴湾労働のもつ矛盾の摘出は単なる港湾労働の実態分析だけですむものではなく、

港湾労働の古い労働関係の諸条例二を;構造的に究明する必要がある。

この間の諸研究は、分析視角、方法に夫々差異もあり、構造の概念規定に巾がある

にしても、体制的な問題点の発掘に特徴がある。

ここに紹介する「港湾労働の構造と変動」は前記のような問題意識に立つ調査研究

の一つであるが、港湾労働の実態を細部に亙り究明し、問題点を追求した実証的研究

成果であり、最近の港湾労働研究のなかでも重要な地位を占めるものであろう。以下、

若干その内容についてふれよう。

注(1)戦後の港湾労働研究の草分け的なものは、 兵庫県立労働研究所における大山

吉維氏による諸研究であろう。

ついで国立国会図書館調査立法考査局による諸研究、向井梅次氏、大島藤太郎氏、

北見俊民11氏、河越重任氏〔官ii記国会図書館における研究にも参加〉 等の諸研究があ

るが、これらが戦後の港湾労働研究の魁けをなす重要な文献といえよう。

大山吉郎「事11戸港における港湾労働事情U (1952)、 同「港湾運送事業およびそ
の労働関係の当面する諮問題J (1954)、 同「港湾労働ボス制度をめぐる諸問題」

(1957)、同「神戸港における日雇労働者の雇用関係と労働条件J (1961)、国立国

会図千1.::館調査立法考査局編「本邦港湾労働事情J(l953)、河越重任編「港湾労働に僕l

する諸問題J(1958)、同 「港湾労働の雇用実態J(1961)、向井侮次「港湾労務管理

の研究J(1957)、大島藤太郎「封建的労働組織の研究J(1961)、北見俊郎「港湾労

働の'実態と性絡J(1957)、柴田生長次郎「港湾労働における日雇労働者の地位J(1959)

注(2)高度成長経済の過程でj台頭した港湾労働の諸問題に当面して、 いわば港湾労

働近代化の実践的課題を問題意識と した研究の成果が刊行ーされるに至った。この聞

における文献な主なものを示すと次の通りである。

北海道立総合経済研究所編「港湾労働J(19643)、高見玄一郎著「港湾労務管理

の実務J(1964.9)、喜多村昌次郎著「港湾労働の椛造と2目的J (1964.11)、神奈川

県労働部編「杭浜港における港湾労働青給調査J(1962) 

以上図書の他主要な論文としては次のものがある。

北見俊郎 「港湾労働の問題点と将来J(同土産業経済 NO.41963)、河越重任「港

湾労働対策へのー提案J(港湾経済研究 No.21964)、北見俊郎「港湾における労働

の生産性と問題点J(梅運 NO.LH61964)、徳田欣次「港湾労働の現状と近代化J(海

運 No.4461964)、藤川秘男「港湾労働の当面の諸問題J(海運 No.4461964)、高

村忠也「ドIi戸港における 11雇労働問題J(海運 No.4461964)、河越重任「不安定就
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労規制と使用者J季刊労働法 NO.561965)、北見俊郎「港湾輸送体系の近代化J(海
運 NO.454.No.455 1965)、喜多村昌次郎「港湾労働近代化の過程J (海運 No.456

1965)、イ戸地智正一「港湾近代化への諸問題J(海運 No.4561965)。

2. I港湾労働の構造と変動」の究明態度とその主な内容

港湾労働は、前期的な労働関係を内包し、不安定な雇用、超長時間労働、低賃金と

いう劣悪な労働条件下に推移し、社会の底辺の問題として取り扱れて来たことが支配

的である。

このような 11港湾労働H に焦点をあて、その近代化への条件を究明するには、矢張

り9.itい問題意識を必要としよう。

浴迎会社で永年労務を担当 している著者にとって、 「臨海工業地帯の科目設と発展と

が、港湾設備計医の巨大な財政投資と併行して、迅速に進行しているなかで、港湾運

送業を構成する資本、設備、労働関係の体系が、港湾機能の向上拡大の社会的要請の

まえに、隆路的性絡を露呈しているJ(6頁〉と、現実に卒i直な筒題点を見出 している。

「急速に変貌をとげつつある港湾施設に専従して日夜働きつづけている労働関係の

みがひとり残され … JI港湾における設備投資が専ら、国または地方公共団体であ

る反面、労働関係が主と して中小企業の現業会社の責任にまかされているJ (5頁〉

このような矛盾した実態に当面して、何等かの改善の必要を警告し、その方向を示唆

しようというのが、著者の問題意識と思われる。

このような問題意識は、おのずとその分析視角を、いわば椛造的問頭抱援に向け、

港湾労働を今なお古い労働関係の材。lにおしとどあている諸条件の究明へと展開して

いる。

著者には「港湾労働問題に対する理解は、その特殊性と複雑性および労働関係を規

定する泌湾運送企業のもつ後進性を指摘するのにとどまるJ (5頁〉では15.味がない

のである。

そこで、 「港湾のもつ資木構造と、港湾運送企業の性格、需要の波動性のゆえに特

異な制度を形成している雇用慣行、港湾施設と荷役の実態等々の内容を解明するとと

もに、これに対駆する労働供給関係、主と して職種別l労働市場の複合により、成立し

ている労働市場杭成の実態と、その流動過程、労働力再生産の過程および労働条件等

の総合的かっ実証的分析を試みなければ問題点に接近しないJ (5頁〕ことになり、

ここに、港湾運送業の構造を皮切りに多岐的分析が行なわれる。
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なお、この告ーの一つの特徴として、具体的な解明問題に対する刻明な実態分析 (個

別実態調査を含む〕がある。その個々の方法とその調査内容の充実とによってこの蓄

の価値が深められている。さらに調査の程付から発した各種の卒I直.な提言が示俊にと

んでいる。

具体的問題忠誠の中心は、いかに港湾労働において、その労働力を合理的に発現さ

せ、生産に結びつけるかという点である。このことを基礎にふまえ、その阻止要因 ・

条件・実態を明らかにしている。

その内容は、まず港湾労働の範囲と区分ならびに港湾運送事業の概要の考察からは

じまり、港湾荷役作業の分析、労働時間、賃金事情、労働災害、日雇労働および労働

力の需給関係、港湾労働者の生活構造とその意見願望等について刻明な調査をもとに

考察を加えている。

「港湾運送事業の概要」は港湾労働の究明に欠き得ないところである。刻明に業務

内容、業態概椛 ・作業組織 ・仕組を明らかにしている。基礎的な業態の仕組 ・構成が

重点であり 、現時点の動態的考察は若干少いが、例えば僻運送需要の要因分析にもお

よび、複雑な業態構造の存立条件にふれるなど貴重な分析が多し、。

この分析を官ii段とし、以下港湾労働の主要な問題点について考察する。

港湾労働をめくる諸問題 ・矛盾は、この著者の問題意識からすると、いわゆる直接

的生産過程で具体化し、顕在化する訳であり、この聞の追究に重点がおかれる。

港運業は、 「事業の後進性と、制度的多様性に加えて、天候、潮流等の自然、現象に

よる影響などきわめて非生産的な要素を数多く包蔵している。Jiさらに全般的な港湾

荷役能率の隠路と して、地理的条件の欠陥、地形や経済的要求に合致しない港湾の諸

形態、岸壁と錨地との関係、パース、鏑j也の配分と指定の行政機構の問題等、荷役能

率阻害の要因およびその範聞は多岐にわたる。J(31頁〉従って「主に現業の実態を測

定する技術的視角から、具体的損失畳一(時間的区分〕を明らかにすることにより、夫

々関係者の認識と考察に必要な素材を提供するJ (31頁〉作業分析がなされている。

その具体的な目的は、 (1)荷役作業の過程で、どのような原因で遊休(ロスタイム〉状

態が発生するのか、その主的損失はどのくらいか、位)港湾運送の基本的部門である船

内、沿岸および静の荷役業務は現在それぞれ独立に機能している。有機的結合を策定

するには当面何を問題とすべきか。 (3)港湾運送の利害関係者は、港湾荷役の実効を挙
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げるためにどのような協力を必要とするか。この三点である。

この分析で次の結論を導び出している。

③作業上にかなり多くのロスタイムがある。最も能率の高いと考えられてきた埠頭接

岸荷役にロスが多く 、業者聞の不備と上屋施設の運営に問題があるc これは「港湾に

おける経営の欠如が、港湾全体の管理機構の確立を妨げ、分断独立した形で‘労務管理

が行なわれていることの現れで、ある。J(72頁〉

@沿岸荷役の機械化が、失々の作業でパランスのとれた結合を示していない。沿岸荷

役作業の標準化が必要である。

さて、この作業分析と密接に関連して労働時間の制度と実態が具体的調査の裏付で

分析検討されている。(特に実態調査は刻明に行なわれ、港湾労働という特異な労働

を対象としてその実態を余すところなく把握している点は極めて貴重な成果である。〕

なお、港湾労働における特異性のーっと挙げられる波動性と労働日との関係、鮮労

働の労働時間分析は、この面における当面の具体的対策に重要な足掛りを提供してい

る。

港湾労働における制度的な特殊な内容をもっ長時間労働、これが与える生産能率の

阻害等の問題は、港湾運送の諸企業の有機的結合を密にすることによって改善される

であろうと結論されている。

労働口 ・労働時間の分析につづいて、賃金の実態分析が行なわれている。特異な賃

金形態を内包する港湾労働賃金の突態を明らかにし、広く賃金問題のfq平明にとって未

開拓の分野の究明の足掛りを与えている。

このなかで特に注目されるのは、港湾運送事業の運賃料金と賃金の関係についてふ

れている点である。

「公示料金(荷主および船主の経済的優位性によって確定料金もしばしば官IJ引され

ている。〉の原価構成上の人件費が、港湾労働者の賃金の上限を制約する現行制度は、

結果として労働者の長時間労働と無理な就労をもたらし、 これが、労働移動と、日雇

依存Qより一層の増加を誘発するJ(191頁〕ことを指摘し、 機械化や、労働条件の整

備拡充をi制lとする能率的な港湾経済活動を展開するため、運賃料金に対する国の思い

切った施策の必要を訴えている。

港湾労働が内包する諸矛盾が具体的に露呈するものの一つに労働災害がある。著者
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はこの点を焦点から外す筈もなく 、総l衝な検討を加えている。

その結論として、港湾労働では「労働の態様は変動し、自体的作業計画にしたがっ

て荷役が行なわれないという性格的従属性が労働災害の発生原因に大きな影響を与え

ている。 J i近年災害防止対策の技術的側面について、その関心と高まりと共に、徹

底した活動がなされているが横浜、名古屋、神戸、大阪の各主要港では、前年対比災

害度数率は横這が逆に増加している。これは港湾労働災害防止策につき、今後の労働

安全管理の対象をより広範囲に、港湾労働の制度的構造的側面について改善する方向

に意を用いるべきJ (224頁〉であると し、泌湾労働災害は「荷主、船舶運航業者、

一般港湾運送事業者のほか、港湾運送関係者の理解と協力がない限り、労働関係の範

囲で改善しがたい内容をもっているJ (225頁〉としている。

次に 「日雇労働および労働の需給関係」ならびに港湾労働者の生活構造等について

ふれている。これらも貴重な分析であるが紙幅の都合もあって内容紹介を省略する。

以上、主な部分の紹介を したが、このような詳細な実証的分析による諸問題の摘出

の後で、その解決の具体的方向と展望を第8章で行なっている。

著者の問題意識である近代的な港湾労働諸関係の確立は、業態;構造の変革と密接に

関連している。すなわち、 「港湾労働の問題点の多くは、雇用関係を決定する制度的

なものではな〈、作業の段階的訪負を前提として存立する港運業の緋造的形態にあるJ

(283頁〉としている。

「港湾荷役は系列関係を中心に段階的な下請佑Ij度によって行なわれ、この段階的請

負契約は雇用と請負との混合したもので、雇用における監督命令権と請負における指

図権とが入りまじっている。J(286頁〕したがって、「港湾産業の発展段階に対応する

労働関係は、これを規定する契約関係、つまり下諸制度の否定から発足しなければな

らない。このためには、港湾運送を一貫して遂行し得るまで、に、荷役作業会社の経営

規模の拡大と強固なものへ育成しなければならなし、J(287頁〉と港運業における重層

的な下請構造の廃絶と業界の再編成に関する重大な提言をしてし、る。

次に著者は、港湾労働における基木的問題として雇用の安定の策定をあげ、その解

決の方向を示す。

すなわち、わが国、国民経済の発展段階における産業規i伎の鉱大と産業構造のいち

じるしい変化のなかで、港湾の生産諸関係の再編成が必要て‘ある。このために、第1
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に港湾特有な荷役需要の月間波動性を解消する関係者の努力から出発し、労働者の計

画雇用を現実のものとして近代的港精秩序を確立しなければならない。第2に港湾運

送事業の近代化について改善が必要である。現行の下請系列関係は、下請契約菌、作

業遂行過程でも矛盾と非合理性を含んでいる。このため、あらたに、船内荷役 ・沿岸

荷役、見手運送と港湾運送を一貫して遂行する現業企業の育成が計られなければならず、

このため、 港湾荷役料率の改善もまた必~である 。 またこの現業企業体は泌湾施設に

対応した荷役の効率化のための機械化や、自字、曳船等を整備拡充して能率的な港湾運

送機能を発揮することになろうと主張している。

「近代的な経営のもとにおける近代的な雇用関係は、当然に職業教育や技能訓練に

よって労働災害を減少させ、賃金を中心とする労働条件を改善し、労働生産性を向上

させるJ(292頁)であろう。 iこれらを目的とした港湾全体の経営は、必然的に統一

的な管理i運営機構を必裂とし、 ì)Jir.~Jの総合的秩序を確立 して民主的運営の方向を確定

するだろうとの展望を行なっている。また、この発想の実現のため、港湾管理巡営の

経営を目的とする資本の導入とその形成のため、国・公共団体は再び計画される港湾

整備5カ年計画のなかで、改めて検討する必必があるJ(292貰)と提言している。

著者は港湾労働に関する問題点の多くはこのような制度的かつ構造改革を前提とす

る広い視角からはじめて抜本的解決が期待されるこ とを強調してむすびとしている。

3，むすび

「港湾労働の構造と変動」について、その問題意識と具体的な究明手続き、内容を

みた。

港湾労働という比較的社会の底辺の問題と してi泣き去られた分!b'Yに、かくも詳細に

わたる究明のメスを揮い、その問題点を港湾運送企業の構造のなかに抱える分析視角

とその態度に改めて敬意を表するものである。

戦後労働問題の分野に実証的な調査研究方法が滋入され、その成果はわが国におけ

る労働問題に関連する研究領域の発展を促進した。

この紹介する著書はたんに港湾労働関係の限られた範囲を超えてわが国労働問題の

研究の分野での空白を埋める貴重な業組と思われる。停滞的過刺人口の大五t的存在を

背示に伝統的に役成された前期性の残砕を内包する港湾における労働関係の変化の笑

態とその進路とを明らかにすることは、港符労働者、港連企業者その他関連するもの
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にとって重要なばかりでなく、労働問題追究における概念の整序と新な発展に不可欠

の領域でもあろう。

また港湾労働の諸問題はかなり狼深いところにその源がある。その究明には多岐的

な分析が必要である。この著書はそのワンステッ プでもあり、未開拓の分野に投じた

石は今後の研究にとって多岐的な波紋と示俊を与えている。

紹介者の今後の研究視点や願望などを加えて本当の蛇足に終るのであるが、最後に

若干の思いつくままを書く こととしよう。

港湾労働の遅れた労働関係の展開は、港湾運送業の従属的な企業の地位に原因する

ことが少なくない。独占荷主・船会社一乙仲ー倉庫ーステベ(ステベもさらに重層的

下請関係を内包している。〉の序列による港巡業の従属的地位が港湾労働の非近代性と

密接に関連している。著者の視野もこの点に向い、この関係より発する具体的問題を

指摘し、特に下請制度の否定と荷役作業会社の経営規模の拡大を提言している。経営

規模の拡大は流通部門の機能の包接拡大を含むものであれば妥当な提言といえよう。

しかし、 重層的な下請構造が高度成長経済のなかでどのような矛盾となって現われて

いるかの具体的究明が必要なのではなかろうか。港湾運送業をめぐる業態の仕組み ・

椛造の骨格を明瞭に知り得、この内容が確固としたものだけに貧欲に次の段階の分析

を希望したくなる。重層的な下請構造といった企業構造では、その矛盾の現われ方に

も企業別階層性が予測される。この実態とその改変の方向の究明を今後に望みたい。

(例えば荷役量'質、ならびにその波動実態の階層分析など……〉また、荷主、船会

社とステベの関係におげる変化・矛盾点の解明なども力11わろう。これらの究明によっ

て、 港運企業今後の在り方の具体的展望が聞けるものと思われる。

作業分析、労働時間、賃金、労働災害、労働力需給実態ならびに労働者の生活構造

等におよぶ具体的労働面における分析は、前項でふれたように精密な実態調査と資料

整備によってその問題点が摘出され、明解な対策に関する提言がなされている。 具体

的な実態を基礎にしているだけに、諸経の提言には迫力があり啓蒙されることが極め

て大きい。労働における諮問題も帰するところ港湾業の従属的地位とその下請構造に

原因する点が強調されている。 この労働における問題も企業別に格差をもち、重層的

下請構造の底辺へすべてのしわょせが強く現われると思われる。 ζの不均等的な現わ

れ方の実態の究明が今後必要となるのではなかろうか。
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港湾労働における日雇を主とする不安定雇用の比重の大きい実態の原因を荷役波動

性に主としておいている。この点は、ただに労働力の需要側面の分析だけに終り得な

い。 労働力の供給源である都市停滞層の准積がどのようなメカニズムで構成され、 港

連企業がその労働力の集積過程でどんな地位にあるのかといった木来的な構造的視点

に立つ分析も要しよう。

港湾労働にとって欠き得ないことに荷役波動性の問題がある。 ζの波動性の企業階

層別の実態とその創出要因の分析(景気変動と関連させつつ、流通過程における創出

要因の摘出など〉を期待したい。この分析が企業の機能を含めた拡大の必要と具体的

に結びつこう。

港湾労働のかかわる非近代的実態と諸矛盾は単にその労働者にとっての問題ばかり

でなく、資本にとってもマイ ナスにしか作用 しない。この港湾労働の遅れた現実(この

訟で明解にその実態が示されている〉は、いわばau占資木主義段階における矛盾の典

形的な形態ともいえようし、国家を先頭とする諸対策が構ぜられ、それへの期待が一

部でも持たれよう。しかし、実際に非近代的な労働関係を廃絶し、 近代的な労働関係

を存立させるその大きな力は、その労働者の主体的条件に属するものと思われる。港

湾における重層的な下請構造といった仕組みのなかにおける前期性の残幣を含む労働

関係とそれを桃成する労働力の内容とその組織化動向 ・運動の形態の分析が企業階層

別に行なわれる必要があろう。 c労働者の生活構造と意識については実態調査による
考察がある。 しかし、 労働運動の考察はその組織化の概要についての資料が集録され

ているだけである。〕港湾労働法の設定をめぐる労働運動の動きその他、港湾労働の変

革における労働運動の役割は大きい。港湾労働の近代化を考える場合、この点の考察

が重要となろう。近代的な庖用関係は単に企業の努力だけで召来される ものではない

と思われる。

以上本当に蛇足を加えた。 しかし、これは港約労働について若干の考察を行なった

ものとして、この著によってさらに多岐的な視野を深めた結果、自己のなし得なかっ

た点も併せ今後に期待するところを述べる必要を感じたからである。

港湾労働の研究がこの考察をはじめとした実証的研究へと向い、その前進がなされ

ているl時、さらにこの発展をねがう故に敢えて拙ふれたものである。

ともあれ、この「港湾労働の構造と変動は」合蓄の多い研究成果である。この研究
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の上にさらに研究の前進がなされてい くであろう。港湾関係者ばかりでなく 、労働問

題の研究分野をはじめその他広〈一般に読まれることを願わずにはいられない。

未開拓の分野に声Ukしい業績をきずいた著者に対しむからなる敬志、を重ねて表する

と共に今後の研究の一層の発展を期待して筆を剣〈 。

(1965.9) 

(;~判 3噸即時一発行
定価 1，800円

発行所海文堂(東京都千代田区神田神保町2の48)

。，u



宮崎茂一著『港湾計画J

川 崎芳
(運輸省港湾局〉

1 著者宮崎氏は、運輸省港湾局において、主として港湾計画の実務に長く たずさ

わり、現に第三港湾建設局長と云う要職にあり、港湾計画の第一任者である。また氏

は経済企画庁総合計画局に一時奉職され、 単に港湾のみならず、建設交通部門一般の

経済計画を手がけられた。国民経済全体に占める道路、鉄道、港湾などの社会資本の

規模のあり方に関して当H寺氏が考案した巨視的投資論は今月においても極めて深い意

識をもっている。

このように、氏は単に、土木工学的な港湾のヰiH"J家ではなく、広く国民経済に占め

るをl会資木の役割及び交通経i'tlにおける港湾の位置といった広い視野に立lPjlした総合

的な意味て、の真の港湾計画の権威者である。しかも氏が長く第一線の実務的な仕事に

たずさわってきたため、その理論は豊富な経験に袈付けられており、抽象的な理論展

開にはとても期待できない力強さが感じられる。この点が氏の港湾計画論のなにより

の強みとなっている。

氏の港湾計画のこの特色、すなわち広い視野に立脚していること、及び多年の経験

に裏付けされた理論展開であることが、同時に木書の特色である。また著述の仕方も

平易であり、肩のこるような難解な単語はほとんどみあたらない、親しみのもてる文

掌である。

2 港湾計画に関する文献に秀れたものが少なくはない。 しかしながら、その多く

は土木工学的な点に力点が置かれているものである。このことは、港湾の適正な計画

の必要性を先ず第一に肌身で感じるのが土木技術者であったところから、やむをえな

かったばかりではなく、むしろそれなりの意義があったわけで‘あり、現にその意義を

有している。しかし、 それがあまりにも強調されているため、港湾の持つ経済的な意

義に|到しては抽象的にふれるに過ぎなかった。また記述の内容も港湾全体の計画とい

うよりもむしろ施設単位の計画論に終ったものが多い。

また、港湾を経済的な側面からとられ、また交通論的な観点から抱握した類書もな
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いわけではない。 しかし、 それらはあまりにも抽象的な理論展闘で、およそ現実問題

を処理するに応用できないものや、 あるいは極めて基本的なものの考え方を緩列した

に過ぎないものであったり、それに続くべき応用編の欠けているものであったりする

のが現状である。 念のために附言しておくが、これらの文献が全く君、味がないわけで

はない。 港湾の計画を冷静に考えるに際して、少なからず役立つと ともに、現実には

応用しがたい理論ではあるが、その進む方向を指すものとしては意義がないわけでは

ない。ただ、あま りにも港湾計画の全プロセスの極く第一歩にすぎず、それから先き

の問心の応用編まで程遠いところでストップしているため、港湾計画の文献としての

意義が大きく割引きされているわけである。

3 以上概述した既存の文献と比較して本告は広い視野から、しかも現実的な理論

展開を試みており 、その立味で特異な存在となろう、その内容は

第1章総論

第2章海上輸送の動向

第3章全国港湾整備計画

第4主主 各港の港湾計画

第5章広域的港湾計画

の5J¥tからなっている。

第一章総論では、①港湾計画の意味づけ及びこのJa味っけから見た、②わが昆l港湾

闘係法律の解説、な らびに③計画の目的と必要性にふれている。

総論において著者は、港湾計画について種々の考え方を述べたあと統けて『港湾事

業に対する投資計画と考えた方がよい、つまり、どの程度の資金を港湾事業に投資す

べきであるか、またその投資のあり方はどうあるべきか、どんな性格の港に対して、

どのような目的で、どの程度の資金を確保すべきであるか。 …・……・・識者によっては、

このような計画を H全国港湾整備計画μ として、前述の狭義の港湾計図と明確に分離

して考えるむきもある。しかし私は後述するように、この両者の中間的性格の計画も

tUてきているので、この二つだけを計画として確実在と分けることには焚成しない。本

書はむしろこのような新しい概念の港湾計画に相当な力点を置いて書く。……』と述

べており 、新しい計画の考え方の必要性を力説し、関係法律もこのような観点から面

白く解説している。
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またわが国の港湾の現実を『…・ーしたがって、港湾管理者が計画をたてても、この

運輸省の立案する整備計画に組入れられない限り実際は不可能である。実現に移され

ない計匝は絵に奮いた餅と同様無意味である。 …・・・』とわが国の港湾整備の現実の姿

をもののみごとに云っている

第 2~海上輸送の動向では①圏内輸送に占める海運の役割、 ②外航海運の動向、 及

び@船舶の近代化、専門化、大型化にふれている。

第3章全国港湾整備計画においては、①全国的な経済計画との関連、②港湾資産の

推計・、及び具体例として②浴客OJ整備5ヶ年計画の内容を述べている。ここでは具体的

に、国民所得倍増計画及びそれに伴なって作成した港湾整備5ヶ年計画を取り上げ、

国の経済計画と港湾整備の関係、その作成方法を評述している。 国民経済の動き関連

ずけて社会資本の投資規模を研究する上で一読を進めたいところである。

第4:1;1:各宇佐の港湾奇j.iilliでは、従来の類註!とほぼ同様の事項が取扱われているが、そ

の観点はあくまでも国民経済的な立場である。

たとえば、施設計画の考え方という一項を設けて、その中で『一般的に、rt物品と

投資額という関係からみれば、貸物品の憎加に対応する投資は、新規投資と して屯当

り1，000円程度を考えればよい。』と、その考え方を具体的に述べているが、このよ

うな態度は港湾を論じるものがたえず念頭におくべきことであろう。

同機のことが防波淀計画以下すべてのzJPJjにうかがわれ、しかも具体的にわかりや

すく恐かれている。

tr4 5:!li広域的港湾、青|匝iでは、東京湾における港湾計画を例に引き、その考え方、計

画手法を述べているが、広域港湾の考え方は近年とみに重要性を将びてきているので

一読を進めたい。

この他、附録として 3編ばかりつけ加えられているが、なかでも附録lの 『港湾資

産の挑計について』は著者の考案した『社会資木に対する投資額の巨視的決定法』の

誌礎となったものであって力作である。また附録2の『アメリカの交通と港湾Ij1情』

も米国における交通問題を知る上で適当な文訟である。また附録3の 『向J皮パラディ

ープ宇佐の開発計画』も著者の考え方をよりー尼'具体的に把握する上で一読すすめたい

ものである。

以上極く簡単に、本書の内容、その特色にふれたが、冒頭にも述べたように、力作
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であり、単に港湾に関心あるもののみな らず、少なくとも社会資本のあ り方に関して

興味ある方々に是非とも一読されるに値する名著であると思う。

(海文堂発行 1964年 1，000円〉



P. C. Omtvedt; 
Report on the Profitability of Port 
Investments. 

中 西
ちかし

睦
(早稲田大学〕

本報告書は、ノノレウェー船主協会の Petter.c. Omtvedt氏によって1963年オス ロ

ーで発表されたもので、O.E. C. D.海運委員会1963年年次報告書においても高く評

価きれている報告書である。

1951:9三、O.E.E.C.理事会は、海運委負会の提議にもとづき、

(1) 世界海運の増大しつつある輸送力を確保し、船舶の一層の効果的使用を図るた

め、それぞれの領土内の港湾における船舶の回転率を高めるため、できる限 りの措置

を識す.べきこと。

(2) 船舶の回転率の低い原因を除去するための措置が必要なことを、 国連の当該機

関の代表に指示し、非加盟国の注意を喚起すること。

というこつの事項につき加盟諸国に勧告を行なったのであった。この線に従って、

ノノレウェー船主協会が行った研究がこの報告書である。

「港湾投資の収益性に関する報告書」 というこの題名が示すように、 本報告書は、

戦後、船舶のより大型化、よ り高速化、より経済的運用化にもとづく 、戦後の造船お

よび挑進技術における現実の非?~.な進歩に比して、 拡大 しつつある世界貿易の新 しい

条件へ、港湾施設を適合する努力がはなはだ不充分であることを指適し、さらに、海

上輸送組織 (就航能力を持つ船舶、港湾、内陸輸送〉の調和と経済性を協調して、現

在におけるー需の隣路である、港湾の最適投資点を計量的に把握しようと努力してい

る。

木報告習は、序章を加え4草、227頁からなっているが、研究分析の新Lさと有効

性は、 !l災後数多く出た港湾関係論文の中でも類を見ない示唆と含蓄をもったものであ

る。以下本報告:ぎの内容を目次を追って簡単に紹介してみよう。

「結論」と題する「はしがき」 においてば、 社会資木投資の対称と して、 港湾がい
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づれの国においても重要であることをのベ、その投資の効果は投資に伴なう輸送費用

の低減、いいかえれば、ひとつの経済社会から他の経済社会への経済的距離の減少す

る度合によっておl定できると説明している。

また、輸送費用は長期的に見れば、すべて輸送された商品の消費者によって負担さ

れるが、多くの場合ターミナノレ賞用が一番大きい部分を占めるので、この費用(港で

は港費と貨物費、保管料〉の節約、特に船舶のI淀泊時間の短縮による船舶回転率の向

上と、港湾関係諸費用の節約によってこの目的は一番達成されやすいとも述べている。

そして、航洋輸送の投資の最良の機会は、一般的な交通量の需要に相対する港湾能カ

を確定する方法をうることによって見出されると結論している。この見方は、あくま

で船主側よりのものであるが、港湾投資の最適点決定理論として、実に意味のある秀

れた観察というこ とができょう。

l章、 「序章」においては、まづ、問題を提起し、統いて資木の配分、貿易の変動

するパターン、航洋輸送系の能力、港の費用の低減から利誌を受けるのは誰か、報告

書の大要など、木研究の一般的外部ならびに内部要因などについて説明 している。

2章、 「港湾の運営および管理の一般的分析」 一一系のシミュレーションーーは、

本報告書の中心を占め、数々の新しい見方と理論が展開されている。

まづ、港湾の直接利害関係当時者である輸送サービスの供給者、ならびに船舶所有

者の利害は、一致しないものでなかろうかと疑問を提起し、 その疑問を理論づけよう

としている。すなわち、船舶所有者が運航する船舶の回転率を増大するため、mf船の

ない港湾設備、能カと効率を要求するのに対して、港湾所有者は、投下資本が最大の

収益性をもたらすよう要求する。それゆえ、港湾所有者ーは貨物の流れが一定の場合、

設備の可能な最高の利用に関心を持ち、もし貨物の担任れに対して設備のバランスが取

れている場合、新しい設備投資を渋るであろう。これはかかる投資が結果として設備

使用の度合を少くする懸念があるからである。万一貨物流通盆が白地1JUするようなこと

があっ て も 、 jflJ ~直追求所有者ならば、 もっぱら同じi!ilJ合でのみ資本投下を地やすこと

に関心を持って‘あろう。その結果、港湾当事者は、船舶の平均到着隻数と必要最大能

力の中間に適合する設備投資を行なおう とするであろう し、 船舶所有者は港湾、の必要

最大能力 (船舶出入ピーク附に必要な能力〉をうる投資を求め、両者の聞には利害の

街点が起るであろう。しかし、 輸送サービスの消費者のただひとつの関心事は、 輸送
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総費用の可能な最低のものをうることであり、最っ とも広い意味で消費者といえる国

家の関心も 、 当然、の事ながら船舶と泌fr.n~設備施設聞の費用均衝の最適条件を求めて、

もっとも低い輸送費用をえようとするであろう。これこそまた木研究の主限とすると

ころであると述べている。

この愉送総費用の可能な最低}，I~をうるため、 港湾における物的流通費(ターミナノレ

ij~用〉の貨物トン当り費用之港湾能力の関連図を函き、 トン当り費用の最底点におけ

る港湾能力が、港湾投資最適点であると結論している。

貨物トン

当り費用

」二図はi港湾能力と港湾経費の関連図であるが、滋賀は右下り、貨物資は右上りの曲

線になることがわかる。曲線Aは港政と貨物資の和であり、この曲線において貨物ト

ソ当り知用の最底点になる点における港湾能力が、その港湾の最適投資点になるとい

うのである。ただし、この図は貨物流動立を一定とした場合である。 しかし、ひとつ

には、貨物流動量を一定にすることはできないし、二つには、港湾能力を鳩すことに

よって、船ごみによって失っていた貨物品を回復するだろう し、三つには、港湾能率

の上昇によって貨率の上昇によって貨物流動量が橋大するであろう。それゆえKは右

に移動する。港湾の開発投資は、たとえ貨物取扱い費用の上昇を意味しても、 貨物量

の上昇が港伎の減少より小さいならば、港湾施設能力の開発投資をしてはならないと

いう板拠はないのである。ただし、他に更によい代替的投資分野がなく、投資資金の

不足が充分に利益率に反映することを条件とする と言っている。

Omtvedt 氏は、以上述べてきた理論を頭の中に入れ、数港の実態調査を中心に計

量的に犯協するため、実に綿密なオベレージョソ ・リサーチを行い、数多くの実験式
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を作り出している。たとえば 、港湾管理のツミュ レーショ、ノ、交通バタ ーンのシミュ

レーション、 定期船 ・不定期船の1淀泊'1"の費用の数式化、百ii船関連式、荷役能率など

数多くの有益な分祈と数式化が行われている。

3$:では、 「テストケース、データーおよび結果」と題し、実態調査を行ったナイ

ジェリヤの Harcollst港、イン ドの Cochin港とノノレウェーの Oslo港に対して、

2章で求めたオベレーション ・リサーチの手法と数式を適用して、その成果結論を出

している。

昭和36年の船ごみ以来、港湾の重要性が国民一般に改めて再認識され、さ らに昨年

4月からわが国は IMF協定の14条国から8条国に移行することによって、 為替制限

を廃棄せざるを得なくなり、国際収支の長期均衡を図ることの重要性が強調されてき

た。中でも国際収支改善対策の一環と して貿易外収支の赤字の大半を占める海運収支、

特に港湾収支対策は主要な問題となってきている。一方、園内においては、 素晴らし

い経済の高度成長によって国内貨物流動盆が著 しく伸びてきているが、中でも圏内海

運のシェヤー拡大はめざま しく、 トン ・キロでは43%強に達し、 今後もその増大が期

待されているのである。また、港湾労働の不足と老令化と並行して港湾効率の減退が、

港湾筋設設備機能との関連において大きな問題とたりつつある。

このため、政府ならびに港湾管理者は、港湾5ヶ年計画によって、鋭意港湾の能力

不足を充足して、港湾流通貨物の増大ならびに船舶の回転率を治大するため、日夜努

力を続けているのであるが、港湾投資財源、特に社会資木の不足は大きな自主路となっ

ている。

このようなと き、本報告書は、港湾投資の最適点を決定するための理論形成に、ま

た港湾、実態調査の手法発見のために、非常に貴重な資料と理論を提供するものである。

しかし、わが国港湾に適用する場合には、わが国港湾投資の特殊式性格、港湾管理経

営の実際を考慮に入れて、注意深く修正した後用いなければならない。

(petterc o-) 
M. A.， Oslo， 1936 
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James Bird; 

The Major Seaports of The United 

Kingdom. 

( 1 ) 

北見俊郎
〈関東学院大学〉

本書の著者は、Universityof London King's Collegeにて1954年以来地理学講師

(Lecturer in Geography)をしている。 最近 (1963年)Visiting Lecturer として

University New England N. S. W.， Australiaに行っていたが、わが国に知られて

る他の著作としては TheGeography of the Port of London， 1957 (Hutchison 

University Library)などがある。

木書の内容は、いわば RochdaleReportとして、わが国にも紹介された (London

Her Majesty's Stationery Office; Report of the Committe of lnquiry into the 

Major Ports of Great Britain)の結論の原理的役割lをなしているように思われる。

木書は、きわめて広い問題哲識をもっており、Appendix，その他をふくめて454頁(大

版〉からなる大設である。その内容は、イギリスの主要港湾の殆んどについて、下記

のようなにより分析を行っている。(参考地図 ・参照〉

(序〕

1.接近方法

(河口における産業および貿易港〉

2. Newcastle港と Tyne河畔

3. Glasgow港と Clyd河畔

4. Belfast港と Lagan河

(河口における商業および産業港〉

5. Hull港および Humber諸港

6. Southampton i港および Southampton水域

7. Bristol， Avon，および Avonmouth港
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イギリスの主要港と河川

(参考図〕
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注.(二 〉内は河川名を示す。
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(南部 Walesの諸浴〉

8. Swansea港および MilfordHav巴n，Port Talbot， Cardife， Barry， New Port 

の諸港

〈積出港〉

9. Dover港および Harwich，Holyhead港

(内陸港)

10. Manchester港

(一般貨物港〉

11. LiverpooI港の形成期

12. LiverpooI港木域と しての Mersey河

13. Morseyドックと Mersey河畔

14. London港の形成;WJ

15. Thames水路

16. London港のドック組織

17. ~朝川としての Thames 河の交通 と 貿易

(結論〉

18. イギリス港湾への展望

資料、その他

以上に示した目次の概要によってもわかるように、いかにも地理学者らしい発想に

よる問題意識をみせているが、周知のように、イギリスは、 全土にわたって実に河川

が豊富であり、区|に示すように、そのよ うな河川と河口港、もしくは流域港、ならび

に地方都市の発展がめざま しい。 London港にしても典型的な河口港である。この点

は、同じ島国でもわが国のそれとは大いに事情を異にする。アメリカ、 ヨーロッバ、

もしくはアジア地域のいわゆる大陸における主要港は、それぞれ主流河川が港湾や都

市の発展をうながしてきたし、アジアにみられる単一主要港を生んでいる場合もある。

(拙著『アジア経済の発展と港湾』東大出版会、参照〉しかしイギリスにおける河川

と港湾がこのような関係にあるこ とはきわめて特徴的なものとみなければならず、し

たがって著者の分析過程もそこから出発している。

全体を通じ、 きわめて広い Topicsをふくめ、現在における主要港湾の発展の事情
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と、問題点を各章にわたってのベ、さらにそれらの事情を歴史的考察に し、 それらを

{，.j，:系化しようとつとめている。 しかも、そのために豊富な写真、図、資料を用い、解

説の方法を立体化せしめよう としている。内容にわたる要点は次にのべるが、著者は

各港をつぶさに調査し、そう した問題設定のあとで、泌持管J!日、労働、財政、鈴木投

資等の問題にも及んでいる。

(2) 

ここでは、以上にのベた概要の中から、とくにわれわれが問題としている諸点を中

心にしながら、要点のみをえがいてみたいと思う。

すでにふれたように、接近方法は地理学的方法の範囲は脱していなし、。したがって、

港湾、河川|、都市、産業等の相貫関係は、各河川と港湾形成の史的考察においても立

地的視角が重要な分析方法になっているように感じられる。

著者は、全体を18主主にわけ、 〔目次、参照)さらに、それらを 「、河口における産業

および、貿易港Jとして Newcastle港とTyne河、Glasgow港と Clyd河、Belfast

港と Lagan河との関係をとりあげ、各々港湾形成の初期から、現代におよぶ発展の

経路をつぶさにみている。これらの発展にしめる諸産業と河川との関係、したがって

港湾機能の展開、港湾地j域、地殻の充実などが当然大きなものとして示されている。

たとえば、 Newcastie絡の;場合は、Tyne河との関係で、造船業、石炭産業が大きな

立与|ミをもってくる。

こうした手法において、さらに「河口における商業および産業港Jとしては、Hull

泌をはじめ、週辺の諸泌、Southanpton港、Bristol港、Avon港の諸港が代表的な

例として実証的分析を進めている。また南部 Walseの諸港としては、 当然 Swansea

法および、Milbord，Havon， Port Talbot， Cardife， Barry， New Port等がとりあげ

られるわけであるが、この"1'には漁港と漁業、冷凍施設の問題等もふくめられる。さ

らに ，1'Jll:1:¥泌Jとしての分績においては、Dover泌をはじめ Harwich，Holyhead港

等、主として Dover術峡に而した港湾が対象とされている。「内陸港Jとしては、

Manchester f)..!iであるが、代表、処と しての同港の現代的港湾機能が大きくとりあげら

れている。

また、 「一般貨物港」としては、まず Liverpool泌の歴史的発展が詳細lに不され

ており 、 とくに産業の展開と、 Liverpool港水域と Mersey河との関係、 ついで
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London港における事情と Thames河、lcndon港のドック組織等が、広範囲にわ

たって示され、さらに、湖川と しての Thames河のもっている役割が LOlodon港を

Terminalとして、 交通、貿易にかかわる重要性が豊富な資料によって浮ぼりにされ

ている。

最後には結論として、「イギリス港湾への展望J(p. 411)として、 (Port Hinter-

land，) (The Development of Major Ports) (The Port of Future)' (Dock 

Labour) CPort Administration and Finance) (Port守AstandingCommittee)な

どがのべられている。われわれとしては、いわばイギリス主要港袴の各港の事|育もま

たそれぞれ興味深く 、とく に歴史的形成の内容と現在の諸事情から、わが国港湾の現

状と今後の諮題につききわめて有益な示唆を与えてくれるものであることを知らしめ

られるものである。 しかし、ここで、は、きわめて紙聞がかぎられているので、以上の

ように各港の内容はきわめて大概的なものに終らざるを得なかった。そのため、ここ

で、その結論にされた諸節をできるだけ詳細にみながら、各主主の!&t項を干iliうと共に、

木書!の焦点をみることにしたいと思う。

著者は、本書のまとめとしてイギリス主要港湾の綜括を、まず PortHinterlandの

問題からはじめている。著者の方法論からすれば、17章までの全体的な各港の分析内

容の中でもっとも一貫し、 実証的なうなずけをもち、各港分析のうちで努力されると

共に、みづからも最も興味をもっとなされた問題意識でもあると思われる。この

Hinterlandの問題点というか、一つの定見と して、 著者は、まず、 イギリスにおけ

る Hinterlandに特別のパタンは考えられないとし、 さらに、 イギリス港湾への貨

物輸送が主として陸送依存のために輸出がおくれる点を指摘している。 (P.p. 411~ 

416) 

前者の点について、Hinterland というものが、とくに問題視されるのは、生産性

の低い産業構造の地域、またその地域が海面(港〉より遠距離にある場合であるが、

イギリスの場合にはそれは見当らないと している。さらにそれ以上の復目指な要素があ

ると して 、 取扱貨物が高仙!な船舶の nij間的制限から、 2~ 3 の特定港湾に入泌する。

その他ポーチャーヂの点、貨物のかえり、その他の理由から、大型船艇は一一内陸交

通が高自lIiな取扱貨物の集荷配達、内陸水路と沿岸輸送が低価原材料、ノミラ荷、肥料等

の集荷配達一ーができる主要港にゆくとし、さらに St.Lawrence Scawayの例など
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をもうらずけて、主要港でも、ドライドックをはじめとする修理施設、荷役施設の整

備された港湾の重要性を今更にのべている。こうした点から Hinterlandの概念およ

び、事実上の範囲の決定は、貨物の内容からもわかりがたく、復雑であるとしている。

ただ単位重量あたりの低価格貨物の場合と、高価格貨物との比較において、後者の

場合は陸送の場合、 Hinterlandの制限がきわめてはっきりしている点を指摘してい

る。さらに、陸送の雑踏か輸出をおくらせている点については、 (30~35%の貨物が荷

物受領の前日に着く、〕として、その問題性の大きいことをとくにとりあげており、

この点については TheThird Report of 'the Ports Efficiency Committee (H. M. 

S.O.， 1956)が、輸出貨物の鉄道による強化の勧告をしている点を強調している。 諸

港における Hinterlandの実態から、いわば効率の高い港湾施設への Hinterland

の推移を著者は背景的に考えているようであれこの考えが、これ以後の各問題の中

にも流れているようにうけとられる。すなわち、その後の「主要港湾の発展事情」の

中でも、次のようにのべている。港湾発展の各新しいl時期は、海運における商品輸送

の増大と、技術的革新によってもたらせられており、船舶設計は、港湾設計より技術

者にとって容易である。しかも技術上の変化のテンポは船舶の方が速く、港湾はそう

した船舶の影響に対して、たえず努力を重ねてゆかねばならず、また投資のパタンを

ももたねばならない。したがって港湾は船舶の変化する毎に、また荷役の変化がある

毎に、それらに適合するようにしなければならない。 (P.P. 417-418) 

こうした考え方からして次の項における「港湾の将来」では、くりかえすまでもな

く「新しい船型と荷役形態に合せて投資を行い、もって新しい使用に適するように。」

(p.419) としている。この考え方の一例としてコンテナー輸送が1960年に大西洋輸

送に用いられ、また水深の深い港ーが要求されてきたこと (No.4. Berth， Royal Vic-

toria Bockの例〉、さらに、枚数、検量の方法が問題視され、 こうした点から、港

湾の組織、管理上の問題も提出されてきた点をとりあげている。とくに大量海上輸送、

船舶大型化、がなされてくる場合の、錦頭の広さ、交通上の合理化、荷役の機械化が

必須である点をくりかえしている。

また「港湾労働、港湾管理、港湾財政J等の項においては、港湾労働者のストライ

キ問題をめぐり、港湾労働者は“IsolatedMasses "であり、さらに“RaceApart" 

であるため労資のコミニケーションに欠けている点をあげ、 Seaman，Minersとな ら
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んで、いわば一般的機械熟練がないので・労働市場がせま〈 、I:Iorizontallyな、 一つの

緊密社会 (closely-knitCommunities)を形成し問題を内臓するとしている。またこ

の社会は、したがって数々の不法な条件が多いので、いわばこうした「ス ト可能産業」

(Strike-Prone Industy)は次の 3点、に注意することが必要であるとする。 ((1)泉っ

た熟練を与える。(2)その熟練を他産業に適用できるものにする。 (3)機械化による肉体

的効果。 〉さらに港湾のような特殊な Terminalにおける恒久的な雇用は、実際にス

トライキをおこさせる大きな要因であるので、この点を充分考えるべきであると して

いる。 1947年の NationalDock Labour Scheme，て1土、季節的な理由による規則は

労働荷量、波動性による労働変動等の問題に直面し、これの解決策として週単位制度

をとったとのべている。こう した港湾労働問題の対策、その成果と共に港湾管理上の

問題にもふれている。ここで、は、各港の管理形態の差や内容をとりあげ、と くにそれ

らの歴史的分析の結果、各地の港湾が個々に発展した地域事情、交通、産業の蔀情か

ら各港湾の独自性をみとめているが、と くに河口にある主要港において、各 Port

Authrityは、管理上 ConservancyAuthrity (管理局〉という形で各々合併する方向

をとるべきであることをのべている。こうした河口における主要港の管理局への合併

案の背後には、 Terminalの占める重要性や、港湾規模の治大と札lまって、国民経

汐f的立場より、あるいは国家目的の面から見直すべきであるという著者の官、向がうか

がいとれる。 これとの点について、 さらに港湾投資の問題をとり あげ、 Rotterdam，

Hamburgの各泌が国庫依存であり、アメリカの場合も陸軍依存によって投資がなさ

れてし、るので、イギリスの場合も、港湾投資は国家が保証すべきとしている。 (勿論

これには、現在のヰi情が充分1J日!朱される必要があり、多くの問題が残ると している。〕

故後には、港湾の調査研究についての意見がのべられており、A Standing Com-

mitteeとして、いわば Port'sEfficency Committeeの必要性を主張している。こ

れについて著者はこう言っている。 1"船主は最新にして最良の OceanTerminalを

切望する。しかし、 ポート・ オベレーターは、誰が施設の使用料を払ってくれるのか

を気に している。 J(p.425)港湾が建設や施設を問題にするl時期はすぎたので今後

は船主とオベレータ ーが協同して、新しいパースを考えねばならない。さらに、港湾

にかかわる新しい技術や施設等は世界の主要港の共通の責任でもあり、一つの Auth-

rity が、 各国の港湾事情について知ることもできないので、|止界中の船舶港湾の事
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情、 もしくは問題点などを知り、 場合によっては法的制度 〈例えば、 To Act as 

adviser to the Minister of Transportation)をも考慮しう るような調査研究の

Committeeが必要であるとむすんでいる。

(3) 

以上は 、木書の概要ならびに意とする点をのベたにすき'ない。 1節においてふれた

ように、分析手法の基礎は地理学的方法論によっている。したがって問題意識の巾も

広く、イギリス主要港湾のおかれる自然的条件を無視する ζとなく、その上に歴史的

考察を加えかっ経済、社会的条件を考慮している。各主要港の個別事情についての紹

介は一部にとどめたが、実は、これら各港の分析内容にこそ本書の特徴と意義がふく

められていると考えられるほどである。したがって、全般を通じて問題提起の作業は

きわめてきめがこまかく、いたずらに理論形成にとらわれることなく 、実態的な分析

内容それ自体に問題点を言語らせている点はわれわれにとって貴重な研究態態度である

と思える。各港の分析事情が、そしてそれを通じて析出されている諸点を、われわれ

がより深く理解しようとするには、わが国における港湾形成のされ方との差、あるい

は基本的に国民経済の歴史的事情の差や、現時点の構造的内容の差を充分前もってま日

っておく必要もある。と くにイギリスにあっては、最も早くから典型的な資本主義経

済の展開をみており、 港湾の皮肉もわが国のそれと質的に全く兵なる歴史を背後にも

っている。イギリスは戦後においても早くから港湾問題と、これの対策のために幾度

かの調査報告書をもっており、PortEfficiency Committeeにおいても1952年に2回、

1956年に1回、計3回の報告替が発表されている。 1961年以来もたれた Rochdale

Committeeの活躍とその報告書も、イギリスにおいては劃期的な本格的調査であるが、

それらが生れてくる背景と、報告書の内容は、われわれの場からそう簡単に理解しき

れるものでないとも恩える。(中西陸『イギリス主要港湾に闘する調査委員会報告書』

港湾経済研究No.1参照〉

実は、木書の内容も事実上 Rochdal巴 Reportにのべられている点と しばしば同ー

の結論が見られ、われわれにとって、とくに目新しいものと考えられる点は一般的に

少ないようである。しかし本書の生れてくる背景には、RochdaleReportと同じよ

うに長いイギリス港湾の歴史に耐えてきたなにかを感ぜざるを得ない。論理的な展開

よりも、ここでは現実のイギリス主要港湾の形成と問題点を諮るという点で、今後の
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対策についての方策とそのたて方は手堅いものがあるように恩われる。

綜括的な一つの結論は、したがって具体的な形で示されており、この点 Rochdale

Report との示し方の差をとくに感じ得ないが、木質は、その意味がやはり各港の客

観的な実態分析にあるように思われる。わが国の港湾との差は、すて、にふれたように

それのおかれている環境の差から多分に大きいが、しかしそれでも、現在におけるわ

が国港湾の諸問題とその傾向からして、数多くの教えられる項目にみちているといわ

ねばならない。 Hinterlandについての内容は、島国における同一条件からかなり同

意しうるものがあり、とくに海運側の構造変化に即応させようとする港湾のあり方も、

むしろ今後のわが国港湾の姿を映しているように思われる。したがって「港湾の将来」

についても 、 コンテナー輸送問題、 交通事情の強化、 荷役の機械化等に~・慌をおく港

湾管理態勢のうごきも、わが国と現象的にはきわめて近い問題でもある。 i港湾管理の

合併、もしくは合同問題の示唆も、わが国における港湾事業団問題、広域港湾の管理

体';1刻化等と似ている。 しかしながらすでにのべたように、港湾と自由主義経済との関

係を、われわれがイギリスの例から直ちに理解しようとするのはきわめて危険でもあ

ろう。なぜなら、港湾問題の木質は彼と我々との歴史性の差にたっているからである。

例えば投資と国家の関係などについては、むしろ在来のわが国の形に逆に近くなりつ

つあるようなイギリスの事情も、歴史的に幾度かのアウフへーベンを経ていることを

深いところで知らねばならない。労働問題、とくにス トライキの点は、上記の最も代

表的な性質を示すものであるだけに、その対策についての怠見はきわめて興味深く思

われるところである。また今後の港湾調査研究についての著者独特の見解も、港湾が

国際経済の場にあって、現実にその-J.l誌を支えている点から大いにうなずける点であ

り、わが国にとってもきわめてJ1.味深いことでもある。

本書が、分析を通じて表明している結論的な諸点については、RochdaelReportに

おいて、 あるいは、それとの関係で、わが国でもそれに近い諮対策がもたれようと し

ていることから、 (例えば、資本投資、合併問題、中央号|匝i、管迎、ポー トチャージ、

担割頭近代化等〕問題解決の~flJ則的見解と思えないきらいがある。しかしこれらは、 資

本主義経済の交通部門、とくに海運を中心とする交通体系の一環として、港湾が合理

化の道を急がざるを得ない様子を実に良く表現している。著者がいう PortEfficency 

Committee の重要性が全体をー貝ぬく問題性でもあれ これはまたイギリス港湾その
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ものの問題意識に他ならない。 国民経済の展開のなかで、 港湾がうけもつ役割は、全

交通体系の一環としてつつがない海陵 Terminalの機能を果たすことであることには、

イギリスもわが国も変りない。 しかし、他面、 わが|室においては港湾機能のもつ他の

役割、つまり臨海工業の発展や、地域開発、都市の再開発等の、経済の生産部門への

基礎条件を与える分野がきわめて重要視されてきている。この点については、 著者は

各港分析の中で、とくに河口における産業港等においてかなりとりあげているが、分

析の焦点はやはり経済の流通部門の意識を脱していないようである。これは一つには、

イギリスにおける港湾問題の性格からでもあろうが、やはり方法論的立場の限界を示

しているようである。他の面から考えるならば、 木警の分析手法には社会科学的理論

性が乏 ししまたその分析に理論的恨拠がみられず、いわば平面的な分析にとどまっ

ている。しかし、これはそのような解明の方法において、 問題の解決が計りうるイギ

リスの港湾問題の順当性というものを考えてもよいのであろうか。この点は、早急な

資本主義の展開を余技なくされたわが底経済が、現段階においても前近代的要素を深

く内臓している事情と異なるためであろうか。わが|主における港湾問題は、少なく と

も、1:1本における資本主義経済の木質的な理論的メスをもたねば、どれをとり あげて

みても本格的な問題解決に役立たないといっても過言ではない。イギリス主嬰港湾の

分析の成果が、 結論における各項目に、どの位参1)11しているかについては幾多の疑問

が残される し、また結論的内容の各項における問題意、識もきわめて技術的なものであ

る点も疑問とされる。この疑問とは、そのよ うな問題意、識や、技術的分析において問

題解決が計られるイギリスの港湾問題であるがためなのか、あるいは方法論的限界性

か、または、ベタンチックなくせをもっ日本人や筆者の常なのか、と もあれこの点に

依然として問題は残されるようである。

Hutchison and Co. Ltd. 

First Published 1963 

p. 454 

.E 5 5S net (in U. K. only) 
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日本港 湾経済学会会則

1.総会

第 1 条名称本学会を日本港湾経済学会という。

第 2 条 目的木学会は港湾に関する一切の社会的 ・経済的学術研究を

行い、わが国港湾の合理的発達に寄与することを目的とする。

第 3 条事業本学会の目的を達成するために次の諸事業を行う。

(1) 年次大会及び定期的研究会の開催

(2) 内外文献及び資料の収集、整理

(3) 内外港湾の視察及び調査研究

(4-) 港湾経'首の調査研究 ・コ ンサノレタン ト事業

(司 学会報告その他刊行物の発行

(6) 講演会、講座等本学会の目的達成に必要な事業

第 4 条事務所本学会の事務所を横浜市に置く 。

2.役員

第 5 条本学会に次の役員を置く。

(1) 会 長 1 名

(2) 副会長 2 名

(3) 常任理事 若干名

仏) 理 司王 若干名

(劫 評議員 若干名

(6) 監 査 2 名

第 6 条会長会長は木学会を代表し、 会務を総理する。

会長は理事会が推せんし、総会において承認するものとする。

会長の任期は2ヶ年とし、再任をさまたげない。
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第 7 条 副会長木学会に副会長2名をi置く。

副会長は会長を補佐し会長事故あるときはこれを代理する。

副会長は理事会で推せんし、総会において承認するものとする。

副会長の任期は2ヶ年とし、再任をさまたげない。

第 8 条常任理事木学会に常任理事若干名を置く 、常任理事は理事会

の互選により選出し、常任理事会を構成し、常時会務を運営す

る。

第 9 条理事木学会に理事若干名を置く。

理事は理事会を構成し、本学会の基木的問題について協議する。

理事は総会において選出し、任期は2ヶ年とする。但し再任を

さまたげない。

理事会は会長が招集し、 会長が主宰する。

第 10 条 評議員 本学会に評議員若干名を置く。評議員は会長が委l属し、

会長及び理事会の諮問に応ずる。

第 11 条監査 本学会に監査2名を置く。

監査は木学会の会計を監査し、総会に報告する。

監査は総会において選出し、任期は2ヶ年とするの但し再任を

さまたけ.ない。

3.会員

第 12 条本学会の会員は次の2種類とする。

(1) 正会員

同 賛助会員

第 13 条 正会員本学会の正会員になろう とするものは、会員2名が推

せんし理事会の承認を得なければならない。

正会員は、定められた会費を負担し、総会に出席し、選ばれて

役員になることができる。また正会員は本学会の主催する会合

に出席し、印刷物の配布を受け、学会の事業に参加することが
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できる。

第 14条賛助会員 本学会の趣旨に賛同し特別の会践を負担せる者は、

常任理事会の承認を経て賛助会員となる事が出来る。

賛助会員は、木学会の印刷物の配布を受け、 会合に出席し、 ま

た必要な制査研究を本学会に委帰することが出来る。

4.総 会

~~ 15 条総会総会は本学会の最高機関とし、年1固定期的に開催する。

会長が必要と認めるときあるいは会員過半数の要望があるとき

は、臨時総会を開催することが出来る。

総会は会長が招集する。

第 四 条議案総会の議案は前もって理事会の承認を必要とする。

次の事項は理事会の承認を経て、総会で決定しなければならな

し、。

(1) 事業計画及び事業報告

(2) 予算及び決算

(3) 役員の選任

(必 その他本学会の重要事項で、理事会が総会の承認を必要と

認めた事項

第 17 条 決議総会における決議は、出席者の過半数をもって行なう。

可否同数のときは議長の判断で決定する。

5. 支部及び部会

第 四 条支部木学会に支部を設けることが出来る。支部を設置しよ う

とするときは、理事会の承認を経なければならない。

支部に関する規定は別に定める。

第 四 条部会木学会に、理事会の承認を経て研究部会を設けることが

できる。
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研究部会に関する規定は別に定める。

6.事務局

第 20 条 本学会に事務局を置く 、事務局は事務局長主宰のもとに、常時

本学会の事務を行なう。

第 21 条 事務局に事務局長及び幹事若干名を置く。 事務局長及び幹事は

会長がとれを委嘱し、常任理事会に出席する。

事務局長は事務局を統轄し、次の事項について責任を持つ。

(1) 木学会の経常事務

(2) 総会その他木学会の会議の準備

(3) 理事会及び常任理事会で決定した各種事業の準備及ひ、遂行・

仏) 本学会の会計事務

(5) 学会年報の発行その他理事会において委任された事項

第 22 条 事務規程本学会の事務に関する規程は別に定める事務規程に

よる。

7. 顧問及び参与

第 23 条 木学会に顧問及び参与を置くことが出来る。顧問及び参与は、

理事会が推せんし、会長が委帰する。顧問及び参与は、本学会

の運営に関し会長の諮問に応ずる。

8.会計

第 24 条会費本学会の会費を次のように定める。

。)正 会員の会費 年額1千円(ー率〉

(2) 賛助会員の会資 年額3万円以上

第 25 条収支本学会の収入は会費、寄附金、及び事業収入とし、本学

会の事業目的のため支出する。

第 26 条予算及び決算木学会の予算及び決算は理事会において作成し、
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総会の承認を得なければならない。

第 27 条会計年度 本学会の会計年度は、4月1日にはじまり、翌年の

3月31日に終る。

9. 加入及び脱退

第 28 条 本学会に加入しようとする者は、会員2名の推せんを得て、所

定用紙に必要事項を記入し、会長あて申込むものとする。

本学会を脱退 しようとする者は、文書をもって会長あて届出な

ければならない。

年度会費を納入しない者は会員の資格を失う。

10.本会則の改正

第 29 条 木会則を改正しようとするときは、総会出席者3分の 2以上の

承認を必要とする。

附 則

l 木会則は昭和37年10月12日より効力を発生する。

日本港湾経済学会役員

g; 、 長 矢野 同リ

副会長 柴田銀次郎

λy 白山孫三郎

常任理事 東 寿 (東 京〉

ノY 伊坂市助 (;隙 浜〕

11 高見玄一郎 (;隙 浜〕

1/ 前回 (名 古 屋〉

1/ 富 永祐治 (関 西〉
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11 佐々木誠治 (関 西〕

理 事 東 寿 C，刊l第三港湾総設局〕

11 伊坂市 助 CI美|東学院大学〕

11 上原轍三郎 (北海学園大学〉

11 植 村 福七 (香 川 大学〕

11 岡 ャ野鑑記 (神奈川大学〉

11 奥村武正 (東京都港湾局〉

ノY 加賀美文 (横浜経済同友会〉

11 加地照 義 (神 戸商大〉

11 越 村 信三郎 C{ili浜 国立大学〉

ノY 四方悶 耕= (神戸市港湾局〉

11 佐々木誠治 (神 戸大学〉

11 佐波宣平 (京都大学〉

11 酒井正三郎 (名古屋大学〉

11 柴田銀次郎 (関西大学〉

11 白 山源=郎 (関東 学院大学〉

11 鈴木要二 Ch';-水市Tiii市会〕

11 左右田俊夫 (神奈川県経済調査会〕

11 高 見玄一郎 (港湾経済研究所〕

11 回 中文信 (富 山 大学〕

11 富 永祐治 (大阪市立大学〉

11 土橋 宣夫 (悩浜市港湾局〉

11 西 原峯次郎 (久留米大学〉

11 野村 寅二郎 (神 戸大学)

11 早瀬 利雄 (横浜市立大学〕

11 橋木英 三 (名城大学〕

11 原 回 = 郎 〈東北大学〕

ノY 松浦茂治 〔大分大学〉

ノY 松本 郎 (新 |司木汽船〕
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11 前回 (名古屋港管理組合〉

/1 松 本 清 (日木倉庫協会〉

11 宮崎茂 (運輸省港湾局〉

11 矢野 同リ (前早稲田大学〉

評議員 井関弘太郎 (名古 屋大学〉

/1 大 森 (青山学院大学〕

11 河村宜介 (関西大学〕

11 北見俊郎 (関東学院大学〕

ノY 小島昌太郎 (桃山大学〉

11 斎藤武雄 (神 奈 川 大学〉

11 住田正一 (運輸省船員局〉

11 高 村忠也 (神戸大学〉

11 土井智喜 (日;本船主協会内海運研究所〉

11 中西 l箆 (早稲田大学〕

11 野田早苗 (福岡大学〕

11 米 花 稔 く神 戸大学〕

11 細野 日出男 (中央大学〉

11 前田義信 (甲 南大学〉

11 柾 幸雄 (横浜市立大学〕

// 武 藤正平 (横浜国立大学〕

11 布 藤豊路 〈東京商船大学〉

/1 吉 川 貫一 〈同志社大学〕

11 山 本泰督 C神戸大学〉

11 米 田 富士雄 (日 本船主協会〕

A四日・litL 査 左右田俊 t41 (拶{ 浜〉

11 米 花 稔 (事11 戸〕

事務局長 伊坂市助 〈横 i兵〉

ヲ
'
91u 



学会記事

1. 第3回年次大会について

昭和39年11月25、26、27日の3日間に瓦り、第3回年次大会が神戸市港湾局のご尽

力によって聞かれた。同大会のプログラム、ならびびに研究報告会の様子は次のよう

であった。

大会プログラム

(日・ 時〉 (各 会) (会 場〉

(第1日〉
11月25日(水〉 理事 ・役員会

神戸市役所9階、オリエンタ

P.M 4，;lOより
ノレにて

(第2日〉

11月26日(木〉 研究報告会 CA.M9.30より〕 i目楽国会館にて

A.M 9.30より (神戸市長 ・原口忠次郎氏特別

講演 『瀬戸内海について』をふ

くむ

総 ムムょ、 (上同〉

記念擬影 (上同〕

懇親会 (P.M 6.30より〉 新オリエンタルホテルにて

(第3日〉

11月27日(金〉 神戸港見学会 集合場所

A. MIO. 00より 中央突援の船客待合所にて

研究報告会プログラム

11月26日 A.M.9.30より……………...・H ・...・H ・...(司会)是常 福治

各位報告時間25分、質問5分

開会の辞-…………………...・H ・.....・H ・...・ H ・.(会長〉矢野 剛

特別講演

「瀬戸内海について」・H ・H ・.....・H ・.....・H ・..……(神戸市長〉原 口 忠次郎

A. M 10. 30~ 11 . 30 

(下記報告会午前の部内に行なわれる〉

〔午前の部) CA.M 9.30より〉
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共通論題(経済発展における港湾経営の諸問題…・・・(司会〕伊坂市助

(1) 港湾経営の理念と問題性・H ・H ・-… H ・H ・.(関東学院大学〉北 見俊郎

(2) 港湾財政はいかにあるべきか…...・H ・..(大阪市港湾局〉松 宮 斌

(3) 港湾における直接収入に関する調査報告…(関西大学〉柴 田銀次郎

ω共通討論(約30分〉 …・・…....・H ・..(司会〉・…....・H ・...…岡庭 博

昼 食 P. M 1.00より 2.00まで

(午後の部) P. M 2.00より(各位報告時間30分質問10分〉

自由論題…...・ H ・...・ H ・.....・ H ・..……・・・(司会〉・・ ・・・・・・……野 村 寅三郎

(1) 港湾機能の内陵への鉱大とその性格…(東京都港湾局〉今野修平

(2) 港湾資産評価の問題点……一…・・(日木女子経済短大〕杉沢新

(司会〉・・H ・H ・-……加地照 義

(3) 海運国際収支改善と港湾、経費の関連性…(早稲田大学〉中西 陸

(4) 港湾の類型・…....・H ・..…・・ H ・H ・...・ H ・...・ H ・..(神戸大学〉佐々木誠治

閉会の辞...・ H ・.....・ H ・..……・ ・...・H ・.....・ H ・H ・H ・...(副会長〉白 山源三郎

なお、総会においては、新たに正会員33名、賛助会員8名が正式に入会された。懇親

会においては四方田村l戸局長の司会で、 多数の来賓もまじえ、席上、欧米港湾、海運

事情視察よ りかえられた松本、伊坂、高見の各氏会員の規察談が披露された。常時大

会の各会出席者は60余名をこえ、次回第4回年次大会は名古屋港において行なわれる

旨発表された。

2. 運輸省委託研究調査について

昨年にひきつつ守、昭和]40年度にも、 運輸省港湾局よりの下記による委託研究が行

なわれている。( )内氏名は研究調査担当者を示す。

(1) 港湾の地域経済に及ぼす効果にかんする調査

(伊坂市助、 111口辰夫、久保村隆祐、河西稔)

(2) 港湾投資の地域開発に及ぼす効果に関する調査(矢野 悶Ij、中西陸、杉沢新一、

岡田清〉

(3) なお、昭和39年度分までの委託研究にて提出した報告書は次のとおりである。

・港湾投資と地域経済 (A5版 295頁〉。
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- 港~h3のもたらす経済的利主主の分析 (A 51仮 120頁)0

・公共均頭の公共性 (A5版 25頁〉。

(以上は昭和38年度分〉

・港湾投資の地域開発におよぼす効果に|刻する調査報告書 (A5版 294頁)0

・向上別問資料篇 (A51仮527頁〕。

・港湾の経済効果に関する調査報告書 (A5版 154頁〉。

3. 理事・役員会・大会準備会開催状況

(昨年度大会後、本年9月まで下記のように理事 ・役員会がもたれた。( )内は

その内容事項を示す。(尚これは、直接事務局が関係したもののみを示す。〉

(1) 昭和40年3月6日(於、横浜〉

(決算報告、予算案の件、第3回大会終了後の処理の件、年報配布事情、委託研究

の件、昭和40年度事業計踊の件。〉

(2) 昭和40年3月22日(於、 名古屋〉

(予算、決算、その他の諸報告事項、委託研究の件、昭和40:9三度事業計画の件、大

会準備の件〉

(3) 昭和40年5月28日〈於、横浜〉

(名古屋港管理組合よりー木氏をむかえ、大会準備の件〉

(4) 昭和40年6月12日(於、横浜〉

(大会準備の件、名古屋地区大会準備会の事情を中心に して、 年報の件、委託研究

の件、その他〉

(5) 昭和40年9月6日(於横浜)

大会準備の件、一一名古屋港管理組合より野々ffs，石黒氏をむかえて、とくに大会

準備の具体的な詳細について一一

4. 学会事務局の資料整備状況

学会が従来入手した文献資料を中心にし、また各位の寄贈されたものを併せ、ま

たできれば予算の許す範囲において、事務局は港湾関係の文献資料を少しでも整備

し、会員のf更に供しうるよう努めている。なお一方会員その他よりの寄贈をも念じ

ているので、大方のご協力をも願う次第である。目下のところ、その整的状況はさ

さやかなものであるが、これの充実とあいまって会員にご希望にそえるようにした
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いとのぞんでいる。

II~荊]40年 9 月現在の資料目録を示すと次のよヲである。( )内氏名はその資料

の苦手j犯者を示す。

〈主単i陣主行本)

百海E迎系新t諭命手梨集l長三刊行会編「海迩と港湾の新しい発j展畏のためにJ (伊坂氏寄寄'1贈l泊白的〉

干苔2多村昌次良郎|日1著「港湾労(働劫の構造と五変!:U毘動9訪/J川J (喜多村氏寄R郎脳巴悶sii

矢1野lJ仔r剛著「港湾経済の研究J (矢!町i既lf氏寄寄，~贈鴎、

北見俊良[1著「国民経済と港湾J (北見氏寄贈〉

l河庭博著「海運産業構造の研究」

北凡俊郎著「アジア経済の発展と港湾」

(資料〉

巡輸省港湾局「港湾投資と地域経済」

グ 「工業立地と港湾J

グ 「工業港建設による工業開発と地域開発J

日本泌ー湾経済学会 「公共埠頭の公共性」

柴田銀次郎「港湾労働問題の焦点J (柴田氏寄贈〉

高見玄一郎著「世界の港湾J(1) (高見氏寄贈)

佐々木誠治「港湾の類型J (佐々木氏寄贈〉

北見俊郎 「地域防発と港湾J

運輸省港湾局「港湾のもたらす経済的利益の分析」

グ 「港湾構造物の耐周年数J (北見氏寄贈〉

北見ゼミ著「経済発展と港湾、の諮問題J(1) (北見ゼミ寄贈〉

グ i 1/ 11 J (2) ( 1/ ) 

北}よ俊虫11r経済発展における『港消、研究』の方法論的考察J (北見氏答IW)

横浜市「航浜港使覧J (横浜市寄贈〉

込li輸省港湾局「港湾投資の地域開発に及ぼす効果に関する調査報告書」

グ 「臨海工業地帯における土地利用および発生貨物量に関する調査」

グ 「大規模地方開発都市における港湾整備のあり方に関する調査報告丹J

1/ i港湾投資の地域開発に及ぼす効果に関する調査報告訟(資料編)J 
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日本港湾経済学会「港湾の経済効果に闘する調査報告書」

(雑誌〉

東京都「東京港J (東京港運協会寄贈〉

神奈川県「労働神奈川」

日本港湾協会「港 湾J(40年1月以降〉

4. その他

(1) 第3回総会以降、本年10月15日現在までのところ、 入会申込者は正会員19名、

賛助会員3名をかぞえている。これらの方々の入会については、正式には (2、

3の退会希望者と共に)大会理事 ・役員会において決められるはずである。下記

各位は入会申込希望者および退会届者を示す。

賛助会員

横浜市港湾局(代表者、土橋宣夫〉新潟臨港海陸運送株式会社(代表者、大久

保修次郎〉伏木海陸運送株式会社 (代表者、橘直治〉

正会員

秋山徹郎(横浜市従〉池 y，g (総育航路運営 ・株〉河西 稔 〈横浜市政調査

会〉蟹江猛 (名古屋港管理組合〉 久保村隆祐 (横浜国立大学〉 日比野光伸

(名古屋港管理組合〉工藤和男 (総理府)松木俊武 (EI本埠頭倉庫 ・株〉 宮地

光之 〈木間船舶作業 ・株〉森光夫〈函館大学〉竹内良夫(経済企画庁〉塚原

博〈慶応大学〉 山本 清〈原田港湾作業 ・株〉山口辰夫(横浜市立大学〉犬飼

龍郎〈三菱倉庫 ・株〕菊池喜三治(三菱倉庫 ・株〉大島藤太郎(中央大学〉新

宮志郎(長崎県立短大〉大森秀雄(神奈川県労働部〕

退会届

(賛助会員〉川崎重工業株式会社、関東運輸株式会社

(正会員〉木下 彰 (東北大〉

位) かねてより、理事 ・役員会において本学会の日本学術会議事務局への(登録〉

が課題となっていたが、今春同事務局への前提的な連絡をし、次いで8月5EIの

「学協会の最近の活動状況調査について」本学会の内容の届出を行なった。

なお、ど参考までに向調査の趣旨をあげると次のようである。 i日本学術会議

では科学の向上発達を図るため、研究の連絡に力を注いでおり、中でも学術交流
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の基礎となっている学会活動の充実について特に関心を払っております。

さて、このたび、木会議では内外の研究連絡の一端に資するため園内諸学協会

の活動の現状について調査を行ない、これをとりまとめ「全国学協会総覧として

刊行するこ とにしました。 つきましては……………木調査に御協力くださるよう

お願い申 し上げます。…...・ H ・..…この調査は文部省および科学技術庁と緊密な連

絡のもとに行なわれるものであって、術l回答いただいた事項については三者の間

で相互に資料交換を行なって活用させていただく所存であります。J(後略〉。

(3) 去る 6月、イギリ久港湾の「ロッチデイー/レ報告書」でわが国にも知られてい

る。ロツチディ ーノレ郷 (The Viscount Rochdale) がオーストラリアからの帰

途わが国にたちよられた。在日中、運輸省をはじめ横浜、神戸港などの見学、そ

の他の会合をもった。事務局より北見俊郎氏が出席し、と くに学会年報その他資

料を提供し、 その事情を説明すると共に、今後何らかの形で国際的な交流を計る

ことを約した。

(4) 本学会創設以来、各地区での部会活動がのぞまれており、今年度の予算には若

干の部会活動費も計上されているが、現実にはまだ具体的にうごき11'.すまでにい

っていなし、。昨年関東部会結成の集りがあり、北海道地区においてもそのJJ.向が

みられたが、会員各位の多忙のためかまだその機熱さずの感がする。できれば、

各地での主体的な部会活動の具体化がのぞまれる。さらに各地での部会結成の際

には部会費の件もあるので事務局に御一報下さるよ う念ずる。

(5) 事務局においては、たえず会員名簿の訂正を行なっているので、住所変更その

他の場合にはできるだけ御連絡の頂けるように希望している。また、会員拡充に

ついても、事務局に申込用紙その他若干の資料もあるので、会員各位の御協力の

乞う次第でもある。その他、大会、年報などの学会諸般についての衡問;見、御希

望などでもある場合、事務局へょせられることを期待している。

他) 学会では、従来会員への研究資料の配布につとめてきたが、今後も予t'l，tの許す

かぎり これを行う予定である。 したがって会員各位のうち、論文・資料等発表さ

れた場合には別刷等を実費にて購入させて頂くことができるよう前もってど述絡

を下されば主主である。なお、 寄贈して頂ければさらに本である。

(7) 木年報編集委員は木年度よ り次の各氏が担当しているので、編集上の点につい
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てど高説の頂けるよう乞う次第である。

今泉敬忠、 111本泰督、中西陵、北見俊郎
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会員業績リスト

注 (1) このリストは過去約 1年間における会員の業績をアンケートし、 それをアノレフ

アベット順に収録 したものである。

(2) 1964年度の「港湾経済研究JNo. 2には、過去約10年の同上を収録 してある。

(3) 会員中、海外出張その他の理由でアンケート の得らそなかった者についてはふ

くまれていない。

(生) リス ト中「区分」の文字は大体、著書、訳書、論文、資料、告評、紹介などの

別を示す。

会員業績アンケー卜集計

氏 発表テーマ |発 表 箇所 |発表年J-J

米花 稔、 論 文 地域接開発へのマネジメント
高「割j也引域萩太開発郎新」ii 

1965 
的近

11 瀬戸内開発のビジョン 市 政 1964. 7 

ノY 近圏整備の課題 相IrlïJ~UJ江i研究 1961. 1 

11 近圏整備の問題点 rI1 政 1965. 7 

古川哲次郎 11 各国港究湾に於ける港費の比 海外海事研究 1964. 7 
較研 No. 1 

ノY 各負担産業状況に於ける企業の金利 11 No. 2 1964.10 

11 クローズアップされた三国 海運No.440 196<1. 5 
間輸送助成制度

11 仕組み船の問題 11 No.443 1964. 8 

11 自社船問題について 11 NoA44 1964. 9 

11 スポット輸送対策 11 N0.446 1964.11 

書 評 港湾労働 11 NoA47 1964. 12 

橋本英三 三日Hι O 文 1962年則改訂荷為状替信用状統 名城商 学 1965. 5 
一規と信用取引 NO.14~49 

和泉雄三 11 港湾史における海上貨物輸送 港湾労働 1964. 3 
の的概説

11 港運企業の史的分析 11 No. 96 11 

11 トラック資木の現況分析 北海道労働研 1964. 3 
~'e 

河越重任 11 アメリカ太平係洋岸における 輸入食船協議 196，1. 11 
港湾労使協j について 会半世 No.l94 
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氏 分| 発表テー マ |発表箇所|発表年月

1/ 港湾労働の課題 港湾経済研究 1964.11 
No. 2 

1/ 豪州の港湾労働事情 輸会入食糧協議 1965. 2 
報 No.197

河村宜介 著 書 京都状市における観光事業の 京都市観光局 1964. 3 
現と将来

資 料 枚方市観光診断報告書 枚 方 市 1965. 3 

喜多村昌太郎 著 書 港湾労働の構造と変動 海 文 堂 1964.11 

雪伺ム!悶 文 港望湾労働法制化の回顧と展 港 湾 1965. 4 

1/ 港湾労働近代化の過程 海: 連 1965. 9 

北見俊郎 5命 文 経済発展方における「港湾研 同文館発行 1964.11 
究」の法論的考察 「海運と港湾

の新しい発展
のためにJ

1/ 公共投資と港湾 「港湾経済研 1964.11 
究」 No. 2 

11 港湾間にお付る労働の生産性 [海運」 196'1. 11 
と 題点 No.446 

1/ 港湾経済学体系 ・試論 「港湾」 196'1. 12 
Vol. 41 No.12 

11 経済発問展における港湾の役 経済政策学会 1965. 5 
割と題点 年報

No. 12 

1/ 工業化と港資湾本(J二〉的 「経済系」 1965. 6 
ーその 主義性格 No.65 

1/ 港湾輸港送湾体迷系の近代経化営(J二〉 「海運」 1965. 7 
- 送業の 的試 No.454 
ー日を間6.一一

1/ 向上 (下〉 「海運」 1965. 8 
No.455 

1/ 
港一港湾都湾市都市へのの構基想木的(上性〉格一

「港湾」 1965. 9 
Vol. 42 No. 9 

資 キ? 「港答湾申労働等対策審議会」 「労働神奈川」 1965. 1 
の をめぐって No193 

11 「港湾分のもたらす経済的利 運輸省港湾局 1964. 3 
益の析」

1/ 「港湾効投果資の地担域開査発に及 運輸省港湾局 1965. 3 
ぼす J (分調 〉

紹 介 喜構造多村と変昌動次郎」 「港湾労働の 「港湾」 1965.8 
Vol. 41 No. 8 

11 海と港運系湾、新の論新集刊行会股 「海運 「港湾」 1965.8 
しい発のため Vol. 4 No.8 

に」

是常福 治 紹 介 ロス・アンゼルス港におけ 港 事雪 1965.2 
るパース俊先制当tlllJとふ頭
料
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氏 分 発表 テーマ |発表箇所 |発表年月

柾 幸雄 共著 現代の地理学 (交通 ・通信 広 文 社 1963.4 

/1 都-観市光と交事業通〉(都市と港湾〕 有 斐 陪] 1965. 1 

5命 文 清水港~:史 新港しい海運と 1964.11 
湾の発展の
ために

/1 横浜の観光司1業 経済と貿易 1964. 7 
/1 工業地域の形成と工業開発 横浜市立大学 1964. 12 
計画 論叢

資 米? 下北臨海地区工業開発計画 日本工業立地 1964. 2 
調査報告書 センタ ー

/1 川内市臨海地区工業開発計 11 

園調査報告書

ノY 東京泌物資流動調査報告書 /1 1965. 

/1 筑後 ・有明臨海地域工業開 /1 1964. 
発計画調査報告書

J公 irli & 'lti 三I;IhHl )( 瀬戸市陶磁然業需分要析 ・市場 瀬戸市開発品1コご.青| 1964.1 
(図[10]・幽外〉 画調査報

松木一良1I /1 ロンドン港経営及び港湾労
f励

海 迎 1964.11 

/1 ロンドン港湾労務管理と其 神 戸 港 1965. 4 
の|問題

/1 ロッテノレダム港の発展と浴 日本船主協会
湾労働 月幸hl

ノY 欧州港湾労働事情i概観 海運研究所報 1964.10 

/1 海運経営の回観と展望 外議航書労務協会 1965. 1 

/1 ドイツ海運近況概観 海 述 1965. 2 

/1 外国新興l船主の経営及び収 /1 

益

/1 国際荷役協調協会の活動 /1 1964. 

宮崎茂一 者 書 港湾計画 j毎 文 ~ 主 1964. 1 

中西 陸 共 若- 海運と港湾の新しい発展の 同 支 館 1964.11 
ために

/1 海運国際収支特に港湾経費 船主協会海迩
の分析 研究所

zGz冊h 文 公共的頭の公共性について 早稲田商学 1964. 
No.173 

/1 海運の特殊氏周研究 (1) /1 174/175 195/1. 
oppartunity costs にっし、
て

11 イギリ スにおける港湾諸料 港湾経済学研 1954.11 
金の徴集制度と問題点 型~t No. 2 

ノY 海運の特殊費用研究 (2) 交通学年報
out-of-pocketcostについて 196'1 
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氏 発表テーマ |発 表箇所|発表年月

百命 文 港湾経置費の海運経支営に占め 船主協会月報 1964. 9 
る位と国際収に及ぼす No. 9 
効果

ノY 港湾倉庫の現状と問題点 早稲田商学 1965. 3 
NO.178 

11 流湾通過程におけるわが国港 早大手上研誌 1965.5 
の役割 VoJ. 10 No. 2 

書 寄F 北見俊郎著湾 「アジア経済の 港湾経済研究 1964.11 
発展と港 」 No. 2 

11 天聖子 剛著「港湾経済の研 早稲田商学 1965. 4 
究」 No.179 

岡庭 博 著 書 海運産業構造の研究 海 文 堂 1964.11 
三同子企国h 文 1'1:1木海般運政における特殊政 ?毎 運 1965. 

策と一 策」

11 海運業の国際競争力 世界経済評論 1965. 4 

11 海運業に現われた経営転換 大阪交通大学 1964. 5 
紀要

11 海運業の収主主 海運と港発湾の 1964. 9 
新しい展の
ために

11 三光汽船発展史論 三光汽船34年 1964. 9 

書 手下 日本海運業の収益性
論海文集
連研究所報 1964. 8 
No.26 

岡野 鑑 記 号耐ム削 文 輸出振興と租税政策 経済貿易研究 1964. 4 
VoJ. 14 No. 2 

11 イギリ スの産業国有化 商経法論叢 1964. 9 

ノY 国家経費の国民経済的機能 経済貿易研究 1965. 3 
E命

岡田 清 11 公企業の経済学的考察 運輸 と経済 1965. 3 

共 著 港湾労働 北海道立総合 1964. 3 
経済研究所

及川 満 自布 文 木道における港湾労働の諸 職業安定 1961. 1 
問題 No. 48 

11 情本道における冬期の雇用事 経研時報 1964. 1 
No. 5 

11 北海道港運 ・企業 ・労働の 「峨業安定」 1963. 1 
現状 NO.61 

11 本道港湾労働対策の推進 職業安定予定 1965. 6 
NO.71 

酒井 正三郎 11 中京圏整備の課題 都市問題研究 1965. 1 
VoJ. 17 No.1 

11 中部経済査閣の圏域画定に関 名古屋市調査 1964. 3 
する調研究 報告書

桜井 正 11 無包装による包装の合理化 新しい包装 1965. 5 

杉 沢新一 資 米} 港湾投資と地減経済 国土産業経済 1964.11 
No.11 
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氏 名|区 発表テーマ |発表 箇所|発表年月

論 文 港湾資産の推計と課題 富士論叢 1964.11 

資 米} コスト解析(歯車工業〉 日本中小企業 1965. 3 
指導センタ ー

11 港効湾投果資の地域開発査に及ぼ 運輸省港湾局 1965. 3 
す に関する調報告書

関谷義男 三aa冊h 文 東荷京役港における小型鋼船の 港湾荷役NO.6 1964.11 

11 東京都の内水路の利用問題 港湾 NO.3 1965. 3 

鷹取 澗 11 わが国における最近の港湾 商学集志 1964. 1C 
計画の発展 NO.34 

研究発表 交通の発展基準について 日大学術研究 1964.11 

竹中竜封f; 著 ヨI~う2そ 公益企業料金論 東発表洋経会済新報 1959. 
社

// 大都市と公益事業 11 1960. 

11 公益企業の経営 日木経済新聞 1963. 
1土

エHムIlU ヌ:行政と経営との交錯 年報行政研究 1964. 9 
No. 8 

11 公益企業の社会的責任 経営教室 1964. 3 

11 インドの公企業の経営 神戸大、研究 1964. 9 
年報

11 インドの公共企業体の経営 国民経済雑誌 1964.10 

11 地方公営企業論 自活論集 1964. 12 
No.22 

11 公営交通企業料金論 都市問題研究 1964.12 

寺谷武明 11 野蒜築港論 交通学研究年 1964.10 
報

11 海運国際収支と港湾経費 港 湾 1965. 2 

資 来千 港湾のもたらす経済的利益 運輸省港湾局
1964. 3 

の分析

書 評 北海道の港湾荷役労{動 港湾経済研究 1964.11 

徳田欽次 才色 ミ当: 港湾労働 港湾労働所収 1964. 3 
印ヲZ刷L y:_ 港の需湾給運実送業態における労働力 職業安定 1963. 9 

No. 60 

11 需港給湾運送業における労働力 北海道の港運 1963. 3 
企業労働の現
状

11 港湾労働の現状と近代化 海運No.446 1964.11 

資 ギ| 北海道の港湾荷役労働 北海道総研 1963. 3 
研究資料
No. 8 

ノY 1111り角に来た港湾荷役労働 総研時報 1963. 2 
No. 2 

植村福七 三行間b 文 地域開発と交通計画 交通学会年報 1964. 
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氏 発表 テーマ |発表箇所 |発表年月

11 地域学研究のすう勢 土木学会誌 1964. 9 

rt 車、ト 者11の内法経済調査報告書 ~ 3 港湾局 1964. 3 

11 フI>:~{I、 四国間輸送需要量予 建 設 ヂi
訊日

矢 野 問。 ~t，: rf !? t 港湾経済の研究 日木港湾協会 1964.111 

-印A刷 )(_ セントロ ーl/ンスのシーウ 国土産業経済 1965. 5 
エイと港湾問題

11 港湾の重要性 城西経済雑誌 1965. 11 

11 独立採湾算政制とロン ドン港庁 海運と港湾の 1964. 10 
の港財 新しい発展の

ために

nu 
t
-u
 

可

t晶



会員名簿 (A・B・c 順〕

m)  この名簿は昭和40年10月現在にて前名簿を訂正して作製しましたが、なお訂正

もれその他誤記につきま してはよろしく御指摘の上、名簿整理に御協力下さい

ますようおねがい します。

賛 助会 員

氏 名|代表者名| 住 所 TEL 

伏木海陸運送 KK  橘 直治 富山県高岡市湊IUJ43 高岡弘)1300 

原田港湾作業 KK  原田孝次郎 ilW浜市中区海岸通4の23 ω~ 2661 

日吉 田漕応 加賀美文一 般浜市寸1区住吉町 6の66 師団 1441 

搬す1::x化研究所 古 川 符次自1I 東興京都火災rl-'央海区n木橋室IIIJIの5
和 上保険KK気付

倒。 5686

神済奈 川査 県 f中 山 明一 横浜市中区南仲通り 5の60
側 3133

経調会 東京銀行内 〈内)334 

関東学院大学 白 山 源三郎 t3i浜市金沢区六前jlllJ 附 8281-4

川 崎汽船 KK 服部元三 東京都千代田区丸の内 1- 6 問。 5951

KK 上 2札 村尾市松 神戸市葺合区浜辺通り 4の5 凶 4151のl

事11戸倉庫協会 筒井 i出羽
神戸市生田区浪花町59 (3) 0714 
朝日ピノレ5階507一号室

陸 ?仮 連 KK 伊藤孝三 横浜市中区木IIIJ木H汀ヒツレ 自由 7731 

4毛沢g海運 KK 鳥居市松 名古屋市港区海岸通り 6 剛 8111

名古屋港管理組合 桑原 1降板 名古屋市港区港木11IJ6の7 剛 4111(代〉

n木郵船 KK 児玉忠康 東京都千代田区丸の内 2の20 121~ 4211 
の1

日 木船主協会 児玉忠康 東大京都千代田区館内幸IlIJ2の1阪ビパ， 2号
(502) 4651 

新海陸潟運送臨 K港k 大久保賢治郎 新潟市流作場1，711の6 包) 4111 

大阪舶商船
三 ~ I 船 KK

lj(元迷 uJl 東京都港区赤坂ーツ木IIIJ36 (584) 1'111 

大阪 市港 湾局 1希 好 j'Ji， 大阪市港区三条通り1-10

三光汽船 KK 岡庭 f地J 大阪市西区江戸掘上通り 1 14411 4471-6 

- 151ー



氏 名| 代 表者名|

鈴 木与 平|清水市入船町3の12 清水(2)3111 鈴 与 KK

住友肉 IJ;:KK 
東 京支 社

木 多 1Ji: 二 |東京都千代田町丸の内1の81~111 0111 

〈総務':;jl長経由〉

干青蚕倉庫 KK :!ffil 内重忠 |償浜市中区北仲通り5の57 1仰V1731-6 

京協海連 日 |加藤 謙二Ir許市中区堅三ツ茂町3の|閥 6306
横浜 市 港湾 局 |土橋宣 夫 |横浜市中区港町1の1

的母 1441 

横浜市埋立i'J;業局 1;永堀 農 |横浜市中区港il1r1の1 自品 1441 
(内)461 

WI浜新港倉庫 KKI左右回俊夫 |横浜市中区新港税関港内 側 8971

全 11*検数 協会 1;横田 一 男15京駅究開田司11Ir1の|側 5101-9

--152-



員会正

13宅住所 CTE L) 月「住勤務先 CLE L) 名氏

日本デ卜ラポット臨時
国5 2879 寿東A 

静岡市静岡県庁内

rz
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町
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区

甲

川

六
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区

神

灘
市

市

浜

戸

総

橋

神

静岡県土木部港湾諜

.~ 

:干

徽浜市港区1の 1

神戸市滋区六甲台

C
叫

l

r
泊

E

、“柄

引

の

の

丸

田

3
内

区

2

町
ル

回

ル

之

ビ

代

ピ

州

運

千
日
鉄
日

市
海
都
の
製
お

関

体

京

3
土

下
島
東
内
宙
開

A品
寸」

学

制

神 奈 川
担日 9541 

神戸大
岡 1~6

日本交通技術KK
(262) 5171 

明治大
凶1) 1181~88 

横浜市従業員労働組
合側 0422

大

ピ
ぬ
J
rん

直

青島

荒木

学

年徳汽船
下関岡 6231

ホンコン ・エンド ・
イースタン海運

神戸大
神戸側 1~6

一郎

尚一

麻生平八郎

秋山 f依

君主

啓作

疋保

秋山

浅薬

米花

胡井

校吉

B 

E 

神戸市生田区
運輸省第三港湾建設
企商談4

東京商船大学
[641) 836/， 
瓶事文化研究所

~4 11 5686 

邦荊l

iit路

古川哲次郎

藤井

;(Ií T/Z~ 

F 
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名 |勤務先 (TE L) I住 所 | 自宅住所 川 L)

HI林 |経済企同庁局 東京都丁代田区霞サ」
実剛 1530 調査閲3-2

平瀬利UiII横浜市立).:_!学
(3) 6486 航浜市金沢区六浦町If

一|東北大
原因ニ自151 -"'-(3) '5111 

"叫F 
仙台市片平IIIJ75

浜谷源蔵 i丸紅飯任l制支社
関11 6211 

東京都千代田区大手I~
町 lの4 I( 

|中央大字
細野日出男 囚1) 7211"-' 9 駿河台 3の9 I( 

木間幸作|李京都立短期商科大
16411 9504 

東京都江東区越中島F

方 郷生|復新)lli!愉公司
問。 0672 111]飯野ビノレ 1 

浜谷 弘|兵庫県土木部土木総 r 
務長民 側 7711 { 

楠木英三|名岡弘51
大 とμ，_ィー

名古屋市

1-1比酌帥 |名品宅J2管附什|名古屋了時区港木IIIJlf-=--~寸 ー

1 I iP.ljj 削 JI関品1院 大学断問吋|iiI11

石井慨|明 治 大 学路都千代田区神田1
図。 1181 台

|名古屋大学 名古屋市瑞穂区瑞穂11
;:)1二関弘太郎 倒1) 1711 IIJJ 

cJl二手 |東 京都泌 ~f 局 間千代田
滋 ~1~ 5111 内 326'1 内 L

iliJ 刊広~ I告lt2千1T2航)路迩常側
(212) 7930 

東内京都歪[1千代田区丸の j
船ビル

::J-i'上 H百= l| J11庫県土木部港湾iiW 事11戸市生田区下111手い
ー (4) 7431 通 5の1

今泉敬忠|以loF品1院大学 Hlii浜市金沢区六浦町|

問主男|杭dlEJL1立大学横浜市金沢区六浦lI~r
伊藤義diI J1~京女子大伊東京都杉北区井荻 3

(399) 1151 丁目

一 |詰海道立総合経済研
和泉州ニ 所 凶 8984内788 札幌市iYH1条西 4 l:r 
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自宅住所:CTE L |勤務先川L)I住 所|

三菱余 J~l 附 1 W1i浜di'l'区海Jr:通りIr
横浜支j内側 8831I 2の4 I( 

東京都千代田区霞ヶI!
関 伊
東京都渋谷区穏BJlIず
の90 セントラノレア日
ー々ト563 l' 
*京都千代田区丸の1.¥
内1の8の 1 111 

東京都千代田区丸の11
内 le

東京都千代田区永庇|
Hり今1の1，1

神戸市垂水区西垂水
Jllrï~:j丸陵2252の 10 I( 

大阪府吹田市千盟山 I~
航浜市西区高島通りIJ
2の36 I~ 

戸神市神港商船側
科J戸 (3) 688-9 

」
「
J同

rl'部 n 木~主主能率研
究所酬 5101内256

11 木 1m発銀行
間官 2531~ 9 

)l車iitrli治約J(;j計川誠
~III 4211 内 867

国会図内自mll~夜立法
考査局側 2331

神戸商 flノー午:
(垂水)21-1'1 

関阿大
a7l) 123 

全港湾労組横浜支部
(44) 6747・7436

，~んー.ー』

イ仕ilf 経

1完澄

ペル

!lß~主

議良1I

千|会

i台1111

lJ碩

主任

z士，ノ¥

主主JI"

名

J:河辺

河村

K I加藤

占11約

河越

犬飼

ト」j
 

)1 1 1~!，j 

カ1I.lt!!

氏

)J;.え河野

名古屋市泌泌.区泌木11川川H町lりJ

桜横i浜市r巾|ドコ区D開i目j浴記念創Ij{ 
会館l内村 |川? 

担利神|ド1戸干市行生回区加納H町lりJIい詳
6の7 l' ' 

KK  

名古屋港管理調l介
師団 4111 

品質浜市政誰査 会
(20) '1867 

神戸市土木局
者I1戸 (3)8181 

関東学院大学
。ゆ 8281

東京海上保険示1J.k1t

d，Tn: 

稔

勝屋

pff.江

河悶

孝雄1下

3 
2 
J 

杭浜市金沢区六irlilllJIL

tIIi浜市中区海岸通りIj
4の23 側 2661 Ij 

俊民1I北見

2 
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首都高速道路公団
~O!I 6211 1付 274

横浜 国立大学
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越村伝三郎

小林

木村

小泉
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所住

〉

神戸市東灘区山本町11
岡本字長子70

ZYMe
-
mノA
l

町
4

町
4

木

浦
港

六

区

区
港

沢

市

金

屋

市
古

浜

名

横 日

勤務先 (TE L) 

東京商船大学
制1) 8364・8454
神戸市港湾局
神戸仰i)8181 

挑山学院大学
担司 5101 

東京都港湾局
~1~ 5111 内 3264

三菱倉庫掛
横浜支庖側 8831

東京 港 運協会
54~ 0619 

甲南大
岡 0541

名古屋港管理組合
(66) 4111 

横浜市立大学。0)8151 
兵庫県商工労働部商
工労働総務課
布11戸 倒 7711

大分大

日 木倉庫 協 会
旧711 5006 

円木場LHJi倉庫脚
ω 1631 

成城大
附 2181 ~4

第三港湾建設局長
帥 0643

鉄道貨物協会
的11 0604 

神奈 川 大
臼田 9541~ 3 

横浜国立大学
(23) 5255~ 7 

横浜市立大学
(10) 8151 

函館大
(2) 5457 

福治

小島昌太郎

名

小門和之助

是常

氏

修平

栄治

菊地喜三治

腰越

今野

--寸ー義信前回

回前

M 

とf.
← 日

学

木汽船 側

、u
弓乙

1:1 おi

幸雄

立um

武封i

正平

潤

f占

俊武

松坂兵三郎

茂一

茂治

rL 

I
T
4
，
 

松井

松浦

松木

宮川

武藤

松本

松木

宮野

宮崎

北海道函館市
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所 | 自宅住所 (TEL)

01中西 陸 l早E回大学|東 11. (342) 2141 ~ 9 京都新宿区戸塚IUJ

永島敬識 |関東学院大学
(0) 8281 

仁科 哲|仁川手i士一
西部徹ー 労働科学研究所

~1日 3141

|久喜米大学|西原峯次郎 (久 米)3408 久留米市旭IIIJ67

|関西大 学|吹田市千里山沼間昭夫 側 1953

|福岡大学
野田早苗 倒 4966~ 9 

野村寅三郎 1 神岡 戸1 ~7大 子|神戸市灘区六甲台

納賀顕豊|新潟臨港海陸運送制|新潟市流作場1711
(4) 4111 

|尼崎港管理事務所|
西本莞溺 大阪 ~11 1 2461 兵庫県尼崎市

勉|兵庫戸県土木淘港湾謀 I兵庫県神戸市
神帥 7711

乗竹挺:=.1港湾労働防止協会東京都中央区築地11戸
ー の18 側 3671

S I岡庭 博 |一光 汽 船脚 I大阪市西区江戸堀上li
~411 4471~ 6 通 1

欧 捷雄|千代田グラビア印刷社側

!神 奈 川 大学
岡野鑑記 凶 9541~ 3 

小原=佑嘉 |国際商業会議所 東京都千代田区丸の d

一 四 5683 内lの6海上ビノレ新館li
|招商局東京分公司東富都銀座7の5

欧陽正宅 町11 6391 銀第一ビノレ26号室ii.- -
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氏 名 |勤務先 川 L)1 住 所|自宅住所 (TE L) 

1 ~~ 'r，， 1 成 城 大 学東京都世田ヶ谷区成J' .ーー ー ・昨日 J
01岡凹 清 l 附 2181 ~ 4 城IIIJ708 
大山 吉雄 |兵庫県企画部総合DM1 :tljl戸市生|士l区下山手l

発謀 通5のl

奥村武正 |東京都港湾照::! 1:W京都千代1:[1区ヨLの「
E1a 5111 111 l 

大
北一一 l青山学院大学東京都渋谷区緑同町f J 
肺 ー |附 8111 122 

大森 秀維|神奈川県労働fill職業 b白浜市中区日本大iffi!
安定謀仰 4921 1' 

~日 T'. 文 究 来事駿束京都中央区n木橋織田政夫|叫叩 化研 月rI~)jiω5 興和火災!} _ _ 7 
似U5686 険KK気付 11 

大島藤太郎|中 央 大 学 京都千代田区事11旺IIJ • 10 
剛 7211 河合3の9

大石信一|東京港湾協会点京都中央区築地lli一 一一二 9 
- 1 (5411 2861 の18

及川 純 I北海道労働河;キL腕r1i北 3flLj 6 I ~ 5! 閥 9111 I 'lu1J!IU!JJ-1L.. OJ ..-， V 1'. 

正 l'横浜新港倉山側 構fiIi内indi'l'区新港税1A;lr 』 コー
s 1桜;)1

側 8971

I j運輸訓主f. )可
佐藤佳年 0'123ω) 5543 

東京都l到~t9'初~mJI}
25の6

れ回 |東京教育大年: 東京都文京区大以窪I
清 (946) 2151 Ill] 

佐々木誠治|神戸大 学
剛 1 ~ 6 事11戸ili灘区六rp台IlIJll

|京都大 心J、，一，ー 京都市左京区吉田木，
佐波宣平 (7) 4111 111] ， 

斉藤武雄!神奈川大学
担割 9541 

総般浜市神奈川区六角 l
InJ590 11 

住田正一|運輸約百IfJT )司 :rk五(KIIT代田区北LのJ q 
一剛 1131 内 J

鈴木栄一|鈴与株式会社
一 (2)3111 it'i水市入荷(¥slJ3の12

斉必公叫 |日2P介研究所
(253) 1111 

3l鼠4京都千代|士l区事j!L[1
官邸1fT1の1 I ~ 

油井正=自11I ;名 71i 民大当:~ 名，1，'屋市J;iJ;fit¥区]市総f b、
一同 3111 1111' 11 

沙 栄存 1;復新迎愉公言1
問。 0674

liu飯"¥.(ill千代I:LI区内幸h
IfIJ 里子ピノレ t 

自111源ご良11I関東学院大学
一間 8281 横浜市金沢区六日市町J
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川崎製鉄KK建設資
材研究室 i21~ 4511 

関西大学
大阪間11 0123 

日本女子経済短期大
学問 5655~ 6 

神戸大学
科I戸附 1~6

東京港返協会
P411 2861 

東陽倉庫株式会社
協o 6306 

大阪市立大学
(6司 6671

名

文雄

氏

向島S 

柴田銀次郎

新一

弘

杉沢

l勝呂

義男

I;!il彦;

関谷

白石

神戸市港湾川
和l'戸倒 8181
下関第四港湾主主i没}~)
F段]凶 3341
港湾経済研究所
白日1) 4867 

富 山 大
(4) 1278 

大分大
(2) 7181 

淡城大
水戸 (2)4171 

日本大
問。 2271

神戸大
事l'戸側 1 ~6

神戸大
岡 0001~ 7 

ネ利iJ伊|

6の9 l' 

悦子

志良|長崎県立短期大学

柴田

新宮

下関市阿弥陀寺町

Wi浜市中区木0IJ1の11"・
6 横浜市開港記念日
会館内 l' 
宮山市蓮22 I~ 
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北
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迎 ~ííli ~tì 泌消防j込夫竹内

経済{t:iiliili総合計出l
局間1) 0261 

横浜市立大岩手
(0) 8151 

東京都泌湾局
121~ 5111 

liX 谷川

総浜市金沢区六浦IlIJlt

東京都千代田区丸の
内 lハ】 川 ' .)-r'J' .~‘， -
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|氏 名|勤務先 (TEL)1 住 所 | 自宅住所 (TEL) 
T I土井智喜 |海巡研究所

側I1251 
Ir~ " ~ " 一一 一 3
q 

富永祐治|大阪 市立大 学 大阪市住吉 つ
担司 6671 191 11 

武山 弘|北海道立総合経済研 札幌市北3西 6 L-「で竺 T 
究所 側 8984 南11条西4

徳、任l欣次 |北海道立総合経済研 札幌市北3西 6 キ 了
究所側 8984 南11条西4

戸側 071l~ 5 15の28 1. ~ L-. 
田中枇l奇日運 KK神戸市生国同寸

塚原 博|慶 応 大 学束京都港区芝三田 34 』 4 

ul他国 定治|大調阪市総査合計画局部 大阪rli北区 l'の品 111-
「

の4
|香 川 大学 正

柏村悩七 (3) 4141 FJj松1'1一l宮JW，llJJl62

浮穴 和俊1*京都港湾局 東京都千代田区丸の?121~ 5111 
内3の1

上原鰍コ良11I二|ヒ 狗 学院!大学
一 (2) 4218 札幌市旭町 8の60 ヰ

守山 車土 l神奈 川 県議員 横浜市神奈川県庁む 二n一一:
田口 ω 4921 

内
。

内チ|ニ健一|民主党神奈川県連 相ー--一ーで 『
一 ωo1780 I 

wl渡辺都ー|牒lJizl院大学 |横浜市金沢区六浦町121
渡辺一孝|東政rTE会lT若手中室長器製

i設司1

Y I矢野 剛 1LI本港湾経済学会 |横浜市金沢区 |ヨ
側 8281 関東学院大学内 11 

I_Li[:J 辰男 luvhill立大学|津浜市金沢区六棚17
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名|勤務先 (TE L) I住 所 | 自宅住所 (TEL) 
清|原田制慨 KK 横浜市中区海岸通4Jr'令占y 1111木
帥 2661 の23 田

方 |事!J戸3戸)8 港湾局 神戸市生田区加納町f
四国耕造λ記 事l'戸 (3)8181 6の7 倒 8181 1;事

米田富土雄|船 主 協 会 ? 
古川 賞一|同志社 大 学
一闘 1131

京通都鳥市上東京区今出川ブ
チL 入 2

|京都大 ~: 京都市左京区吉田本一耳
山田 浩之 (7) 4111 |町 ~ ‘ 

| 神戸大学
山木泰督 附 000l~ 6 神戸市泌猷甲台町;

吉本正人|東京港連協会
倒1) 2861 

東京都中央区築地 11~
の18

帝一国ili四郎 I丘庫県伺姫路港管JldI~J下 姫路市市之郷町1の
務所 176 1 2の14

z 1造作 修|需要生)し引い批判!I事i'戸rfi 正



「港湾経済研究J (No. 1) 1963仰激なし〉

研究

本邦戦時港湾施策一-・・………・…… -一… …矢野 剛

港湾財政の問題点 …・…・…一..…・・……・・・・・ー・…柴 田 銀次郎

港湾設備の増強と地域開発・・・・…・・…・ ・・…・…・・伊 坂 市 助

港湾における新しい労働管理の概念・…・・・……・・高 見 玄一郎

港湾運送業の現状…一 一……・.......…….........松本 清

衣浦港の交通一… … …………… ........一-…・・松浦茂治

港湾経済の木質・… 一一・・…・……・……………北 見俊郎

港湾施設の与えた損害に対する

船主の賠償責任と海上保険………今泉敬忠

文献紹介

「イギ リス主要港湾に関する

調査委員会報告書」・…・中西 陸

「神戸港における港湾荷役経済の研究」ー・・・・寺 谷 武 明

学会記録

「港湾経済研究J (No. 2) 1964 (若干の部数あり、送料共実費 ￥ 500)

研究

共通論題(港湾投資の諸問題〉

長期経済計画における港湾投資額の推計....…如納治郎(1 ) 

摩耶ふ頭の建設と運営…ー …・・・.....…・・・・…岸 孝雄 (16)

公共投資と港湾経済・…ー…・・…ー …・……ー…・北 見俊 郎 (28) 

自由論題

イギリ スにおける港湾諸料金の

徴集制度と問題点一・・・・・・中 西 I陸 (42) 
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ヨーロ ツパの石油港湾・・・…田・……・・ ・・・・・・…・・・浮 穴 手1I 俊 (51) 

港湾労働対策への一提案…… …・・・・・ 一… 柴 田 銀次郎 (78) 

港湾労働の課頭…・………・…ー-…ー…・ー 河越重任 (82) 

船積み月末集中の原因とその対策・・・-一一一一一ー高 村 忠 也 (97)

国際コンテナの諸問題・・・・・・・・ー•• ••••••. •• … ・宮 野 武 対I~ (114) 

文献紹介

北見俊郎著

「アジア経済の発展と港湾J.. 一.........，cl寸 四 陸 (141)

北海道立総合経済研究所綴

「北海道の港湾荷役労働」 一....…・・ー・・・・ 寺 谷 武 明 (145)

向上

「港湾労働J.・・………・・ ー -北海道立総合経済研究所 (150)

学会記 録

日木港湾経済学会会則 ・役員・・・ー …・- ー・・ー…-・ー・ ......一.(167) 

学 会 記 事・・・・・…ー・・ー・ 一....…・・・・・・....・・ ・・・・・・・… -・・ (171) 

会員業績 リスト 一 一…ー …一・・・ー・・・ー・・・・…............…・一一・・(175)

会 員 名 簿・・・・ー・0・・…一一....…・ ・ ・・ー・........一…・・・・・・ (188)
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編集後記

本年5月にみた港湾労働法の制定をは じめ、港湾運送事業法の改正問題、ターミナ

ノレオベレーク一法案、さらに港湾事業団問題、広域港湾問題など、わが国の港湾はい

よいよその経済 ・社会性がクローズアップされる段階をむかえている。これらをめぐ

って、わが宮の港湾は、経済発展の中で益々その近代化が要望されてくるわけであり、

その意味からも本学会のもつ役割が間われるものといわねはならない。

この年報No.3は、昨年神戸市で聞かれた大会研究報告会の内容を中心とするもの

であるが、都合により佐々木誠治氏(港湾の類型〉および松宮斌氏 (港湾財政はいか

にあるべきか〕の王稿がこれには含まれていないのが心残りでもある。また書評も、

高見玄一郎氏(港湾労務管理の実際〕その他も玉稿入手とまではいかなかった。これ

らの文献については来年度の年報にゆずりたいと念ずる。また、 書評については是非

会員全般にわたる方々の中から原稿をいただけるように希望しているので、その場合

は前もっておしらせ下されば卒いである。この号もそのよ うな編集方針をもって進め

たのであるが、結果的に意にそわないものとなったようである。

学会記事や名簿の訂正なども、どうしても事務局でわかる範囲のものに限定されが

ちであるので、要を得ない点も多々あることと恩われる。 したがって改めて大方のご

海容を乞うとともに、 ご連絡、ご注意が事務局または編集委員 (学会記事 ・最終項目

ご参照〉まで頂けるよ うに念ずる次第である。
Oct.1965 (編集委員会〉
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